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国際船舶制度についての所感
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国際船舶制度について

の所感
里灘慮黙蕪二二松井　毅

　　　　　　’鰻嵩瓢圏躍瓢諜織苫二己＝．皿二郡、．、、

　　　本年7月に発表された海事レポートによれば、

　　日本商船隊が漸増するなかで、日本籍船は日本

　　商船隊の5，6％にとどまっており、依然として

　　減少していることが示されている。我国の国際

　　船舶制度は、日本籍船のフラッギングアウトが

　　進むなかで、貿易物資の安定輸送を図るため、

　　外航海運の国際競争力を高め、日本人船員の確

　　保や海技の伝承を目的として］996年に導入され

　　たが、同じアジア諸国で導入された類似の制度

　　下における香港・韓国の登録増加のペースと比

　　べて、その差は大きいものがある。

　　　　1980年代、欧州諸国で取り入れられた船舶登

　　　録制度のうち、ほぼ目的を達成しているといわ

　　　れているノルウェー・デンマークなどでは、船

．〔

　　　舶に関する税の軽減若しくは非課税にとどまら

　　　す、船員の所得に関しても補助政策を併せ持つ

　　　ていることから、我国の国際船舶制度との差異

　　　がわかる。

　　　　1985年プラザ合意後の円高影響によって、国

　　　内船主にとって最大の関心乙とであるコスト面

　　　での国際競争力は一層厳しいものとなり、便宜

　　　薙髪による船舶所有化が進んだことを振り返る

　　　と、その経済効果は大きかったといえるのでは

　　　なかろうか。

　一方、2名の日本人船員配乗をベースとした

国際船舶制度であっても、船員コストは便宜置

戸船に対して不利であり、国際船舶制度による

効果をあげるためには、船員の所得や社会保険

料といったものに対する補助策と併せて、この

差額を補填するような、何らかの助成策が求め

られる所以であろう。この際、本制度の思い切

った改善などの措置が必要なのではないか。他

の諸国がトンネージタックスのみならず、総合

的な海運強化策を取り入れている現状ではなお

さらである。

　便宜置籍船は、第二次大戦時下に交戦国によ

る輸送船の攻撃を避けるために米国にはじまっ

た方法であるが、その後、自由な競争下で徹底

した機能分化が進みやすい国際海運業にあって、

国際競争力確保手段として急速に一般化したこ

とを顧みるとき、すべてを国際船舶制度に期待

するには限界がある。他の海運諸国が取り組ん

でいる法人税、償却制度、固定資産税など船舶

に係る税、船員育成政策すべてが、早期に整え

られてこそ、効果をあげられるのではないか、

というのが業界としての大方の見方だと思う。
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平成15年度海運関係税制改正要望

　平成15年度税制改正要望については、5月15

日の政策委員会および5月22日の定例理事会に

て要望項目が承認されたが、その後の推移を踏

まえ要望内容についてさらに検討を行い、9月

13日に開催された政策委員会にて要望書の内容

を決定、9月26日開催の定例理事会で報告・承

認された。

ω　海運関係事項

　　今年度末に適用期限を迎える船舶等の特別

　償却制度について、本制度の延長および、船

　舶については従来の特別措置ではなく恒久的

　な税制として存続させるよう要望していく。

　6月14日に政府税制調査会が「あるべき税制

　の構築に向けた基本方針」を取りまとめ、そ

　の中で租税特別措置の整理、合理化を大胆に

　進める旨が明記されたことから、船舶特別償

　却についても議論の対象になることが避けら

　れない状況であることに鑑み、存続を大前提

　とし、制度の実質的恒久化を関係先に対し強

　力に働きかけを行っていく。

　　その他、外航船舶および外航コンテナに係

　る悶定資産税の廃止、とん税の軽減、本年度

　末に適用期限を迎える脱特定物質（脱フロン）

　対応型設備に対する固定資産税の課税の特例

　の延長を要望する。

　　なお、トンネージタ．ックス（トン数標準税

　制）については、平成15年度の要望事項とし

　て取り上げるまでには諸般の情勢が至ってい

　ないことから、平成16年度以降の要望に向け

　継続して検討を行うが、気運の醸成を図るた

　め、引き続き海運の重要性のPRに努める。

〔2）　　　［到1祭二四税

　　国際課税問題の解決に向け、当．協会を含め

　た20を超える団体により一昨年の7月に設置

　された国際課税連絡協議会では、一一学年、昨

　年と国際課税に関する税制改正要望を政府、

　自民党税調等に対して行っている。

　　9月6日に開催された会合では、経済産業

　省経済協力局貿易振興課の課長補佐を招いて

　経済産業省の国際課税問題への取り組み方針

　の説明を受けるとともに、平成15年度税制改

　正要望として、昨年度に引き続き「外国税額

　控除制度の．見直し」および「タックスヘイブ

　ン対策税制の改善」を要望することを決定し

　た。席上、当協会より、経済産業省に対し、

　赤黒合算の実現に向けてタックスヘイブン税

　制の改善に積極的に取り組んで欲しい旨要望

　を行った。

（3｝企業税制

　　企業税制については、経団連を経由して要

）．

）「

2◎せんぎょう0σ‘2002



．（

．A

巨1 L　A　S　H

　望する。なかでも受取配当金の益金不算入制

　度の改訂は、平成14年度の連結納税制度導入

　時に税収補完策として行われたものであり、

　他業界からも強い要望があることから、経団

　連を通じて改善を働きかけている。

　　日本船主責任相互保険組合の法人区分の変

　更（「協同組合等」から「公益法人等」）によ

平成15年度税制改正要望

○海運関係事項

　1．船舶等の特別償却制度の延長・恒久化

　　　船舶等の特別償却制度（償却率：

る保険事業の非課税化は、船主全体のコスト

削減に資するものであり、当協会として同組

合の要望のバックアップに努める。

　平成15年度税制改正要望は以下のとおりであ

る。今後は政府・国会等関係各方面に強力に要

望活動を行っていくとしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　外航近代化船18／100、内航近代化船16／100、外航二重構造タ

ンカー19／100、内航二重構造タンカーユ8／100、船員教育訓練施設10／100）は、平成15年3月末

をもって適用期限が到来するが、これらを延長したうえ、船舶の特別償却制度については恒久的

に存続させること。

　わが国の船舶償却制度は、主要海運国の恒久的な償却制度と比較しても大きく見劣りしたもの

となっているが、わが国外航海運企業が世界単一市場の中で諸外国の船脚と互角の国際競争を行

っていくため、また、内航海運・旅客船会社の経営基盤を強化するためには、少なくとも現状の

特別償却制度は維持する必要がある。また、当該制度は、より良質な船舶へのリプレースを下支

えすることによって地球環境保全にも貢献しており、その存続は社会的要請であるとも言える。

　船舶の特別償却制度は50年以上にわたり活用されつづけており、有用性が充分検証されている

にもかかわらず、2年間の延長を繰り返す期限付き措置という不安定な状態に置かれている。か

かる実態に鑑み、唯一の海運税制とも言える船舶の特別償却については恒久的な税制とすべきで

ある。

2．外航船舶及び外航コンテナに係る固定資産税の廃止

　外航船舶の固定資産税は主要海運国では課税されていないケースが大半であり、わが国海運の

国際競争力の維持・強化の観点から固定資産税を廃止すること。

　　また、国内に滞留することの殆どない外航コンテナに関しても船舶同様、応益負担の観点から

　固定資産税の賦課は不合理であり、あわせて廃止すること。

3．とん税の軽減

　　外航船舶はとん税の他、特別とん税、船舶固定資産税、入港料等を重複して負担している。入

港による応益負担は当然のことであるが、これらの公租公課は諸外国に類例のない重複賦課であ

　り、わが国港湾の国際競争力強化および物流コストの軽減の観点から、とん税については現行の

　税額を1／3程度に減額すること。

4．脱特定物質対応型設備に対する課税の特例の延長

　　脱特定物質（脱フロン）対応型設備に対する固定資産税の課税の特例は、平成14年度末に適用

　期限を迎えるが、地球環境保護の観点から本制度を延長すること。

せんぎょうOcず2002も｝3
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○　　国際言果彩と

　］．，タックスヘイブン対策税制の見直し

　　山　特定外国子会社につき、留保所得のある子会社のみならず欠損金のある子会社も合算の対象

　　　とすること

　　〔2〕欠損金繰越期限を撤廃すること

　　固　軽課税国の判定基準を、国内の法人実効税率が40％に引き下げられたこと、および諸外国の

　　　法網実効税率が引き下げられる傾向にあること等を勘案し、20％以下に引き下げること

　　（4｝課税済留保金額0）損金算人制限を緩和すること

　　〔5〕控除未済課税済配当の控除蝋型制限を撤廃すること

　　圃　適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」を外すこと

　2．外国税額控除制度の見直し

　　㈲　控除限度超過額の損金算入制度の創設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　　　　一控除限度超過となった外国法人税は繰越か損金算入の選択を認めること

　　　　一控除不能が確定した繰越外国法人税は損金算入を認めること

　　吻　控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間を廃止すること

　　樹　間接外国税額控除制度の拡大

　　　　一間接税額控除の持ち株比率の制限を現行の「25％以上」から、欧米先進国並みの「10％以

　　　上」とすること

　　　　一問接外国税額控除の対象範囲制限を撤廃すること

○　企業税制

　1．法人税の実効税率の引き下げ

　　　我が国の法人税率は依然として欧州・アジア各国の水準と乖離しており、企業の競争力を削ぐ

　　要因となっていることから、法人所得課税の実効税率を現状よりも引き下げていくことが必要で

　　ある。

　2．連結納税制度の改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　ω　付加税の撤廃

　　脚　グループ内の寄付金・債権償却の容認

　　樹　小規模子会社の交際費損金算入

　　㈲　制度離脱要件の緩和

　3，償却制度の改善

　　〔1）税法上100％償却を可能にすること

　　　　多くの先進海運国では償却資産を備忘価額まで、ほぼエ00％減価償却することが可能であるが、

　　　わが国の法人税法では取得価額の95％までしか減価償却することができない。税制の国際的イ

　　　コールプッディングの観点から、備忘価額までの減価償却を可能とすること。

　　図　船舶の耐用年数を短縮すること（税法上の償却と会計上の償却を分離させることを条件として）

4　．．t±んきよう　0σ’2002
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（

　　わが国の減価償却制度は償却資産の税法上の耐用年数が長いことから、諸外国に比べて償却

　資産を早期に費用化することができず、また、わが国税法の確定決算主義により税法上の減価

　償却が会計上のそれに制約されている。

　　　わが国海運の国際競争力を維持する観点から、税法上の償却と会計上の償却を分離させたう

　　え、税法における船舶の耐用年数を短縮すること。

4．欠損金の繰越期間制限の撤廃

5．欠損金の繰戻還付不適用措置の廃止

6．受取配当金の益金不算入制度の改善

（P　特定利子規定の復活

　　平成14年度税制改正において、受取配当金の益金不算入制度から特定利子規定が廃止された

　　ことにより、運転資金の借入および設備資金の長期借入が多い会社では、受取配当金の大部分

　　が二重課税となってしまう。当該制度は連結納税制度導入による税収減の補完として平成14年

　　度税制改正にて廃止されたが、論拠のない増税策であり、早急に当該規定を復活すること。

　（2＞特定株式以外の株式等に係る受取配当を全額益金不算入とすること

　　　既に課税済みである株式の受取配当に対する課税は二重課税であり、当該配当を全額益金不

　　算入（現行税制では益金不算入割合50％）とすること。

7．日本船主責任相互保険組合の法人区分の変更

　日本船主相互保険組合を法人税法第2条7・号に規定する「協同組合等」から同条第6号に規定す

　る「公益法人等」に変更すること

8．退職給与引当金制度の復活

9．事前確認制度の導入

　　納税者の権利保護の明確化に資するため、事前確認制度を導入すること

平成15年度海運関係予算概算要求

　国土交通省をはじめとする関係省庁は、平成14年8月末に平成15年度予算概算要求事項を決定し、

財務省に対して要求を行った。

　国土交通省海事局関係の予算概算要求では、行政経費として約91億円、独立行政法入経費として約

156億円を要求した。行政経費のうち、国際船舶職員緊急養成事業費補助（若年船員養成プロジェクト）

に4，GOO万円を要求した。

　また、これとは別に外航船舶の建造等を対象とした貿易物資安定供給融資のための財政融資資金（日

本政策投資銀行融資）として、融資砕に42Q億円、内航海運暫定措置事業に係る借入金に対する政府保

証として370億円、国内旅客船および貨物船の整備等のため、運輸施設整備事業団の共有建造資金とし

て財政融資資金302億円を、それぞれ要求している。

　その他、国土交通省港湾局は港湾整備事業に国費3，381億円、また、海上保安庁は約1，836億円（航路標

識整備事業約61億円を含む）をそれぞれ要求している。

せんきょう0‘f2002i慧5
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国際会議レポート

1 部分風雨密ハッチカバーに係る隔離要件等が固まる

　国際海事機関（IMO）第7回危険物・固体貨物およびコンテナ

　小委員会（DSC）の模様について一
　　　　．1．1

　1MO第7回目SCが平成14年9月23日から9月

27日まで、ロンドンのIMO本部において開催さ

れた。その主な審議内容は次のとおりである。

1．コンテナ船の部分風雨密ハッチカバーについて

　部分風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船

に係る危険物の積み付け・隔離要件、復原性に

関する要件および防火要件が明確でないとして、

1997年よりIMOにおいてこれらの要件が検討さ

れてきた。今次会合において当該積み付け・隔

離要件案がまとめられ、関係小委員会でまとめ

られる復原性および防火関係の要件を合わせて

1つのガイドラインとし、2004年に開催予定の

第78回海上安全委員会（MSC）において承認さ

れる方向となった。

　同案では、風雨密ハッチカバーに係る積み付

け・隔離要件に加え、部分風雨密ハッチカバー

にあっては、液体危険物を収納したコンテナを

ハッチカバー上に積載する場合、当該ハッチカ

バー下の船倉が当該危険物に応じた防火要件を

満たしていること、また、ハッチカバー問の隙

間から・．・コンテナスペース以内の鉛直線上【図

1（編みかけ部分）参照】については特別な制限

が必要であることとされた。ただし、ハッチカ　）

バーに高さ50mm以上のガッターバー【図2およ

び＊ユ参照】があれば、風雨密ハッチカバーに係

る要件のみが適用されることとされた。

　＊1　ガッターバー：（gutterbar）ハッチカバーの縁を

　　高くするもの。ハッチカバー上のコンテナから液

　　体危険物が流れ出たとしても、これにより船倉内

　　への流れを食い．1ヒめることができる。

2．貨物固縛マニュアルの見直し

　貨物輸送ユニット（cargo　transport　unlt：CTU）

内の貨物の固定が確実に行われるよう、貨物固

6轟せんぎょう0ぐ’2002



［図1］コンテナ船の断面（コンテナ積載状態）　　八ツチかく一の隙間

縛マニュアルの見直しが提案された。しかしな

がら、ユニット内の貨物について船舶側に義務

付けたとしても実効性がなく、むしろ、荷送人

側に国際海事機関／国際労働機関／国連　欧州

経済委員会によるσru収納のためのガイドライ

ンの遵守を高めることが重要とした。審議の結

果、貨物固縛マニュアルの見直しは行わず、海

上安全委員会がこの問題を今後どうするかにつ

いて決定するよう求めることとした。

［図2］八ッチカバー間の隙間断面図

　　　　　尋
　　　　　　　　　　／溜．㍊晶

50mmj

　アジア船員雇用者グループの準備会合が、2002

年9月6日に東京平河町の当協会において開催

された。

　今回の会合については、2002年5月開催のア

ジァ船主フォーラム台北会合の共同宣言（本誌

2002年6月号参照）に盛り込まれた「新たなア

ジア船員雇用者グループ」の具体化に向けて、

グループ結成のために各船協の実務者レベルに

よる準備会合として開催したもので、韓国、シ

ンガポール、香港、日本の各船主協会から、16

名が参加した（資料1）。

　本会合では、船員労務事情について現状を相

互確認するとともに、グループの名称等につい

て検討し、アジアの船員を取り巻く共通の話題

や、これまで関与していなかったFOC船＊にお

ける国際運輸労働者連盟（ITF）の最低賃金（べ

せんきようOo’2002（う7
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ンチマーク）について、アジアの声をまとめ、

影響力を持つことの必要性などの将来のグルー

プの方向性について意見交換

を行い、共同声明（資料2）

を採択した。

　同会合では、各国船主協会

から率直かつ建設的な意見が

積極的に出され、本問題の関

心の高さがうかがえた。

　なお、アジア船員雇用者グ

ループの第1回会合が、シン

ガポール船主協会のホストの下、11月18日にシ

ンガポールで開催されることとなった。

　　　　　　　　　　　　　　▲アジア船員雇用者グループ準備会合の出席者

＊FOC船（Flag　of　CQnvenience　vessel）：船の所有権や管理者が、掲げている旗の国とは別の国にある場合、その船はFOC　　．一ゴ

　　　　船（便宜田籍船）と呼ばれる。登録税、固定資産税などの軽減や外国人船員を雇用して運航コストを下げること
　　　　を目的に船主が保有する船舶をパナマ・リベリアなどの諸国に便宜的に置籍した船舶をいう。

【資料1】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者リスト

1．Hong　Kong　Shipowners’Association

　　Mr．　Gilbert　Feng　Assistant　Director　Hong　Kong　Shipowner’s　Association

　　Mr．　Erwin　Van　den　Berge　Flee鶴Personal　Coordinator　Anglo・Eastern　Crew　Management，（HK）Ltd，

2．Korea　Shipowners’Association

　　Mr．　Taeg　Gyu　Lee　Director　Hyundai　Merchant　Marine

　　Mr．　Jong飴e　Kinl　Senior　Manager　Hanjin　Shlpping

　　Mr．　Bongiee　Joh　Manager　Korea　Shipowners’Associa廿on

3．Singapore　ShlpPing　Association

　　Mr．　Danlel　T冶n　Executive　Director　Singapore　Shipping　Associatlon

　　Mr．Chan　Thck　Hoi　Secretary　Singapore　Shlpping　AssociaUon

　　Mr．　Chong　Chee　Eng　Chal㎜an　Slngapore　Maritlme　Employers　Federa廿on　　　　　　　　）．

　　　　　　　　　　　　（General　Manager　SSC　Ship　Management　Pte　Ltd）

4．Japanese　Shipowners’Association

杉浦　　哲

兵頭　　康

新井　清和

久田　　裕

頼成　　功

井上　　晃

井上　一規

宇野　克海

日本郵船　企画グループグループ長代理

商船三井　経営企画部副部長

川崎汽船　経営企画グループ課長

日本郵船　人事第ニグループ長

商船三井　海務部副部長

日本船主協会　船員対策室長

日本船主協会　船員対策室副部長

日本船主協会　船員対策室課長

8｛）せんきょうOcf　2002



　　　【資料2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年9月6日

　　　　　　　　　　　　アジア船員雇用者グループ共同ステートメント〔英文仮借）

　　　　アジア船員雇用者グループの準備会合が、2002年9月6日東京において日本船主．協会のホストの下

　　　で開催された。会合には、韓国、シンガポール、日本、香港の各船主協会から16名が出席し、アジア

　　　の船員を取りまく共通の問題や将来のグループの方向性について率直かつ建設的な意見交換が行われ

　　　た。

　　　　本会合は、第11回アジア船主フォーラム（ASF）共同声明（2002年5月28日付け〉に盛り込まれた

　　　「新たなアジア船員雇用者グループ」の具体化に向けての4船協の実務レベル（船員担当者）による

　　　準備会合が開催されたものである。

一　　　会合では、船員雇用に関するお互いの船主協会の実情と見解が共有された。便宜置籍（FOC）船に

　　　おける国際運輸労連（ITF＞の最低賃金（ベンチマーク）を一つの例として、これまで船員に関する国

　　　際的取り決めにアジアが関わっていなかったが、今後本グループがこれら（船員問題）の動きを注意

　　　深く見守り、アジアの声をまとめ、影響力を持つことの必要性及び、本グループの将来に向けての役

　　　割の重要性について意見の一致を見た。

　　　　なお、次回の会合は、シンガポール船主協会のホストの下2002年11月18日シンガポールにおいて開催

　　　される予定である。

戸、

内外情報

　　　　国際ルールとの整合性が焦点

　　　　　米国における海事保安対策の検討について

　2001年9月に発生した米国同時多発テロ事件

以降、海事分野においても、船舶や港湾がテロ

攻撃の対象とされることや、船舶がテロ攻撃の

手段として利用されることを防止するため、IMO

・WCO（World　Customs　Organisa前on：世界税

関機関）・ILOで新たな国際ルールが検討されて

いる。

　一一方、米国では、議会において海事保安法案

の検討が進められるとともに、税関や入管当局

が貨物や船員に関する保安対’策の一部を実施す

るなど、独自の動きを強めており、国際的な動

きとの整合性が懸念されている。

1．Maritime　and　Port　Security　Bill（米国海事

保安法案）

①　上院法案

　　　上院では、20Gl年7月にHollingS議員に

　　よって既に海事保安強化に関する「Port　and

　　Maritlme　Security　Act　of　2001」（S1214、通

　　称Hollings法案）が提案されていたことか

　　ら、9月のテロ事件以降、同法案を軸に上

　　院としての海事保安法案の検討が進められ

　　た。

　　　法案検討過程では、HQIIings法案を補完す

　　るための様々な法案が提案されたが、その

　　一つとして保安対策の不充分な外国港湾を

ぜんきょうOc診200209
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特定し、同港湾を経由（積荷役）する船舶

は米国入港を拒否する法案（S1587）が2001

年10月に提案された。これに対して海運先

進国の海運担当官で組織するCSG＊は、港

湾の保安対策基準はIMO等で国際的に検討

されるべきとして、S1587導入に反対する

Demarche（書簡）を米国国務省等に提出した。

　2001年12月20日、HQIlings　l去案はS1587等

関連法案を統合し、船舶・貨物・船員・港

湾等を網羅する総合的な海事保安法案とな

って上院を通過し、下院へ送付された。

　（同法案の名称は下院送致時に「Marit㎞e

Transportation　Antlterrorism　Act　of2002」と

修正）

　上院法案に盛り込まれた主な項目は以下

の通り。

a）国家海上安全委員会の設置

b）国内各港湾安全委員会の設置および各

　港湾における包括的安全計画の保持

。＞各港湾における警戒区域へのア：クセス

　制限、同区域に就労する労働者の履歴調

　査、緊急時の）退避計画の立案

d）保安対策が不充分な外国港湾の特定及

　び同港湾を経由（積荷役）する船舶の入

　港拒否

　（CSGが導入反対を示したS1587の内容が

　取り込まれたものの、保安対策の査定基

　準はIMOで定められるものを踏まえて作

　成するとしている）

e＞米国港湾入港前の電子データによる貨

　客情報の提出の強化

f）米国発輸出貨物の港湾への搬入後24時

　間以内の税関への貨物情報提出

g）本船乗組員、乗客情報に関する報告形

　式の改善

h）保安対策財源の一環として特別入港税

　　の課徴を2006年まで延長

②　下院法案

　　下院でもテロ事件以降、独自の海事保安

　法案の検討が行われ、上院のHomngs法案

　を参考とした法案がいくつか提案されたも

　のの、2001年中に独自法案を取りまとめる

　には至らなかった。

　　2002年3月、超党派の海事保安法案とし

　てYoung議員が「Maritime　Transporta偵on

　Antiterrorism　Act　of　2002」（HR3983、通称

　Young法案）を提案、その後の修正・追加

　作業を経て6月に下院を通過した。

　　HQllings法案がテロ対策を含む包括的な海

　事保安法案であるのに対し、Young法案は

　海事分野におけるテロ対策に焦点をあてた

　内容となっている。

　　下院法案に盛り込まれた主な項目は以下

　の通り。

　a）船舶におけるテロ抑止対策の作成と運

　　輸省への提出

　b）港湾地区での運輸保安カードの導入お

　　よび履歴信用調査

　c）海事テロ防止対策チームの結成

　d）保安対策が不充分な外国港湾の特定お

　　よび同港湾を経由（積荷役）する船舶の

　　入港拒否

　e）米国向けコンテナの船積み24時間以上

　　前の貨物関係情報の運輸安全局への提出

　f）2003年6月30日を期限とした「テロ防

　　止対策貨物システム」の開発・導入

　g）本船乗組員、乗客情報の電・子データに

　　よる事前提出制度の強化

　h）米国就航船舶に対する2002年12月末ま

　　でのAIS（自動船舶識別装置）搭載義務付け

③両院協議会

　　上下院それぞれが独自の海事保安法案を
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提案したことから、両法案を一本化するた

めの両院協議会が2002年6月末から開始さ

れた。

　両院協議会での検討にあたり、CSGは米

国国務省等に対し、IMO等でまとめられる

国際的ルールと調和した法律とするよう求

めるDemarcheを20G2年7月に提出した。

　また、世界主要定航船社約30社で構成す

るWorld　Shipping　Council（WSC）も、　CSG

同様、2002年7月に上下院の法案について

国際的ルールとの整合性や実行上の観点か

らみた問題点を指摘する意見書を議会、政

府関係者に提出した。

　2002年9月末現在、統一海事保安法案は

完成していない。

＊CSG（Consultative　Shipping　GrQup）：先運国海運

担当官会議

　ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、ブイ
　ンランド、オランダ、ベルギー、英国、フランス、

　ドイツ、イタリア、スペイン、ギリシャ．ボルト

　ガル及び日本の14力国とEUの海運当局で構成され

　ている。

　（海事保安法案に対するDemarcheは、上記メン
　バーのうちわが国等11力国とEU当局が参加）

2．Security　Tax／Fee

　両院．協議会で、上院は各種保安対策の財源確

保の一環として、米国向け船荷／船客に対する

新税／課徴金創設を提案した。

　同新税／課徴金は、コンテナ、車両、原油、

ドライバルク等各種米国向け船荷の一定量（船

客は1人当り）に応じ、荷主に課税／課徴する

もので、上院提案の内容は公表されていないが、

未確認情報によれば上院が提案している主な課

税／課徴基準は以下の通りとなっている。

　20フィートコンテナ（TEU当り）：＄15／車両

1台：＄3／原油1トン：¢30／旅客1人：＄4

／ドライバルク1トン：¢2

　本提案については、2002年9月末日現在両院

協議会で検討が続けられているが、費用負担を

求められている荷主業界は強い反発を示し、新

税／課徴金導入反対運動を展開している。

3．Department　of　Homeland　Security（国土保

　安目）

　2002年6月、ブッシュ大統領は、国土保安戦

略の重要なステップとして現在複数の機関に分

散している国土保安機能を統合し、「国土保安省」

を創設することを提案した。

　これを受け、下院では国土保安機能を有する

国防総省、FBI（連邦捜査局）、関税庁、　USCG

（沿岸警備隊）等の統合を提案した独自の国土

保安省創設法案（HR5005）を提出した。

　一方、上院も2002年9月末現在独自の国土保

安省創設法案を検討中であることから、上’．「ド院

の法案が出揃ったところで、両院協議会で一本

化の作業が行われると思われる。

4．　Container　Security　lnitiative　（CSI）

　毎年1，600万TEU分のコンテナ貨物が米国に

輸入されているが、米国関税庁はコンテナ貨物

積出港での安全検査の強化を目的に、米国向け

コンテナ取扱量上位20港（表参照）を主な対象

としたCSIを2002年1月に考案した。

　CSIは、米国と対象港湾を有する国との間で参

加合意文書を交わし、米国が各港湾に派遣する

関税庁職員と現地当局が連携して以下の対策を

行うプログラムである。

　a）危険度の高いコンテナの特定

　b）危険度が高いと特定されたコンテナの積

　　出港での内容物検査

　c）迅速にコンテナ検査を行う技術の導入

　d）高機能で安全なコンテナの開発と導入

　同プログラムには、米国と国境を接するカナ

ダが最初に参加を決定し、その後2002年8月ま

せんきよう0α2002◎11
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でにオランダ（ロッテルダム港）、ベルギー（ア

ントワープ港）、フランス（ル・アーブル港）、ド

イツ（ハンブルク・ブレーマーハーフェン港）

が参加している。アジアでは9月に入ってシン

ガポール、香港が参加を決め、わが国（東京・

名古屋・神戸・横浜港）も9月26日に合意文書

に署名した。

　合意文書によると、CSIを6ヶ月間試験的に実

施した後、本格実施に移るか否か、対象港を拡

大するか否かについて改めて協議の上、決定す

ることが定められているが、上記の対策の具体

的内容については、試験期間中に検討する模様

である。

　米国が順調にCSIの対象範囲を拡大する一方、

EUは「国単位での参加を求めるCSIはEUの地

域共通政策を分断するものであり、また、参加

港と非参加港の差別化に繋がるものである」と

して反発しており、CSGメンバー国の在米海運

担当官で構成するCotton　ClubもCSIはIMO

等の国際機関における多国間の枠組みで検討す

るよう求めている。

5．Cargo　Manifest情報提出に関する米国関税

　庁規則案

　2002年8月、米国関税庁はCSIの補完を目的

として、船社およびNVOCC（Non　Vessel　Oper－

ating　Common　Carrier：非船舶運航業者）に対し、

米国向け貨物および米国経由で輸送される貨物

の船積み24時間前までのCargo　Manifest情報提

出を義務付ける規則案を発表した。

　同規則案は、コンテナ・自動車・バルク・液体

等の全貨物を対象に、船積みの24時間前までに

以下15項目の貨物情報の提出を米国関税庁に義

務付けるもので、違反した場合は、揚荷許可の

延期／差し止めおよび罰金（1件につき＄5，000

～＄IO，GOO）を課すことを定めている。

〈情報提出が義務付けられる15項目＞

　1）出港した外国の港。

　2）　Carr隻er　CGde　（SCAC　Code）。

　3）航海次数（Voyage　Number）。

　4）最初の米国寄港地への予定到着日。

　5）B／L番号と数量（Master　B／しもしくは

　House　B／L）。

　6）米国行外国運送人が最初に貨物を受け取

　　る港名。

　7）貨物の正確な説明（貨物分類に関するHS

　　コードを荷主から提供されている場合は同

　　コード）と重量。シールされた貨物（いわ

　　ゆるFCL貨物）については、荷主が申告し

　　た貨物説明と重量。FAK（Freight　All　Kinds）、

　general　Cargo、　STC（＄aid　to　contain）等の

　　総称的説明は認められない。

　8）B／L記載の荷送人名と住所、あるいはID

　　番号。

　9）B／L記載の荷受人名と住所、あるいは所

　　有者の代表者名と住所、あるいはID番号。

　10）実際の積載数量とB／L記載の数量が異な

　　る場合の通知。

　11）船舶名、船籍、船舶番号。

　12）貨物の積み込みが行われた外国港名。

　13）危険性物質の表示。（Hazardous　Material

　　Indicator）

　14）コンテナ番号（コンテナ貨物の場合）

　15）コンテナシール番号

　同規則案については、2002年9月9日までパ

ブリックコメントが募集されていたことから、

船主団体ではICS、　WSCが、その他の関係者では、

日本機械輸出組合、日本インターナショナルフ

レイトフォワーダーズ協会（IIFFA）がそれぞれ

規則案の問題点を指摘するコメントを提出した。

　また、Cotton　Clubも規則案導入に懸念を表明

するDemarcheを米国関税庁に提出した。
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　米国関税庁では、寄せられたコメントを分析

した後、その後の対応を判断する意向を示して

おり、2DO2年9月末現在、同規則案の実施予定

時期は未定である。

〈米国関税庁規則案に対するICSコメントの主

要点〉

・全ての貨物情報が整う船積み前に運送人に情

報提出を課すことは、現状の貿易慣行を根底

から再構築することを意味する。

・規則案施行前に、実行性を検証するための試

行期間を設けるべきである。

・運送者が規則案に対応できるよう、米国向け

　貨物はこれまでより2～4日早めに運送者に

預ける必要が出てくるため、生産者から最終

　消費者に至るまでの貿易関係者は、追加蔵置

　費用を負担することになる。この規制は

　「Just－in一皿me」の物流と相反するものであり、

　経済効率を大きく後退させることになる。

・複数の港で米国向け貨物および米国経由の貨

　物を船積みする場合は、その都度船積み24時

　間前に情報提出を行わなければならず、事務

　処理作業が著しく増加する。

。貨物の中でも、特にバルク貨物は航海中に目

　的地が変更される場合がある。

・バルク貨物については、実際に積み込まれる

　まで正確な積載量はわからないことが多い。

・貨物情報は運送人ではなく、貨物の買い手も

　しくは売り手から船積み決定前に収集する方

　が、情報の正確性が向上する上、関税庁の情

　報分析の時問も充分確保でき、また、物流効

　率上も有効と思われる。

6．C－TPAT（Customs－Partnership　Against

Terrorism＞

米国への輸人貨物についての保安対策を民間

と連携して徹底することを目的に、米国関税庁

は輸入貿易関係者（輸入業者、運送業者、仲立

業者、倉庫業者、製造業者）を対象としたCus－

toms－Partnersh正p　Against　Terrorism　（C－TPAT）

を2002年4月に発表した。

　C－TPArは、輸入貿易関係者がそれぞれ担当す

る業務範囲での保安対策の徹底および向上に関

する協定を米国関税庁と締結するプログラムで、

C！rp醍参加者については、通関関連手続きが…

部軽減される等の優遇措置が与えられることに

なっている。（協定内容に違反した場合は、同優

遇措置を取り上げられる）

　C－TPArは2002年4月にまず輸入業者の参加申

請受け付けが始まり、7月中旬からは船社等の

運送業者の申請受付が始まった。但し、本プロ

グラムへの参加はあくまで各業者の自由意志と

されている。

〈C－TPAT参加手続き〉

①参加希望業者は、米国税関との協定に署

　名の上、2通を税関に提出。

②協定を提出した業者は「Supply　Chaln　Se－

　curity　Prome　Questionnaire」（業者の保安対

　策に関する質問状）の回答を．協定提出後、

　6D日以内に税関に提出。

③同Quesdonnaire回答内容を関税庁が確認

　　した後、同関税庁が署名した協定が当該業

　者に返送され、手続き終了。

7．Security　Guards問題

　米国Local　lmmigration＆Natura地aUon　Serv－

ices（INS：入国帰化局）は、船員の米国への違法

な上陸を防止するため、インド・フィリピン・

パキスタン等の国籍の船員が乗船する船舶に対

し、着岸時の「Security　Guards」（武装警備隊）

配置と配置費用の本船負担を義務付ける措置を

ぜんきよう0ε’2002愈13
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2002年6月頃から一部の港湾で実施した。

　こうしたINSの措．置に対し、　B工MCO（ボルテ

ック国際海運協議会）は、ICS・ISF・INTERCARGO

（国際乾貨物船主協会）、INTERrANKO（国際独

立タンカー船主協会）と連名で、同措置に抗議

する意見書をINSに提出した。

　同意見書では、不透明な措置で特定国籍の船

員が船外外出（上陸）を禁じられていることに

抗議するとともに、コスト負担を本船に義務付

けることの不当性について指摘している。

表

　上記のような米国の動きや関係国際機関の海

事保安対’策の検討に対し、当協会は、関係委員

会・幹事会が連携して検討の進捗状況を把握し、

必要に応じ当協会の意見反映を図るとともに、

本件に関する基本的な考え方を資料の通り取り

纏めた。

　当協会としては、引き続き各方面の動向を注

視し、海運業界の意見が適切に反映されるよう

図っていくこととしている。

米国CSIの対象とされている米国向けコンテナ貨物取扱量世界上位20港

CSI＊ 順位 港　　　　　　名　＊＊ C＄1＊ 順位　　　　　　港　　　　　　名

○ ］ 香　　　　　　　港 ○
i
1 アントワープ　（ベルギー）

2
上　　　　　　海　（中　　国） 0 i2

名　　　古　　　屋　（日　　本）

○
3

シンガポール ○ 13
ル・アーブル　（仏）

4
高　　　　　　雄　（台　　湾） ○

14
八　ン　ブ　ル　ク　（独）

○
5

ロッテルダム　（蘭）
15

ラ・スペッツィア　（伊）
6

釜　　　　　　山　（韓　　国）
16

フェリックストゥ　（英）

○
7 プレーマー八一フェン　（独） フ アルヘシラス　（スペイン）

○
8

東　　　　　　京　（日　　本） ○ ’8 神　　　　　　戸　（日　　本）

○
9

ジ　ェ　ノ　バ　（伊） ○ ：9 横　　　　　　浜　（日　　本）
10

塩　　　　　　田　（中　　国）
20

ラムチャバン　（タ　　イ）

．）．

＊　　2002年9月末日までにQSI参加を決めた港
＊＊　（）内は国名

【資料】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年9月13日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本船主協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　海事保安問題について

・米国CSIを始めとする各種海事セキュリティ強化策については、海運業界としても可能な限り協力　　）

する必要があると考えているが、対策の検討・実施にあたっては次の点に充分配慮すべきである。

（1）円滑かつ効率的な物流の促進に寄・与するものであること。

　〔2）海運業界のみに追加のコスト負担を課すものでないこと。

・これら対策には国際的整合性が重要であり、その運用に日毎の差異のないよう、国際機関や各国間

　における連携と情報の共有を徹底し、世界共通の制度として確立されることが必要である。そのた

　めには、政府間による．各種協議の内容が積極的に公開され、議論の透明性が確保される必要がある。

・今後、対策の実現性や実効性などをはじめ様々な問題が発生するものと予想されるので、対策の検

　討・実施に際しては、海運業界など民間関係者との協議が随時開催され、民間の意見を的確に反映

　する仕組みが必要である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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2 「被疑者を速やかに上陸させるための措置」など

7項目を要望
一「TAJIMA」号事件に関する要望書を関係先に提出一

（

（

　当協会（会長　崎長保英）は、「TAJIMA」号

事件に関連し、外国籍船上で発生した犯罪への

対応として10月4日に「被疑者を速やかに上陸

させるための措置」の実現など7項目について

森山法務大臣をはじめとする各関係大臣に要望

を行った。【資料1参照1

　2002年4月7日に発生した「TへrIMA号事件」

で浮き彫りになった諸問題について、当協会は、

業界としての対応が必要であることから、問題

点を整理し今後の対応策を取りまとめるため、

総務委員長（委員長二草刈隆郎日本郵船社長）

の下に「外国籍船上での犯罪等タスクフォース」

を設置し、検討を行い8月6日に報告書を取り

まとめた【本誌2002年6月号、7月号および8

月号参照】。

　この報告書のなかで「丁轟JIMA号」事件への今

後の対策については、①緊急要望項目と中長期

的な課題などを整理して関係行政機関への要請

等を行うこと、②船内犯罪等防止に関しては、

ガイドラインを策定し会員に周知して参考に供

すること、などを内容とし、順次実行に移すこ

ととしていた。

　【資料1】

　今回、関係省庁宛へ要請した要望事項は、具

体的には以下の7点である。

（1）被疑者を速やかに上陸させるための措置（法

　務省）

（2）被疑者上陸までの問、わが国当局による被

　疑者の拘束・監視（海上保安庁・法務省）

（3）刑法の改正等関係国内法令整備（法務省）

㈲　関係国との犯罪人引渡し条約の早期締結（外

　務省・法務省）

㈲　航空における東京条約のような、到着地中

　が一定期間被疑者を拘束できる条約等の整備

　とわが国による批准（国土交通省、外務省他）

（6）フィリピン等船員供給国に対する国内法整

　備の働きかけ（外務省、国土交通省）

の　パナマ等船籍国に対する手続きの迅速化の

　働きかけ（外務省、国土交通省）

　また、フィリピン大使宛には“自国人国外犯

処罰に関する比国内法の整備”を、パナマ大使

宛には、“同様事件発生の場合に迅速かつ的確な

措置が講じられるよう体制の整備をあらかじめ

講じておいて欲しいこと”を併行して要望して

いる。【資料2、3参照】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船主総目153号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年10月4日

法務大臣　森　山　真　弓　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　日本船主協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　暗長　保英

　　　　　　　　　外国籍船上での犯罪等への適切な対応について（要望）

貴職におかれましては、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は当協会の運営

に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
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　さて、ご承知のとおり、本年4月7日、台湾沖公海上を航行中の当協会会員共栄タンカー株式会社

が管理するパナマ籍大型原油タンカー「T邸IMA」の船上にて日本人二等航海士が同乗のフィリピン人

2名に殺害されるという極めて痛ましくかつ残念な事件が発生しました。

　事件発生後、本船は4月12日に姫路港に入港しましたが、本事件が、「公海上」の「外国籍船」（パ

ナマ巨船）上における「外国人」（フィリピン人）による事件であったために、わが国には刑事管轄権

がなく、被疑者2名は、唯一管轄権を有するパナマ国政府からの仮拘禁の請求により下船した5月15

日まで1ヶ月以上にわた．り本船内に留め置かれ、その間、本船船長の指揮下、民間人である本船乗組

員が被疑者を拘束・監視するという極めて異常な事態となりました。

　当協会は本船が姫路港に到着後、被疑者および本船乗組員の心身両面の健康状態に重大な影響が及

ぶことを憂慮し、法務大臣殿に対しパナマからの仮拘禁等の要請を待たずに被疑者を速やかに上陸さ

せるなどの措置を求めましたが、わが国現行法制上は困難であるとして当該措置は認められませんで

した。今後同様の事件が起きる可能性もあることから、かかる事件に適切に対応できるよう法の運用

や整備を図る必要があると考えます。

　つきましては、パナマ籍などの外国籍船が既にわが国のみならず世界の基幹船隊になっている実情

を踏まえ、公海上の外国籍船内で外国人による犯罪が発生した場合にも迅速かつ的確な措置が講じら

れ、T旬IMA事件のような異常な事態を招来することのないよう、下記に掲げるような、立法措置を含

む適切な措置を取っていただきたく強く要望いたします。

　（同文宛先：外務大臣　川口順子殿、国土交通大臣　扇千景殿、海上保安庁長官　深谷憲一殿）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．被疑者を速やかに上陸させるための措置　（法務省）

　　T韻MA事件では被疑者を長期間にわたり船内に留め置く異常な事態となった。被疑者を速やかに

　上陸させられるよう、現行法の運用や法制の整備等を図っていただきたい。

2．被疑者上陸までの問、わが国当局による被疑者の拘束・監視（海上保安庁・法務省）

　　丁酊IMA事件では民間人が、わが国領海内において被疑者を長期間船内に拘束・監視するという常

　識では考えられない状況を続けさせられた。民間人ではなく然るべき当局が対応するよう、現行法

　の運用や法制の整備等を図っていただきたい。

3．刑法の改正等関係国内法令整備（法務省）

　　T旬IMA事件は日本人が殺害された事件でありながら、公海上の外国籍船上で発生したことにより、

　刑法の適用がなくわが国に刑事管轄権がない。自国民保護のため、所要の法整備を行っていただき

　たい（戦前の刑法には規定あり）。

4，関係国との犯罪人引渡し条約の早期締結（外務省・法務省）

　　同様の事例に速やかに対処できるよう、関係国との問で条約の早期締結を図っていただきたい。

5．航空における東京条約のような、到着四国が一定期間被疑者を拘束できる条約等の整備とわが国

　による批准（国土交通省、外務省　他）

　　航空の場合と同様に、被疑者を一定期間陸上に拘束できるような条約をIMOなどを通じて整備す

　るとともに、条約成立後、すみやかに批准していただきたい。
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6．フィリピン等船員供給国に対する国内法整備の働きかけ（外務省、国土交通省）

　　日本商船隊にはフィリピン人船員が多数配乗されているがフィリピンには国外犯を処罰する規定

がない。船員配乗の実態を踏まえ、フィリピン等主要船員供給国に対し自国入国外犯処罰に関する

国内法の整備について働きかけていただきたい。（本件については当協会からもフィリピン当局に対

　し直接働きかけることとしている。）

7．パナマ等船籍国に対する手続きの迅速化の働きかけ（外務省、国土交通省）

　T邸IMA事件では、パナマにおける手続きに多大の時間を要した。国内法制等が整備されるまでの

　問は、パナマ等関係国の手続きの迅速化が極めて重要となるので、その是正について働きかけいた

　だきたい。（本件については当協会からもパナマ当局に対し直接働きかけることとしている。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（

ドへ

【資料2】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船主総構158’号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年10月4日

　フィリピン共和国特命全権大使

　　ドミンゴエル　シアゾンJr殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　日本船主協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　崎長　保英

　　　　　　　　　　外国籍船上での犯罪等への適切な対応について（要望）

　貴職におかれましては、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　さて、ご承知のとおり、本年4月7日、台湾沖公海上を航行中の当協会会員共栄タンカー株式会社

が管理するパナマ籍大型原油タンカー「丁邸IMA」の船上にて日本入二等航海士が同乗のフィリピン入

2名に殺害されるという極めて痛ましくかつ残念な事件が発生しました。

　事件発生後、本船は4月12日に姫路港に入港しましたが、本事件が、「公海上」の「外国籍船」（パ

ナマ籍船）上における「外国人」（フィリピン入〉による事件であったために、わが国には刑事管轄権

がなく、また、貴国には国外犯を処罰する法制がなく、被疑者2名は、唯一管轄権を有するパナマ国

政府からの仮拘禁の請求により下船した5月15日まで1ヶ月以上にわたり本船内に留め置かれ、その

間、本船船長の指揮下、民間人である本船乗組員が被疑者を拘束・監視するという極めて異常な事態

となりました。

　当協会は本船が姫路港に到着後、被疑者および本船乗組員の心身両面の健康状態に重大な影響が及

ぶことを憂慮し、わが国法務大臣に対しパナマからの仮拘禁等の要請を待たずに被疑者を速やかに上

陸させるなどの措置を求めましたが、わが国現行法制上は困難であるとして当該措置は認められませ

んでした。

　今後同様の事件が起きる可能性もあることから、かかる事件に適切に対応できるよう、当協会は、

わが国関係省庁に対し所要の法の運用や整備を求めるとともに、主要船一国であるパナマに対し手続

きの迅速化等を求めていくこととしております。

せんぎょう06’2002（診17
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　一方、わが国国内法制整備は相当の時間がかかることが予想され、また、パナマ国における手続き

の迅速化にも限界があると思われます。

　つきましては、貴国入船員がわが国商船隊に多数配乗されている実情を踏まえ、不幸にも今回と同

様に貴国人船員が加害者となる事件が発生した場合に、貴国が当該貴国人船員を処罰できるような法

制を整備していただきたく強く要望いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

【資料3】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船主総第157号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年10月4日

パナマ共和国特命全権大使

ラウル　アダメス　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　日本船主協会　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　崎長　保英

　　　　　　　　　外国籍船上での犯罪等への適切な対応について（要望）

　貴職におかれましては、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　さて、ご承知のとおり、本年4月7日、台湾沖公海上を航行中の当協会会員共栄タンカー株式会社

が管理するパナマ籍大型原油タンカー「T邸IMA」の船上にて日本人二等航海士が同乗のフィリピン人

2名に殺害されるという極めて痛ましくかつ残念な事件が発生しました。

　事件発生後、本船は4月12日に姫路港に入港しましたが、本事件が、「公海上」の「外国中門」（パ

ナマ籍船）上における「外国人」（フィリピン入）による事件であったために、わが国には刑事管轄権

がなく、被疑者2名は、唯一管轄権を有する貴国政府からの仮拘禁の請求により下船した5月15日ま

で1ヶ月以上にわたり本船内に留め置かれ、その間、本船船長の指揮下、民間入である本船乗組員が

被疑者を拘束・監視するという極めて異常な事態となりました。

　当協会は本船が姫路港に到着後、被疑者および本船乗組員の心身両面の健康状態に重大な影響が及

ぶことを憂慮し、わが国法務大臣に対しパナマからの仮拘禁等の要請を待たずに被疑者を速やかに上

陸させるなどの措置を求めましたが、わが国現行法制上は困難であるとして当該措置は認められませ

んでした。

　今後同様の事件が起きる可能性もあることから、かかる事件に適切に対応できるよう、当協会は、

わが国関係省庁に対し所要の法の運用や整備を求めるとともに、主要船員供給国であるフィリピンに

対し関係国内法の整備を求めていくこととしております。

　一方、わが国国内法制整備やフィリピンの国内法整備には実現されるとしても相当の時問がかかる

．と思われます。

　つきましては、貴国早船がわが国商船隊の太宗を占めている実情を踏まえ、今回と同様の事件が発

生した場合には迅速かつ的確な措置が講じられるよう、必要かつ適切な体制の整備や措置をあらかじ

め講じておいていただきたく強く要望いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

）
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　　　　海賊事件の発生件数は過去最高

　　　　　2002年上半期IMB海賊レポートから一

　国際商業会議所（lnternational　Chamber　Qf

Commerce≡ICC）の下部組織である国際海事局

（Intemational　Maritime　Bureau≡IMB）の海賊情

報センター（クアラルンプール）は、2002年上

半期に同センターに連絡のあった海賊事件（未

遂事件も含む）の報告書を発行した。

　それによると、2002年上半期の報告件数は171

件で、上半期の件数としては統計開始以来過去

最高を記録した。地域別に見ると、東南アジア

で68件（40％、うちインドネシアで44件）発生

し、依然として世界で最も海賊事件の多い海域

となっているが、アフリカにおいても48件（28

％）発生し、その比率は年々増加している。

　事件の態様を．見ると、ハイジャック事件が年

々増加傾向にあり、2002年上半期においてすで

に14件が報告されている。この多くは東南アジ

アで発生しており、「ハン・ウェイ」号事件（下

記口）参照）をはじめ10件が発生している。

　日本関係船舶については9件が報告されてお

り、シンガポール海峡において日本出社が所有

する浅洪船が航行中に未確認船舶から発砲を受

けるという事件も発生している。

　関係各社におかれましては、政府等関係機関

に対し防止対策の強化を要請するためにも、今

後とも事件の通報を励行されますようお願いし

ます。

　ケット沖で何者かにより乗っ取られた。2ヵ

日月後、同船に酷似した船がバンコク南東沖の

　シー・チャン島付近に錨泊しているのが発見

　された。船名が変えられ、ホンジュラスの旗

　を掲げ、船体の色が塗り替えられていたが、

　備品や造船所プレート等より「ハン・ウェイ」

　号であることが確認された。積載貨物は抜き

　取られていた。同号の乗組員13人は小型ボー

　トへ移乗させられ、漂流中のところ、インド

　ネシア・アチェにて救助されている。

（2）6月15日、2万トンの塩化カリウムを積載
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（／｝3月15日、19501・ンの燃料油を積み、ヤン

　ゴン（ミャンマー）に向けシンガポールを出

　画したベリーズ籍タンカー「ハン・ウェイ」

　号（2，890トン）が、出港2日後にタイ・プー
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した船舶が、スエズ運河を通過し、機関修理

のためソマリア北方海域で停船中、13入の武

装集団が乗船、占拠された。要求の身代金が

支払われ、7月3日、船舶および23人の乗組

員は解放された。その間、ドイツ艦船がソマ

リア領海外で待機していた。また、この事件

と同時期にソマリア沿岸で2件の同様の海賊

事件が発生している。

〔3）　6月1日、マレーシアの漁船が操業中にハ

　イジャックされ、船体および5名の乗組員が

　連れ去られた。本件はマレーシア海上警察が

　捜査中であるが、彼らの居場所および安否は

　未だ不明である。付近で操業していた僚船の

　乗組員によると、数名の海賊が乗り込み、漁

　船の魚網を切り、連れ去ったとしている。

　わが国は、気候変動枠組み条約の京都議定書

の批准を6月4日に閣議決定した。これが発効

すると、先進国は漏屋効果ガスの排出量を、2008

年から2012年目での間を平均して1990年の水準よ

り少なくとも5％削減することが求められるこ

ととなる。わが国の場合は同様の比較で6％の

削減が課せられる。

　日本経団連では、1997年より各業界の環境自

主行動計画を取りまとめ、環境対策の推進を促

している。具体的には2010年度の産業・エネル

ギー転換部門からのCO　2排出量を1990年度レベ

ル以下に抑制するとの目標をたて、国内外へ産

業界の努力をアピールしている。当協会として

も、「海運」という輸送モードが今後のCO　2排出

削減において主体的役割を担うことが期待され

ており、環境問題への前向きな取り組みが必要

であるとの判断から、日本経団連の取組みに参

画している。そこで環境自主行動計画に2010年

度の輸送単位当たりのCO　2排出量を1990年度よ

り10％削減するとの目標を盛り込んだ。

　当協会は、この環境自主行動計画のフォロー

アップとして、会員会社が運航する外航船舶か

らのCO2排出量について実態を調査したうえで、

当該計画の見直しを行った（資料参照）2001年

度に消費した燃料油量と輸送した貨物量につい

て調査した結果、輸送貨物－量11・ン当たりのCO　2

排出量（燃料消費量）については、下図のとお

り前年度とほぼ同程度であり、1990年度との比

較では約15％の減少となった。

　なお、国際海運の温室効果ガス排出削減の取

り組みについては、気候変動枠組み条約の枠組

みとは別に国際海事機関（IMO）において検討

されており、IMOは、来年（2003年）秋に開催

される総会において、本問題岱の取組みに関す

る方針を決議することとしている。

磯
1

、1：裂．

．．．

Pr．．

1990

GO2排出原単位指数

　　　　　　　　　　

撤1コll赫1四；lll

　1997　　　　1998　　　　1999　　　2000　　　歪6函．．

注）排出原単位は、輸送貨物1トン当たりのCO2排出量で、

　1990年度を1としている。
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【資糊

　　　　　　　　　　　　　　環境保全に関する自主的行動計画

　　　　　　　　　　　　　　　　　（第5回フォローアップ）

　外航海運は全世界を活動領域とし、また、国際的な単一市場であるため、環境保全に関する取り組

みは、原則としてすべての海域、港域および船舶に対して同一の基準が適用される必要がある。その

ため、1997年12月のCOP　3＊では、外航海運に係る船舶からのCO　2等地球温暖化ガスの排出抑制策に

関しては国際海事機関（IMO）を通して検討していくことが合意されている。IMOでは、船舶からの温

室効果ガス排出に関する実態調査を行い、2GO3年に開催される総会において地球温暖化問題への取り

組みに関する方針を決議すべく検討を進めている、

　当協会は、1996年11月に自主行動計画を策定、さらに2001年1月に環境憲章を策定するなど、環境保

全対策を着実に推進してきている。IMOにおける国際的な地球温暖化ガス排出抑制策は未だ検討中で

あるが、自主的対策を継続して推進していく。

　なお、内航海運については、国内において別途取り組みがなされているところがら、本計画は外航

海運のみを対象とした。

　＊COP　3（国連気候変動枠組条約第3園締約国会議）：同会議は京都で1997年12月に開催し、気候変動枠組み条約の

　　　　　京都議定書を採択した。

1．地球温暖化対策

（1）船舶からの排出抑制対策

　①　二酸化炭素（CO　2）

　　　舶用機関は重油を使用しているため、CO　2の排出は避けられない。しかしながら、年々増加す

　　る輸送需要に応える一方で、燃費効率の優れた輸送モードとしてモーダルシフト施策の重要な役

　　割を担っていくことは海運の社会的責務である。そこで海運業界としては、エネルギー消費の効

　　率性の観点から、輸送単位当たりの燃料・消費量の龍減を目標に取り組んでいく。

　　　船舶の燃費改善への取り組みは、オイルショックの勃発した1970年代から1990年代にかけて目覚

　　しい成果を挙げてきていることから、今後の技術革新に同様の期待をかけるには無理があろう。

　　そこで、以下の施策を推進することにより、2QIQ年における1990年に対する輸送単位当たりのCO2

　　排出量を約10％削減していくことを目標とする。

　　〈具体的対策〉

　　・エネルギー効率の改善された新造船への代替、省エネ設備の採用等

　　・最適航路計画システムなどの航行支援システムの研究・採用

　　・船舶における省エネ運転技術の研究・実施、省エネ対策の徹底

　　・推進効率の向上、排エネルギーの有効活用等燃費改善に向けた取り組み

　　・輸送効率向上のための最適船型

　②　代替フロン（HFC等）

　　　CO　2以上に地球温暖化への影響の大きい代替フロンは、船舶においては冷房等の空調機器、食

　　糧貯蔵庫およびリーファーコンテナ等に利用されている。今後、地球温暖化への影響の少ない冷
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　　媒の開発状況を見ながら、その採用に努めるとともに、整備、修理等の際には、当該ガスを大気

　　へ放出することのないよう努める。

（2｝事業所等における省エネ対策

　　陸上の事業所における冷暖房の温度設定や運転時間の調整、QA機器等の低電力製品の採用等の省

　エネ対策を、従来1司様今後も推進する。

2．廃棄物対策

　船舶から発生する廃棄物は一般廃棄物を含め、国際条約にその処理方法が規定されており、処分の

記録を船内に保管することが義務付けられている。船舶は油水分離装置や廃棄物焼却炉などの処理設

備を装備しており、寄港した港においてはこれらの履行を厳しく監督される。

　今後も国際基準に則り適切に廃棄物を処理していくとともに、その発生抑制策などについても検討

を行っていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3．その他の環境対策

〔1）大気汚染の防止

　　ディーゼル機関から排出される窒素酸化物（NOx）については、新たな排出規制が2000年から遡

　及して適用される見込みである。これに適合するエンジンは一般に燃費が悪くなる（CO　2発生量増）

　といわれているが、新たな規制に対応していく…方、燃費を犠牲にしないエンジンの開発を求めて

　いく。また、燃料油に含まれる硫黄分濃度の低い燃料油の採用に努め、硫黄酸化物（SOx）の排出抑

　制にも努める。．

（2｝船底防汚塗料の改善

　　船底防汚塗料に含まれる有機スズ（TBT）が、海洋生物の生態系に悪影響を与えるとしてそれを規

　制する国際条約が2001年10月採択された（未発効）。TBTを含まない代替塗料は防汚性能の面で十分

　とはいえず、燃料消費量の増加等が懸念されているが、代替塗料の採用を進めていくとともに、さ

　らなる性能の向上を求めていく。

（3）安全管理システムの遵守

　　一部の船種に適用されていた国際安全管理コード（ISMコード）が2002年7月からすべての船種

　に適用されており、各船舶管理者および船舶においては安全管理システムが運用されている。また、

　内航海運をはじめ適用外の船舶においても自主的に安全管理システムの導入を進めており、海上災

　害および海難事故の発生を防止し海洋環境の保全に努める。

〔4）環境管理システム

　　引き続き環境保全に向けた取り組みを行っていくほか、ISO14000（環境管理規格）などを視野に

　入れながら、環境管理に関する体制の整備について検討を行う。

（5〕臨港地区における環境保全対策への協力

　　海運業界は、昭和51年度より、臨港地区における緑地整備および海面清掃など、わが国各港の港

　湾管理者が実施する港湾の環境整備に協力している。

．）
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　　　　　　タンカー部会の活動について

（日本タンカー協会の業務受け入れ後の活動）

　日本タンカー協会が本年6月末を以って解散し、7月1日からその業務の…部を当協会のタン

カー部会が所掌しています。同協会の業務受け入れ後のタンカー部会運営については、これまで

の下部組織として機能してきたタンカー幹事会を「タンカー業務幹事会」に改称するとともに新

たに「タンカー安全技術幹事会」を設置し、活動しています。

　両幹事会は設置後に会合を開催し、同協会の業務受け入れ後の活動については、次のとおり取

組むこととなっています。

　①タンカー業務幹事会の活動について

　　所掌事項：タンカーに係わる諸施策に関する事項

　　　　　　港湾問題に関する情報交換

　　　　　　　この他、ワールドスケールに関する調査や海運関係法ならびに保険の研究等につ

　　　　　　いても今後の検討課題とすることとした。

　　開催頻度：年4回（四半期毎に1匝1）以．、ヒ定期的に開催することとし、特に審議を要する事

　　　　　　案等がある場合は必要に応じて適宣開催することとする。

　②タンカー安全技術幹事会の活動について

　　所掌事項：タンカーの安全対策にかかわる諸施策に関する事項

　　　　　　　タンカーの安全運航、荷役、港湾事情等に関する情報交換

　　開催頻度：毎月1回定期的に開催することとする。

油送船部原油船運航グループリーダー　島田　達彦

第一中央汽船、出光タンカー、飯野海運、川崎汽船、共榮タンカー、

　　　　　日正汽船、三光汽船、新日本石油タンカー、新和海運、

昭和シェル船舶、太平洋海運、雄鹿海運

幹事長　川崎汽船安全運航グループタンカー海技チーム長　齋藤　寿一

幹　事（会社）

　　　　第一中央汽船、出光タンカー、飯野海運、川崎汽船、国際エネルギー輸送、

　　　　共榮タンカー、明治海運、日本郵船、日正汽船、三三光汽船、

　　　　新日本石油タンカー、新和海運、商船三井、昭和シェル船舶、太平洋海運、

　　　　雄洋海運

せんきょう0622002023
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　現在、神戸市では「スーパー中枢港」の指定

並びに「神戸経済特区」の実現に向けて精力的

に取り組んでいます。今回はこれらの問題につ

いてご報告申し上げます。

1．スーパー中枢港

　神戸市では神戸港の関係26団体で組織する神

戸港利用促進協議会において、神戸港のスーパ

ー中枢港指定に向け、官民一体となって取り組

んでいくこととされ、取り組みの内容は次の通

りです。

（1）連続バースのメガターミナルにおける、港

　湾荷役体制の共同化への取り組み

　　現状では、各ターミナルオペレーターがそ

　れぞれのシステムで運営しているが、これを

　共同化し、効率的な運営とトータルコストの

　削減を目指す。このため、共同化について利

　用促進協議会でワーキンググループを立ち上

　げ討議する。

（2）物流リードタイムの短縮のための手続きの

　簡素化・迅速化への取り組み

　　物流リードタイムの短縮のために、どうす

　れば神戸港でのリードタイムの短縮が図れる

　のか、また現状で何が障害となってデリバリ

　一までの時間がかかっているのかについての

　問題点抽出のためのワーキンググループを立

　ち上げ討議する。

（3）国に対しての要望活動

　　（D、（2）のワーキンググループでの検討作業

　と並行して、神戸港の業界全体の総意として、

　スーパー中枢港指定に向けた取り組みを、国

　に対して説明し、指定を受けるべく要望活動

　を行う。

2．神戸経済特区

　本年5月1日に設置された神戸経済特区研究

会の提言がまとまり、7月3日に新野幸次郎会

長より市長に報告があった。その内容のうち海

運業界に特に関心のある「国際みなと経済特区」

を中心に見てみますと次のとおりであります。

i　提言の柱

（1）神戸経済特区～21世紀の「知の居留地」～

　の提言

　　今回の神戸経済特区の提案は、神戸の強み、

　すなわち、豊な人材、多様な生活文化、国際

　性、港をはじめとする優れた交通アクセス等

　壷土台に、大震災で得た人と人とのつながり

　の大切さなど貴重な経験も踏まえ、新たな知

　識を生み出す人が活き、交流する価値創造の

　舞台をつくる提案であり、いわば21世紀の「知

　の居留地」を創る試みである。

（2）　2つの神戸経済特区

　①「先端医療産業特区」

　　　世界最先端のライフサイエンスの研究を

　　展開する、わが国初のスーパークラスター

　　の形成を目指した神戸医療産業都市構想を

　　加速する。

　②「国際みなと経済特区」

　　　神戸のアイデンティティーである港を再

　　生して賑わいのある港を新生する。

2　特区の内容

〔／）先端医療産業特区

　　一省　略一

（2｝国際みなと経済特区

　①　目標

　・ロジスティックハブ拠点を形成する

　・総合静脈物流拠点（リサイクルポート〉を
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　整備する

・国際経済拠点を構築する

②　対象地域

③ポートアイランド・六甲アイランド及び

　周辺神戸港区域・三宮など都心区域

④　要望事項

区　　　　分 項　　　　　　　　　　　　目

］．ロジスティックス ①　港に係るトータルコストの削減

ハブ拠点（神戸港域を含 ②通関処理などの迅速化

む）の形成 ③　総合保税地域制度の拡充

④土地利用の弾力化

⑤　行政サービスを含めた24時間365日前の実現

2．総合静脈物流拠点 ①　リサイクルポート指定による支援策の強化

（リサイクルポート）の ②　エコタウン事業に係る補助制度の要件の緩和

整備 ③廃棄物処理法上の許可手続ぎの合理化

④　民活法適用要件の緩和

⑤　リサイクル技術に係る開発費助成制度の拡充

3．国際経済拠点の構築 ①　外国人弁護士及び公認会計士に関する規制の緩和

②　外国人に対する在留資格などの要件の緩和

③　留学人員の起業・就業に係る施設整備などへの円借款の国内適用

④外国人ビジネスマンなどの日本での生活を支援するライフサポート

センター（仮称）の配置

⑤　労働者派遣業務規制などの緩和

4．関連企業の集積 ①　FAZ法の優遇措置に関する適用条件の緩和

（ロジスティック八プ拠 ②法人税の軽減

点・総合静脈物流拠点・ ③　バイオベンチャーなどへのリスクマネー供給のためのインセンティ

国際経済拠点） ブとしての倉1」業促進税制の強化

④政府系関連融資などの拡充

⑤立地促進など各種施策の充実

＊集積を図る産業・施設

①日本及びアジアの物流拠点となる企業

②自動車・建設機械などのりユース・リサイクル関連企業及びリサイクル技術に関する研究開発企業

③外国・外資系企業及び外国・外資系企業向けサポート企業

④　医療関連産業

⑤情報通信産業

⑥新素材・新製造技術産業

⑦生活文化（ファッション）産業

⑧集客・観光産業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪神地区事務局長　谷ロー朗）
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海運税制の充実・改善について
　　　【海運税制キャンペーン】
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日
本
の
経
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を
支
え
る
海
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に
は
、

税
制
の
充
実
・
改
善
が
必
要
で
す
。

　
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
、
資
源
小
国
・
貿
易
立
国
で
あ
る
わ
が
国
に
と
っ
て
海
運
は
国
の
存
立
に
か
か
わ
る

重
要
産
業
で
す
。
し
か
し
、
世
界
の
主
要
海
運
国
の
中
で
、
日
本
の
海
運
会
社
は
非
常
に
重
い
税
負
担
を
強

い
ら
れ
て
い
ま
す
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例
え
ば
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価
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却
制
度
一
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も
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先
進
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運
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で
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ほ
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蜘
％
の
償
却
が
可
能
な
の
に
、

わ
が
国
は
9
5
％
し
か
償
却
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
取
得
後
5
年
間
の
償
却
可
能
額
は
、
わ
が
国
の
場
合
、

租
税
特
別
拮
置
に
よ
る
特
別
償
却
を
含
め
て
も
、
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
主
要
海
運
国
で
は
、
外
航
船
舶
に
は
固
定
資
産
税
を
課
し
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
船
員
の
所
得

税
・
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
も
、
減
免
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

　
日
本
商
船
隊
の
国
際
競
争
力
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
償
却
制
度
の
改
善
な
ど
諸
外
国
並
み
に
税
制
の

充
実
・
改
善
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
海
運
税
制
の
充
実
・
改
善
は
、
小
泉
内
閣
の
構
造
改
革
が
目
指
す
わ
が
国
産
業
・
経
済
の
競
争
力
の
強
化

に
資
す
る
も
の
と
、
私
た
ち
は
考
え
ま
す
。

　「＝ゼ巨r　l；漏Ii誓

取得後5年間の償却可能範囲と償却制度の概要

L旦些＿」．．．．．．．．．．．ゴー”

・14．2％定率償却＋特別償却18％

・償却可能限度額；95％

本日

85％．フランス

・3］25％定率償却

・償却可能限度額；100％

．、

83％デンマーク

・30％定率償却

・償却可能隈度額：¶00％

・25％定率償却

・償却可能限度額：100％

イギリス

　　67％
・20％定率償諺

・償却可能限度

ノルウェー

アメリカ
却

纈；100％

諸外国の償却制度は、わが国の特別償却制度より有利である。
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　　船が支える日本の暮らし一

社団法人日本船主協会
http＝”www．［sanet．or．iP〆
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　　　　　　当協会では、わが国の海運税制の充実・改善を関係方面に訴えるため『船舶の特別償却制度（左）』と「トン数

　　　　　標準税制（右）』について記事広告を9月から10月の2ヶ月間にわたD各種雑誌に掲載しました。

　　　　　　記事広告の掲載誌は、週刊エコノミスト（9／17、10／1号）、週刊ダイヤモンド（9／14、9／24号）、東洋経

　　　　　済（9／14、9／28号）、新潮45（10、11月号）．月刊現代（IO、11月号）、正論（10、11月号）、国土交通（6月号か

　　　　　ら毎月掲載）、本誌（毎月掲載）です。

　　　　　　また、当協会のホームページ（http：〃www．lsanet．o「．ip／）でも同様の広告を掲載するとともに、「海運税制

　　　　　に関するこ意見コーナー」を設け、本キャンペーンについてのこ意見・ご感想を募集しています。

●　・　●　O　●　●　●　●　●　●　●　●　●　0　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　■　O　●　●　●　●　●　●　●　0　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　O　O　●　●　●　●　●　●　●　●　O　●　O　●　●　●　O　O　O　●

（

〔

せんぎょう0α2002翻27



近満コーナー・内航コーナー

⊂こ三…
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菓南ブジアの港湾に係る調査について

　当協会は昨年実施した近海・内航各社のトップ層へのヒアリング調査結果を踏まえ、第三者機関で

ある㈱価値総合研究所（旧社名1長銀総合研究所）に「東南アジアの港湾」および「海上モーダルシ

フト」に関する調査を委託し、このほど、取りまとまりました。　　　　　　　　　　　　　　　　）．

　今月号では、「東南アジアの港湾に係る調査」報告書のなかの中国港湾について記述されている部分

（抜粋）を紹介します。

　東南アジアの港湾に係る調査のポイント

1，中国・東南アジア域内の依存関係が深まる国際貿易

　・最近10年間における世界の貿易面の特徴は、（1）米国向け輸出の±曽力口、（2）中国との依存度の上昇、（3）中

　国・東南アジア域内の依存関係の深化、に要約される。

　・ただし③に関して、我が国向けの東南アジア・中国各国の輸出比率は我が国の経済停滞もあって中国

　以外上昇していない。

2．コンテナの世界でも中国・東南アジアの港が急成長

　・世界のコンテナ取扱港湾上位5港を中国・東南アジア港湾が占める。取扱の伸び率では、20G5年を目

　途に大・小羊山コンテナターミナル（大水深コンテナターミナル）の整備を進める上海港や、香港の

　機能の一部移転が進む深士川港等中国港湾が注目される。

　・中国のコンテナ港湾には香港やシンガポールをはじめ世界の大手ターミナルオペレーターの進出が進

　む。

3　高成長を背景に変わりつつある中国の港

　・1978年の改革・開放政策以降、2桁に近い成長率を続ける中国経済は、南北の経済成長の格差、人民

　　元の長期的な為替の低下やWTO加盟後の関税率の引き下げに伴う農業への影響等不安定要素は抱え

　　ながら、目覚しい経済発展は港湾整備にも影響を与えている。

　・今回、大連、秦皇島、上海の港務局及び大手船舶代理店へのヒアリングによる調査のポイントは次の

　　ように要約できる。

　　①　これまで国（港務局）の管理が今年から地方政府に移管（大連・秦皇島）。

　　②大連港では港務局管理以外のプライベートバースが増加。

　　③大連や秦皇島の後背圏である中国北部地域は上海以南と比べ経済発展が遅れており、これがコン

　　　テナ取扱量にも反映しているが、逆に将来的には渤海湾周辺を「アジアの雑貨貿易の中心」をすべ

　　　く考えもある。同時に遼東半島周辺には丹東、庄河をはじめとする港湾整備が進められ、競争も激

　　　しくなりつつある。

　　④PSOについては60強の中国陶画のうち約20港で実施。検査百は全国で］00名程度（大連港では常

　　　時4名体制で実施）。担当者の話では、日本では海図を持っていないと出港できないと聞くが、中国

　　　ではそこまで厳しくはないとのことである。

）
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東南アジアの港湾1こ係る調査（「中国港湾について」抜粋）

1．中国港湾について

1－1　既存資料に基づく中国港湾の概要整理

　港は、その取扱貨物により「コンテナ港」と

「非コンテナ（バルク、在来貨物）港」に大別

される。勿論、一つの港がコンテナと非コンテ

ナ両方の機能を有するケースも多い。我が国の

港をみても、コンテナ取扱量では東京港あるい

は横浜港が最大港であるとともに、非コンテナ

を含めた海上輸送貨物の取扱量では千葉港がト

ップとなる。

　そこで、先ず海上貨物取扱量からみた中国の

主要港からみていく。

（1＞海上貨物取扱港

　　表1は海上貨物の総量から見た主要港を示

　す。2000年時点における最大の取扱港は上海

　港である。上海港はコンテナの取扱で見ても

　最大であり、まさに中国における中心港とし

　て発展している。海上取扱貨物は2億トンを

　越え、我が国最大の千葉港の取扱量（1．6億ト

A
B
O
D
E
F
G
H
－
J
K
L
M
N

〔表1〕　主要港における取扱貨物量

　ン）を大きく上回る。これについで寧波、広州

が続く。寧波は、1980年時に比べて30倍強の

増加を示す。

　　取扱品目でみると、コンテナ以外の中心品

　目は石炭である。中国における石炭の積み出

　しの主要港は秦皇島、連運、日照である。そ

　の他、輸出の中心は穀物関係であり、主要輸

　出港は北部の大連、営口、天津新港、青島等

　となる。他方、中国の主要輸入品は鋼材や機

　械類となるが、中心港はコンテナ同様、上海、

　天津新港、広州、大連となる。

　　中国には、その他「海岸に面する」港およ

　び「内航河川に面する港」を合わせ60近くの港

　がある。この内、海岸に面する主要港の概要

　を表2に示す。

（2）コンテナ港

　　「東南アジア諸国の主要港の整備状況」（報

　告書P．24〔省略〕）で分析したように現在の

　世界の主要コンテナ港の上位を東南アジア・

単位：1万トン

港　湾　名
1980 1985 199D 1995 20GO 順位 2000／1980 惨考量ンテナ取捌…重

夫　　　　　　　連 3，263 4，381 4，952 6，417 9，084 6位 2．8 7位

営　　　　　　　口
24 98 237 1，156 2，268 94．5

秦　　　星　　　島 2，641 4，4／9 6，945 8，382 9，743 4位 3．7

天　　　　　　津 王，192 L856 2，063 5，787 9，566 5位 8．0 4位

煙　　　　　　　台
506 689 668 1，361 1，774 3．5

青　　　　　　島 1，708 2，611 3，034 5，103 8，636 7位 5．1 3位

日　　　　　　　照
925 L452 2，674 2．9

運　　　運　　　港
739 929

1，137 Lフ16 2，708 3．フ

上　　　　　　海 8，483 11，291 13，959 16，567 20，440 1位 2．4 1位

寧　　　　　　　波
326

1，040 2，554 6，853 1L547
2位 35．4 8位

汕　　　　　　頭
176 201 279 716 ］，284 7．3

広　　　　　　　州
L210

㌃772 4，163
7299 U，128 3位

92 5位

湛　　　　　　　江 LOフ5 1，231 1，557 1β85 2，038 1．9

海　　　　　　口
72 1ア0 288 468 808 ］1．2

そ　　　の　　　他 5，560 ／5，004 31，905 5．7

計 21731 31，］54 48，321 80，166 125「603 5．8

資料＝中国統計年報より作成　ただし、（参考）］ンテナ取扱1頃位はNYKの調べによる2000年上期の1頂位
　　また、「日照港」と「その他港湾」の伸びは2000／1990年比である。我が国の港湾取扱貨物量の上位3港（1999年）は、
　　1位＝干葉港（16，474万t）2位＝名古屋港（13，304万t）、3位＝横浜港（11．454万t）

せんきょう0α2002㊥29
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されている。同時に、ドラフト不足は、ア

ジアのハブ港を目指すに際し大きな制約と

順　位 コンテナ取扱量（千TEU）
20012000 港　　　名 2GO1 2000

2001／2000

1　　］ 香　　　　　港
17900　脚

18，098 0．99

212
シンガポール 15，520 17，C4G c．9i

313
釜　　　　　山 7，9D7 7，540 1．05

4　　4 高　　　　　雄 7，540 7，426 1．02

516
上　　　　　　海 6β34 5，6］3 1．13

6　　5 ロッテルダム 6，096 6，268 0．97

7i7
ロサンジェルス 5，184 4，B79 1．06

8　11 深　　　　　ガ［1 5，075 3，994 ］．27

9 9
ハンブルグ 4β89 4，248 1．10

10 8
目ングビーチ 4，463 4，601 0．97

東北沿岸地域

華北沿岸地域

華東沿岸地域

深土二二

華南沿岸地域

中国の港が占める。特に中国の港（上海、深”II）

の伸びが著しい（右表参照〉。

　中国国内の主要コンテナ港について2000年上

期の取扱量をベースに整理すれば次のようにな

る。

日本郵船推計出所

　中国港に関する大きな特徴は、今後の取扱増

を見込んだ積極的な港湾整備計画である。この

点を日本郵船資料（「調査月報200ユ年11／12号』）、

他より整理すれば次のようになる。

　①　上海港

　・上海港は慢性的なキャパシティ不足に悩ま

中国の主要港と主たる機能〔表2〕

尚
機　　　　　　　　能

英　語　名 日　本　語　名
A　　B

C D G P Q R 丁　　Y
1 DALIAN 大連（ターリエン） ■1● ● ○ ● ● ○ ● ●
2 DANDONG 丹東（タントン） ● ● ○ ■ ●
3 YINGKOU 営口（インコウ） ● ● ● ● ● ●
4 HAIMEI 黄岩〔ホワンイエン） ● ● ● ● ●
5 QINHUANGDAO 秦荘島（チンホワンタオ） ● ● ● ● ■ ● ■
6 XINGANG 天津新港 ● ● ● ● ○ ■ ● ●
7 FUZHOU 福豆（フーチョウ） ● ● ● ●

E
● ●

8 LlANYUNGANG 連雲港（リエンユンカン） ● ● ● ● ● ○
9 LONGKOU 龍口（ロンコウ） ● ● ● ● ■

、o N｝NGBO 寧波（ニンポー） ○ ● ■ ● ● ● ○ ●
1
1

QINGDAO 青島（チンタオ） ● ○ ● ● ● ○ ● ●
12 QUANZHOU 泉州（チュワンチョウ） ○ ■ ● ● ● ●
13 SHANGHAl 上海（シャンハイ） ● ● ○ ● ● ● ● ● ●

14　WE旧Al 威海（ウェイ八イ） ○ ● 博 ● ●
151WENZHOU

温州（ウエンチョウ） ● ● ○ 1● ● ●
16

X臥MEN 醇乎（シアメン） ● ● ● ● ● ●

｝7 YANTAI 煙台（イエンタイ） ● ● ● ● ● ● ●
18

BA旧Al 北海（ペイ八イ） ● ● ● ● ● ●
19 CHlWAN 赤湾（チーワン） ● ● ● ■ ●
20 SHEKOU 蛇口（セコウ） ● ● ● ● ● ●
21 YANTIAN 塩田（チェンシェン） ● ● ● ● ○ ● ●
22 GUANGZHOU 広州（コワンチョウ） ● ● ● ● ● ● ● ●
23 HAIKOU 海口（ハイコウ） ● ● ● ■ ● ● ● ●
24 JIANGMEN 江門（チアンメン） ● ●
25 SANYA 三亜（サンヤー） ● ● ● ● ●
26 SHANTOU 汕頭（シャントウ） ● ● ● ● 朝 ● ●
27 SHANWEI 汕尾（シャンウェイ） ● ● ●
2B ZHOUSHAN 中山 ■ ● ● ● ●
29 ZHUHAI 珠海（チュー八イ） ● ● ● ●1 ●

注：「機能」の記号の意味は次のとおり
　A：Airport　qOOkm以内に空港がある）　　　　B　Bunkers
　C：Containers　　　　　　　　　　　　　　　　D　Dry　Cargo
　G：General　O8rgo　　　　　　　　　　　　　　P　Petroleum
　Q：Other　Liquid　Bulk　　　　　　　　　　　　　R　Ro／Ro
　丁：Towage（曳舟）　　　　　　　　　　　Y　Dry　Bulk
資料lLLeYD’S　UST　PORTS　OFTHE　W〔）RLD　2QQ2　よD作成
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　なっている。

・大小豊山（ヤンシャン）大水深コンテナタ

　ーミナル計画は、これらの問題を解決すべ

　く第1期の北港区10kmの海岸線に30バース

　を整備。2001年中に5つのバース（全長1，600

　m、年問取扱能力22G万TEU）建設に着手、

　2005年に完成予定。

・このターミナルと浦東最南端の子芋港を繋

　ぐ全長32．2km（海一ヒ部分27．6km）の「芦洋大

　橋」を架設する。

・2D20年には上海港総取扱量は2，500万TEU

　～2，700万TEUになる見通し。

②　深堀巷

・Hutchison　Port　Holdingsは深堀市政府、「深

　別塩田Port　Group㈱」と第3期ターミナル

　開発工事の契約を締結。2006年に完成予定。

・蛇口港ではユ8億HKドルを投資した第2期工

　事が開始。2004年完成予定。年間処理能力

　は現行の80万TEUから160万TEUへ倍増、

・急増する貨物に対し、西地区（赤湾）の取

　扱能力が充分でないことが懸念される。

③　青島港

・2000年2月、P＆O　Portsは、青島港務局と

　青島Qiawanコンテナターミナル開発で30年

　の運営契約を締結。

・投資額は11．8億ドル。完成時には年間処理

〔表3〕　中国国内の主要コンテナ港

　能力がユ00万TEUとなる。

・また、後背地とを結ぶ鉄道乗り入れ施設建

　設計画が進められている。

④　天津港

・第2期拡張工事が2001年5月に開始。平均

　水深を！4．2mまで俊深する予定（2GQ2年内完

　成予定）。完成後は6，000TEU型が貨物フル

　積載の状況で出入港が可能。

・天津港務局は年問処理能力を700万TEUに

　拡大する港湾整備計画に10年間で15億ドル

　の投資を予定。

⑤　広州港

・PSA　Corporationと広州港務局が共同で運営

　する広州コンテナターミナルが2001年7月

　にオープン。

・PSAはターミナル運営とは別に広州一PSA

　蜘gisticsを設立し、3PLサービスのほか、

　ターミナル運営を補完する形で総合的なコ

　ンテナデポ・サービスを提供。

⑥慶門港

・台湾との対岸貿易が36．7％を占める。

・Huchison　Port　Holdings　（HPH）　とCSX

　World　Terminalsの大手ターミナルオペレー

　ターが進出。

・HPHは、開発に8，000万米ドルを投資し、4

　つ目のバースを2001年中に完成予定。

ll直位 港　　湾　　名
コンテナ取扱量
Q000年上期
@（千TEU）

バース数
水　　深
@（rn） クレーン 総面積

@（m）
蔵置能力
kTEU）

1
上　　　　　　　　　海 2，936 ｝4 9．5－13．2 33 2，323，200 101，BOO

2 深　　　　　　　　±川 2，160
10 14　－15 34 1，654，000 141，BOO

3
青　　　　　　　　島 1，306

5
10．3一］5

10
490，000 48，500

4
天　　　　　　　　津

957 8 12　－13．5 16
1，004，400 22，100

5
広　　　　　　　　州

732
一 一 一 一 一

6 慶　　　　　　　　　門
607 2 12．2 4 23，500 一

7 大　　　　　　　　　連 555 5 12　－14．1
7

560，000 30，566

8
寧　　　　　　　　波

527
一 一 一 一 一

9
福　　　　　　　　州

202 2 ｝
1

1
254，500 一

10
南　　　　　　　　京

99 2
11　　　　　　　　一 200，ODO 9，500

資料：中国交通部、日本郵船推計による
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⑦　大連港

　・PSA　Corporationと大連港務局の合弁会社で

　　運営する大連コンテナ・ターミナルは、4．35

　　億米ドルで大水深4バース、フィーダー用

　　2バースを整備し、処理能力を現在の100万

　TEUの倍にする予定。

　・PSA独自の港湾情報システムを採用し、ソ

　　フト面でも先進のノウハウを活用。

⑧寧波港

　・大水深港であり、鉄道・高速道路への連結

　　も充実。ただし、上海港に隣接しているこ

　　とから港湾経営の面では厳しい。

　・Hutchison　Port　Holdingはユ，28億米ドルを投

　　じ港務局と合弁で第2期開発に取り組む

　⑨　　福州港

　・既存のターミナルは喫水制限がある（1，000

　　TEU型以下のフィーダー船だけが入港可能）

　・PSA　Corporationと潮目Port　Groupは同ター

　　ミナルより60km南に位置するJiangyinに新

　　コンテナターミナルを建設中。

（3）ターミナルオペレーターの進出

　　中国コンテナ港湾の大きな特徴として、世

　界的なターミナルオペレータによる積極的な

　展開が指摘できる。ここでいうターミナルオ

　ペレーターとは、PSA、　Hatchison　Port　Hold－

　ings、　P＆O　Port（大手船社P＆O　Nedlloydの子

　会社）、CSX　World　Container　Terlnina1（世界

　最大の船社マースク社の関連会社）、Eurogate，

　SSAである。このうち、　CSXを除く5社は俗

　にFamous　Fiveと呼ばれ、世界の売り上げの

　3割近くを占める。

　　中国港湾については、特に前2社の活動が

　活発化している。

　①PSA（シンガポール）

　　　大連港、福州港の経営に参加するのみな

　　らず、韓国・仁川やわが国の北丸州ひびき

32§せんきょう06f2002

　コンテナターミナルのPFI事業にも参加し

　ている。PSAが係わるコンテナターミナル

　開発プロジェクトは表4が示すように世界

　に広がる。

②Hatchis。n　Port　Holdings（香港）

　　上海の港湾整備運営に入り込むと共に、

　川洲塩田港を押さえ、さらに香港の近隣で

　は珠海にも出資。さらに、最近では釜山に

　も進出を計画。

　ターミナル・オペレーターは、船社と同様、

規模の経済が働くビジネスである。すなわち、

同じ施設規模では取り扱い貨物量が多いほど単

位当たりのコストが低くなり、収益性が大とな

る。規模のメリットを求め、市場の拡大する中

国に進出しているのが現状である。大手コンテ

ナターミナル・オペレーターの収益性を図1に

示す。

㈲　その他

　①　中国の交通輸送行政の仕組み＊1

　・中国の交通政策のトップには国務院（我が

　　国の内閣府に相当）があり、その下に国家

　　発展計画委員会があり、ここが鉄道、道路、

　　水運、航空、資源のグランドデザインの策

　　定を行い国務院の認可を取り、各交通部へ

　　の建設・整備提言を行う。

　・鉄道、道路、水運、航空、資源のそれぞれ

　　の管理担当は、鉄道部が鉄道、交通部が都

　　月間道路と水運、都市建設部が都市内道路、

　　公安局が都市交通（信号設置、都市交通管

　　理〉、民航総局が航空、石油天然気管道局が

　　石油・天然ガスなどの資源を管轄。

　・このように中国の交通運輸管理行政は明確

　　な「縦割り」となっている。政策決定はこ

　　の指揮系統に従って行われる。したがって、

　　交通手段それぞれの特性を活かした「総合

）
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〔表4〕PSAコーポレーションによる外国のコンデナ・ターミナル開発プロジェクト

国 所　　在　　地 港　　　湾　　　名 事業内容
中　　　　　　　国 大　　　　　　　　　　連 Dalian　COntai［e「Te「mina】 管理・運営

福　　　　　　　　　　州 Fuzhou　Q［ngzou　CQntainer　TerrninaI
euzhou　Aofng　Contai口e「Te「minal

管理・運営

イ　　　ン　　　ド タミール　・ナ　ドゥ州 Tut「corin　Gonta「ner　Terminal 管理・運営

グ　ジ　ャ　ラ　一　ト　州 Pipavav
管理・運営

韓　　　　　　国 仁　　　　　　　　　　川 lncheon　ContainerTerm「naI 管理・運営

イ　　タ　　リ　　ア ジ　　　エ　　　ノ　　　バ Voltrl　Terminal　Europa 管理・運営

ベ　　　　　ニ　　　　　ス Ven…ceGontainerTermEnaI 管理・運営

イ　　エ　　メ　　ン ア　　　　　デ　　　　　ン Aden　Conta［ne「Te「mi［al 建設・管理・運営

ブ　ル　ネ　イ バンダルスリブガワン Muara　Container　Term旧al 開発・管理・運営

ポ　ル　ト　ガ　ル リ　　　ス　　　ボ　　　ン Sines　COntainer　TerrninaI 開発・管理・運営

日　　　　　　本 北　　　九　　　州　　　市 Hbiki　COhtal陀r　Termin創 開発一管理・運営

資料：

〔図1〕
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　O

JETROアジアの投資環境比較（20D2年）より作成

ターミナル・オペレーターの収益II生

1，555

1．55
□売り上げ
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　　NO．429（2002年3月号）より作成

　　交通体系」作りが妨げられている。

　・「水運」分野に特有な制度として「荷主港

　　湾設備制度」がある。1985年差制定され、

　　荷主による専用埠頭や施設の建設を認める

　　ものである。上海港では、全貨物輸送量の

　　4割が荷主埠頭によるものである。

　・ちなみに／998年末現在、国内沿海船舶会社

　　は1，300社、内航水運5，600社、国際海運会社

　　310社（世界5位）となっている。輸送能力

　　は500万tと需要（330万t）を上回る。

　②進出企業からみた中国物流事情＊2

　　1）貿易に使用されるトレードタームズ（取

　　　引条件）は、Icc（国際商業会議所）制定

　　　のインコタームズ（INCOTERMS）が基本

　　　で、13種類ある。しかし、中国では辛う
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〔図2〕　交通インフラの管理行政の体制図
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　じてFOBについての認識を持っているの

が現状で、13種類のINCOTERMSを用い

て貿易取引条件を設定しようと試みても

　非常に困難な状況にある。

2）中国の製造業には、かつての社会主義

経済における計画生産の遺伝子が残って

おり、物流に対してあまり関心を払って

　いない。メーカーは製造し置いておくだ

けで、必要があればユーザーが取りにく

　るという感覚。最近は中国国務院の下に

　ある協会や学会ではサプライチェーンマ

　ネジメント（SCM）の研究を行っているが、

現場感覚は昔のまま。したがって、日本

　企業が中国に進出した場合も物流を中国

　サイドに任せきりにするのは困難。これ

　に対しては、日系のフォワーダーと一緒

　に中国に進出し、さらに日本本社からコ

　ントロールを多少加えるのが最善である。
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　3）中国物流に伴うリスクとしては、

　・輸口中の事故

　・輸送取扱代金不払い

　・フォワーダーの夜逃げによる関税の二重

　　払い

　・偽B／しによるL／C代金詐欺

　・貨物のすり替え・偽ブランド商品

　・密航者・麻薬・銃器などの混入

　　が考えられる。特に、中国国内の輸送に

　　ついて元請の物流業者として輸送業務を

　　引き受けた場合、事故の際の賠償責任保

　　険はまともに機能していない。

＊1　日本国際協力銀行『中国における交通インフラ

　　整備の現状と課題1（2000年）による。

＊2　社卜］．1法人日本物流団体連合会、rl・1国における国

　　際物流に関する調査・研究報告書（平成14年3

　　月）による

1－2，中国港視察・ヒアリング結果〔省略〕

ω　ヒアリング対象港

　　今回の現地調査の対象港は、以下の3港で

　ある。

　　・大連港

　　・秦皇島町

　　・上海港

　　各回について、港湾管理者と大乎船舶代理

　店の担当者にヒアリング調査を実施した。

2．調査のまとめ

　中国の港湾は、世界の港湾の中でも目覚しい

成長を遂げている。今後、我が国の近海船社に

とっても中国港湾は最も重要な活動拠点となる。

これは、中国港湾の港湾施設や管理・運営面の

特質によるというよりは、中国経済がその生産

拠点及び消費拠点という両面において世界経済

に占める割合が高くなるためである。換言すれ

ば、中国の港湾は中国経済の活動水準に依存す
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るものであり、中国経済の活動は安定した社会

の基盤の上に成り立つ。

　昨今、日本のものづくりの中国移転をはじめ、

産業経済における中国脅威論が目立つ。確かに、

中国経済の安定した成長は我が国経済にとって

も必要であるが、行き過ぎた脅威論（中国経済

の強さ）は、その背景にある中国経済の弱さを

見落としがちである。本調査では、中国の港湾

における近年の発展・成長を中心に整理してき

たが、その発展を支える中国経済の課題点（成

長制約要因）について最後に整理する。

（1）南北の経済格差

・中国の2000年における一人当たりGDPは、855

　米ドルである。全国を3地域に分割してみる

　と、沿岸部を含む東部地区が1．348ドルと中西

　部の669ドル、西部地区の512ドルの倍以上で

　ある（図3参照〉。

・また、沿岸部の東部地区内においても上海

　（3，284ドル）や北京（2，151ドル）と北部の河

　北（9D9ドル）と遼寧（1，331ドル）では大きな

　．較差がある。

・北部においては、農業が主たる産業であり、

　また国営企業の割合が高く、失業率も全国平

　均（2002年で4．5％：政府見通し）の2倍。

・このような南北格差という潜在的な問題を顕

　在化させないためにも、年率7～8％の成長

　が必要。

・ただし、中国のWTO加盟に伴い農作物の関税

　率の低下が予想される。これによる農業分野

　の過剰（減少）人員は1，000万（表5参照）と

　いわれる。これが国有企業の改革に伴う余剰

　人員と併せ、北部地域を中心とした新たな社

　会不安につながる可能性もある。

（2）人民元の為替レート

・我が国経済は／960～70年代の高度経済成長に

　より一入当たりGDPは大きく伸び、さらに1985

）

〕．



（

（

年のプラザ合意による大幅なFlレートの上昇

　により世界でも最も高い水準を達成した

・一．・ 禔A人民元の為替レートを対ドルベースで

　見ると、1980年代以降低下傾向にあり、ここ

数年もほとんど変化はない（図4参照）。

・中国出身のエコノミスト関志雄（経済産業省

　経済産業研究所）氏は、このことを持って中

　国産業経済を特徴付ける。

　1）　実質GDPの伸びは高いが、為替レート

　　で評価するとほとんど伸びはない。

　2）中国の産業は依然労働集約的な産業に特

　　化（日本はハイテク分野に特化〉。

　3）Made　in　Chinaのモノは増えたが、　Made

　　by　Chinese（ブランド）は少ない。

　・一言でいえば、中国の産業の国際競争力の

　　低さを示す。ただし．、為替レートの変化を

　　見ても最近は「下がりっぱなし」ではなく

　　なりつつある。

團　雇用問題

・北部地域のWTO加盟に伴う農業問題や国有企

　業の民営化に伴う余剰労働力に加え、中国の

　産業経済には次のような構造的な問題が生じ

　ている。

・本調査でも見たように、世界に投資先として

　中国経済が注目されているが、投資の成果が

　雇用増につながっているかどうか。例えば、

　最新の設備による工場三無人化というケース

　もあり、投資増＝雇用増とはなっていない。

〔表5〕中国のWTO加盟による分野別雇用変化予想

資料：人民日報（1999年11月24日）

・さらに、マクPの統計で見ても「国内」総生

産であるGDPと「国民」総生産であるGNP

の乖離が近年生じてきており（図5参照）、投

資増の成果が中国国民の所得に完全に寄与し

ていない状況が窺い知れる。

〔図3〕中国の地域二一人当たりGDP（ドル）
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資料：「中国統計年錨』200D年版

〔図4〕　人民元の対米ドル為替レートの変化

　　　　　　　　　　　　　（単位：米ドル当たD元）
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　　　〔図5〕　中国のGNPの対GDP比
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寄稿

新’生Bulk　Carrierに対する‘’統一符号”

‘‘設計条件’に関する統一規則の制定について

側旧本海事協会

国際室

1．はじめに

　国際船級協会連合（IACS：注Dがばら積み貨

物船（Bulk　Carrier）についての統一符号、設計

条件等を定めた統一規則（Un温ed　Requirement）

S25を制定したことをご存知の読者も多いと思い

ますが、今回、日本船主協会のご好意で「せん

きょう」に執筆する機会をいただきましたので、

URS25が制定された経緯、要求事項等について

簡単に述べたいと思います。

2，SC／BCSの再召集

　2001年2月、香港船主協会（HKSOA）からの

要請で、HKSOAとIACS代表が香港にてBulk

Carrierについての話合いを持ちました。その席

で、HKSOAは、船主または運航者の立場から現

在のBulk　Carrierについての問題点と改善要求を

提起しました。その内容は、積付け上、運航上

で自由度の多い船、一言で言えば使い勝手の良

い船（Fit　for　Purpose）を求める内容でした。こ

のHKSOAからのメッセージに反応して、ギリシ

ャの船主協会、ノルウェーの船主協会、INTER

CARGO等から、HKSOAの問題提起を支持する

内容のメッセージがIACSに寄せられました。

　IACSはこれらの船主団体からのメッセージを

真摯に受け止め、議論を重ねた結果、第41回理

事会（2001年5月）でSteering　Committee　on

Bulk　Carrier　Safety（SC／BCS）の再召集を決定

しました。「再召集」という意味は、以前、1990

年代前半にBulk　Carrierの全損事故が多発したこ

とを受けて、1995年にSC／BCSが召集された経

緯があるからです。再召集されたSC／BCSは、

ちょうど当時NKがIACS理事会の議長をしてい

たこと、NKの船級船にはBulk　Carrierが多いこ

と、の理由によりNKの日高副会長（当時〉が議　　）．

長を務めました。

　IACS理事会からのSC／BCSへの検討指示事

項は、次のようなものでした。

　・HKSOAおよび他の船主団体が提起した問題

　　を検討すること。

　・IACSのWorking　Groupが行っているBulk

　　Car五er　Safety関連の作業を調査し、作業が

　　重複しないようにすること。

　・”Fit　for　Purpose”に対する政策について検

　　討すること。

　ここでIACSの規則等の審議決定に関する組織

について簡単に説明しますと、右図のようにな

っています。理事会での決定および一般政策部　　）

IACS組織

　　　　　　　作業グループ

＊様々な作業グループが設置されているが、
　BGSに関係する作業を行っていたグループは、
　主として次のもの。

　一Working　Party／Streng電h

　－Ad　Hoc　Group／Formal　Safety　Assessment

　－Ad　Hoc　Group／Fore　Deck　Fitting
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会での指示の下に、常設または臨時の作業グル

ープが様々な事項について検討を行っており、

検討結果は一般政策部会に上程され、その後理

事会に諮られます。SC／BCSは理事会の下に設

置されましたので、その審議結果は理事会に直

接上程されます。

　　　3、第1回会合（2001年7月4日、5日）

　　　　船主団体からの問題提起を、SC／BCSで検討

　　　する事項、現在他の作業グループで作業中の事

（　　項、IMOで審議されている事項、等に分類し、

　　　SC／BCSで検討するものについて、第2回会合

　　　までに書面審議を行い、意見を集約していくこ

　　　ととなりました。ちなみに、船主団体からの問

　　　題提起は多岐にわたっていましたが、大きいも

　　　のでは次のようなものがありました。

　　　　（a）乗組員に不合理な制限を課すこと無く依

　　　　　託された貨物を運べること。

　　　　（b）ホールドバラストを涯鳴することなく荒

　　　　　天航行ができること。

　　　　（c）操舵性能、エンジン出力は、荒天時にも

　　　　　十分なものであること。

通の単一設計条件で括れないことから、Bulk

Carrierを3つのタイプに分けた上でこれらを統

一符号として表し、それぞれのタイプのばら積

み貨物船はどのような積付け／運航が可能かを

明らかにして透明性を確保することが合意され

ました。

　上記勧については、スラミング（注5）によ

る船首船底部の損傷実績を考慮し、海洋汚染防

止条約（MARPOL：注6）付属書｛／13規則にあ

るプロペラ没落・喫水およびトリム（注7）要

件のような規定をBulk　Ca函erにも適用し、適切

なバラストタンクの配置を確保することができ

ないか検討されました。

　上記（c）については、日本船主協会を通じて日

本の船社殿に実績調査をお願いいたしました。

その結果、荒天により船速は低下するが、保守

が良好に行われていれば、設計上のSea　Margin

　（約15％：注8）でその船倉低下は許容範囲内

（海面状態（Sea　State）が約9までで、約20％の

船速低下）にあるとの現状認識が示されました。

そこで、本件については現状の設計で適切との

結論を出しました。

♂「へ

4，第2回会合（2001年10月30日、31日）

　上記（a｝については、Bulk　Carrierの設計上考慮

しなければならない積付け条件とは何か、何を

強制として、何を船主と造船所との協議事項（そ

して、それはLQading　Manualに記載される）と

するか、等について審議されました。その審議

の中で、貨物の見掛け密度が1．0（t／㎡）で海

上人命安全条約（SOLAS：注2）上の要件が異

なること、均等積み（Homogeneous　Loadlng：

注3）と朝倉積み（Alternate　Loading；注4）で

は取扱いが異なること、多港積み（Mu1Uple　Port

Loading）をするか否かによって要件が異なるこ

と等の問題が抽出され、全てのBulk　Ca囲erを共

5，第3回会合（2002年4月16－18日）およびそ

　の後の追加審議

　前会合までの結果に基づき各船級協会で検討

した資料を持ち寄り、より安全で積付けに自由

度のあるBulk　Car質erの設計条件を決めるため、

次の通り審議が行われました。

（1）付記符号および設計条件の統一

　　Bulk　Carrierに対する付記符号の統一および

　積付け状態／バラスト状態に対する設計条件

　の標準化に関し、統一一規則が作成されました。

　1）付記符号の統一

　　　各船級協会で付与しているBulk　Carrier

　　に対する船級符号の付記を、船主殿および
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　傭船者などのユーザーがその設計条件を容

　易に理解できるよう、設計貨物比重・積付

　条件等の設計条件に応じた付記符号を、新

　造船に対し次の通り統一することとしまし

　た。

BC－A：貨物の密度が1．0（t／nf）以．．ヒの高密

　　　　度貨物を「隔山積み」する船に対応。

　　　　鉱石専用船など。

BC－B：貨物の密度が1．0（t／ni）以上の高密

　　　　度貨物を「均等積み」する船に対応。

　　　　石炭専用船など。

BC－C：貨物の密度が1，0（t／㎡）未満の貨物

　　　　を「均等積み」する船に対応。穀物

　　　　（グレーン）等。

　なお、上記の付記に加え条件により次の追加

の付記および注記を加える事としています。

　　i）BC－A、　BC－Bの場合で、貨物の密度

　　　（pc）を3．0（t／nf）より小さい値に制限

　　　して設計された場合、その制限値1ρc

　　　＝…｝を追記する。

　　h）多港積み・揚げ（Multiport　loading／un－

　　　loadlng）を行うことがない場合、｛no

　　　MP｝を追記する。

　　iii）BC－Aの場合で、特定の組合せで空倉

　　　とする場合、空倉となるホールドの組合

　　　せを注記する。

　2）設計条件の標準化

　　　第1回会合で問題提起された前記3．の

　　（a）および㈲への対策として、“設計として考

　　目すべき積載・バラスト状態の標準イビおよ

　　び」バラスト状態の船首喫水・プロペラ没水

　　率の標準化”について検討を行い、次の通

　　り統一規則を作成しました。

　　（a／設計として考慮すべき積載・バラスト

　　　状態の標準化（積載貨物質量の線図作成）
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　積付倉、空倉、バラストホールドのそ

れぞれに対して、次のi）からv）に例

示する状態を標準の設計条件として定め

ました。これらの設計条件は船主殿がBulk

Can・ierを運航するに当たって、船倉内貨

物の積載上の制限を合理的な範囲で少な

　くすることに主眼を置いて決められてい

　ます。

i）設計上の最小見掛けの貨物密度（所謂

Hold　Y）を1．0（t／㎡）とする。

n）高密度貨物については、荷役上の過積

　みに対する余裕分を考慮する。（均等積み　　）

　時の当該ホールド積載質量の10％相当分）

iii）均等積みから或いは均等積みへの多港

　積み・揚げを標準条件として考慮し、い

　ずれの貨物倉も最大喫水の2／3の喫水

　において均等積みに相当する積載質量を

　積付けることができ、かつ、5／6の喫

　水において土倉とできるように設計する。

iv）均等積みから或いは均等積みへの多港

　積み・揚げにおいて隣接2倉が連続して

　積付け倉または空倉となるような状態を

　考慮して、いずれの貨物倉も最大喫水の

　2／3の喫水において連続する2倉に均

　等積みに相当する積載質量を呼付けるこ

　とができ、かつ、3／4の喫水において　　）．．

　連続2倉を目口とできるように設計する。

積載貨物量の線図（Hold　Mass　Diagram）サンプル

Minimim　draught
aヒwhich　cargo　hold

may　hold　max．　mass

eや5う．∵

灘二面副脾喋欝藩

MaXlm］m
allowab8mass

撚・一一鵬糖厚膜
　　　Minimim　draught

匝 團
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（

v＞港内での積み・揚げ荷状態（単独倉お

　よび隣接2倉）として、いずれの貨物倉

　も単独倉に対しては最大許容貨物積載質

　量を、隣接2倉に対しては均等積みに対

　する積載質量を、最大喫水の2／3の喫

　水において積付けることができるように

　設計する。

㈲　バラスト状態の船首喫水・プロペラ没

　水率の標準化

　　No㎜al　ballastおよびHeavy　ballast状態

　に対する設計上の喫水要件を定め、その

　喫水に対応した船首船底補強を要求する

　こととしました。

　　i　バラスト専用タンクのみに涯水した

　　通常バラスト状態での設計条件

　　・プロペラ春水：完全没水

　　・船尾トリム：但し、0．015L（船の長

　　　さの1．5％）以下とすること。

　　　・船首船底補強にあたっては、このバ

　　　ラスト状態を考慮する。

　U　荒天時バラスト状態（バラストホー

　　ルドに1張属してよい）に対する設計条

　　件

　　　・プロペラ没水；プロペラ中心から海

　　　面までの垂直距離をプロペラ直径の

　　　6Q％以上とすること。

　　　。船尾トリム：但し、0．015L以下とす

　　　ること。

　　　・船首喫水：0．03L（船の長さの3％）

　　　　または8mの小さい値以上であるこ

　　　　と，（この要件は追加審議により加え

　　　　られた）

3）適　用

　　前述の1）および2）の適用は次のとお

　りとなっています。

（a）2003年7月1日以降に建造契約される

　150m以上の全てのBulk　Carrlerに適用す

　る。（現存船に関．しては適用しない。但し

　本設計条件を全て満たすものに関しては

　付記符号を与えても可と合意されている。）

㈲　本統一規則で与えられる積付け状態に

　おいて、縦強度、局部強度、復原性の規

　則要件に適合しなければならない

　本件は、本年6月に開かれたIACSの理事会で

合意され、その後バラス．ト状態について若干の

修正を加えた上でIACSの統一規則（UR）S25と

なりました。NKにおいては船体専門委員会で規

則化の検討を始めています。

（2）洋上でのバラスト交換（BWE：BallastWater

　Exchange）

　　BWEに関しては現在IMOの海洋環境保護

　委員会（MEPC：注9）で議論しているため、

　現段階ではその審議を待つこととし、操作要

　件などIACSとして対応すべき項目があれば、

　IACS内の作業部会で適宜検討していくことと

　しました。

（3）　1重船側vs　2重船側

　　Bulk　Carherの2．重船側化についても審議さ

　れました。一部の船級．協会はTankerにDou－

　ble　Hu11（2重船倉）が脂性1化されたように、

　Bulk　Carrierでも安全性向上のため2重船側を

　強制化すべきではないかと主張しました。し

　かし、今までの設計において必ずしも2重船

　側が安全性向上に寄与するとの結論は無く、

　重量増加やメンテナンスの問題なども絡んで

　くるため現段階で強制化することには疑問と

　の意見が大勢を占めました。審議の結果、

　IACSとしてはとりあえず、設計や操船．．ヒ、2

　重船側と1重船側それぞれで考えられる問題

　点や効果に関しての客観的な長所短所比較表

　（Pros　and　Colls　Table）を、関係者の今後の
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検討資料として作成することとしました。こ

の比較表は現在IACSのWeb　site（www．iacs．

Qrg．uk）に掲載しています。

6．Bulk　Carrierに対する8つの方策との関係

　IACSは、本年3月15日目Bulk　Carrierの更な

る安全強化策として、8つの方策と称する安全

対策を打ち出しました。（詳細はhttp二〃www．

dassnkorjp／hp／topj，asp　NKテクニカルインフォ

メーションTEC－045コ口参照願います。具体的な

適用規則はこの稿を執筆した時点では検討中で

す。）

　この8つの方策はBulk　Carrierの重大海難事故

を調査した上での事故防止を目的としているの

に対し、今回作成したURS25は、前述の通り、

航行の安全を考慮した上で、船主または運航者

の立場から口付け上、運航上の自由度ができる

だけ多い船を設計段階から確保すること並びに

それらの条件を解り易く示すことによって、安

全性の向上に資することを目的としています。

7．あとがぎ

　SC／BCSの議長協会として、また世界のBulk

Ca頃er船腹量のおよそ25％の登録船を保有して

いる船価会として、NKはSteering　Co㎜i仕ee

での検討において中心的な役割を果たすことが

要求されました。統一規則の作成にあたっては、

NKの損傷実績データベースからのフィードバッ

クを有効に活用するとともに、実際の運航での

問題点や実状調査に付き邦船船社殿の’協力をい

ただきました。この場を借りてお礼申し上げま

す。
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注1：IACS（International　Association　of　Classt且cation

　　　SocieUes）

　　　　国際船級協会連合。1968年10月に設立。船級

　　　協会全体として共通の目的を達成するための協

　　　力・協議、他の国際団体との連携に当たること

　　　を目的にした、11ヶ国の船級協会からなる。IACS

　　　加盟船級協会の扱う船腹量は世界商船の約9G％、

　　　4億G／T。検査件数は年間50万件、5，000名を

　　　超えるサーベイヤーを抱え、世界各国に1，500以

　　　一hの事務所を構える。船体の安全確保とともに

　　　技術的適合要件の主要な取得の促進等を目的と

　　　する。

注2：海上人命安全条約（SOLAS）

　　　　The　Interna琶onal　Convendon負）r仕1e　Safety　of

　　　U語at　Sea（SOLAS）。航海の安全を図るため船

　　　舶の検査、証書の発給などの規定を設け、船舶

　　　の構造、設備、救命設備、貨物の積み付けに関

　　　する安全措置等の技術基準を定めた条約。1974

　　　年採択。我が国は1980年5月に批准。

注3：均等積み（Homogeneous　Loading）

　　　　ばら積み貨物船に貨物を積む際、区分されて

　　　いる船倉に均等に積むこと。

注4：隔倉積み（Altemate恥ading）

　　　　ばら積み貨物船に貨物を積む際、区分されて

　　　いる船倉一・つ置きに積むこと。

注5：スラミングー種の水桶作用で、波長・波高と

　　　もに大きい海面を高速で走ったとき、船首船底

　　　部が波面から離れ、次の瞬間に激しく波面を叩

　　　く状態のこと。

注6：海洋汚染防止条約（MARPQL）

　　　　International　CQnvendon　fbr　the　Prevendon　of

　　　Pollution丘Qm　Ships（MARPOD。MAR王NE　POL

　　　LUTIONの頭文字をとってMARPOL条約と称す

　　　る。海洋汚染の防止を目的に、船舶の構造や汚

　　　染防止設備等の技術基準を定めている。ユ．973／

　　　1978条約が作成され、1983年10月2日に発効。

　　　油タンカーはじめ各種の汚染を段階的に規制す

　　　るのに貢献している。

注7　トリム船首の喫水と船尾の喫水の差。

注8：シーマージン　常用速力で海象等の影饗により

　　　馬力増加を見込んだ余裕を収っておくこと

注9：MEPC（Marine　EnvirQnment　Protec亘on　Com－

　　　mittee）

　　　　海洋環境保護委員会。IMO　（国際海事機関）

　　　の常設委員会。地球環境保護の立場から、船舶

　　　による海洋ならびに大気汚染防止に関する調査、

　　　審議、規則を策定する委員会。

）「

）



δあねある記
船会社の仲問たち

第＠回
　　譲　　澤’

（、

藤
、

今回、登場して頂くのは

　　　　　日鉄海運（株）営業部営業課課長
　　　　　　お　いえひで　き
　　　　　⊃御家秀貴ざん（3g歳）です。

　『「．ヒ．『．一．圃

3，御社の自慢といえば？

1，所属部署の業務は主にどの

ようなものなのでしょうか？

　ケープサイズにて鉄鋼原料関

係を中心に営業する部署です。

私は主に営業企画関連業務を担

当しています。船隊整備計画を

はじめとする中長期計画の策定

と新造船および売船関係です。

　当社は鉄鋼原料を中心に輸送

する会社ですので、当然ながら

20万トン超の鉄鉱石専用船です。

現在3隻保有していますが、そ

の雄大さだけ．でなく、荷主にき

め細かなサービスを提供すべく

運航・荷役等の効率化技術が詰

まった船です。よく走ってくれ

ます。

．〔

2．これまでの会社生活の中で

一番の思い出といえば…？

　かれこれ10年前になりますが、

営業の引き合い担当であった当

時、マーケット環境が非常に厳

しく、毎日辛い引き合いばかり

でした。大変でしたが良い経験

でした。…本当に暗かったな…

苓

4　今後チャレンジしてみたい

仕事について教えて下さい。一

　やはり大型鉄鉱石専用船の新

造です。より競争力ある船隊を

拡大整備していきたいです。あ

とは社長業ですかね、一度は経

営者になり経験してみたい。

日鉄海運㈱の事業概要

　E羽虫汽船と日鐵海運が、平成2年12月に合併し、

「日鉄海運』として新発足。新日本製鐵㈱の直系

海運会社として、鉄鋼原料輸送を柱とした撒積み
貨物の輸送に従事。20万トン超の鉄鉱石専用船3
隻をはじめとして、ケープサイズ・パナマックス
・八ンデイマックスを中心に営業活動を拡げ、欧
州の荷主のみならず、国内電力炭輸送分野でも実
績を伸ばしている。支配船腹量・220万トン（DW丁）、

輸送数量・26百万トン（平成13年度）、
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　　　　　　張りあった。

　　　　　　　　シドニーを出てポートモレスビー寄港、モリシヤス

　　　　　　島のポートルイスに向かった。数日後に島が見えて

　　　　　　きた時、二流士は、報告もせず位置もいれず、ボン

　　　　　　ヤリ見ているだけ。島の北側から近づき針路を変更

　　　　　　すると、とんでもない所に平然と位置を入れる。後で

　　　　　　解ったことだが、とも（船尾）からタグボートニ隻に一

　　　　　　　度に一本ずつのロープを渡せなかった程の素人で

　　　　　　　あった。

　　　　　　　　入港準備をして、航路に入る直前、パイロット待ち

　　　　　　　となり、アスターン（後進）をかけたら、エンジンルー

　　　　　　　ムよりアスターンが掛かりませんとの事。スローで来

　　　　　　　ていたのでストップエンジンで防波堤まで1マイル

　　　　　　　で停まったが、浅瀬に向かって流されていくので、

　　　　　　　近づいたらアンカー入れようとスタンバイしていたら

　　　　　　　今度は沖に流され始めたので、そのまま流されるこ

　　　　　　　とにした。パイロットは一時断り、3時間ほど修理に

　　　　　　　費やし、テスト後入港したが、これが完全に修理で

　　　　　　　きてなく、南米の港で二回2錨を投下した。

　　　　　　　　入港時は常にヒヤヒヤものであった。8ヶ月後、

　　　　　　　日本に貨物が有り帰る事が出来たが、その時ドック

　　　　　　　の人に見てもらったらすぐに完治した。

　　　　　　　　この時の機関長は工業学校出身で船には今一

　　　　　　　っ堪能ではなかったが、…・航士と同様礼儀正しく、

　　　　　　　なかなかの紳士であり、船内の揉め事には積極的

　　　　　　　に取り組んでくれていた。

　　　　　　　　4ヶ月も経つと一緒にトランプしたり、食料の買い

倫

付けに行ったりで楽しく過ごせた。

　一航海終了してシドニーに戻り、一航士と韓国乗

組員の交代がきた。その中に甲板手が一・人いた。

これは念の為と新任の一戸士に舵取りのテストをさ

せた。テストしに二人は船橋に上がって行ったが、

3分もしたら一概士が降りてきて、一寸船橋に来て

号令してください、と言うので行って号令してみた。

’E

Xターボード”（注1）と言うと、甲板手は“ヘッ？”勿

論舵は動いていない。“ポート”“ヘッ？”もう一度言っ

ても“ヘッ？”

　二航士に来てもらい話をしたら、甲板手はしたこと

も無い、との事。交代も考えたが時間的にどうしても

間に合わず、他に舵を取れる甲板員もいず、仕方な

く二四士が付きっきりで一・日中操舵の練習。

　一航海目はそれ程でもなかったが、二航海目は

ひどいのが多かった。これは丁度韓国オリンピック

の時で、陸上で十分な仕事があり乗組員の質が落

ちたらしい。中には殴ったり出刃包丁持って追っか

けまわしたりする者もいた。

　さて、この甲板手にはもう一つ話があった。

　サントス着岸中に清水200屯（タンクはフル）補給

した時のことである。昼前に．入港、昼から補水開始

）

）
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した。夕食時に代理店の人と出かける時にまだ清

水を取っていたので尋ねると、他船も取っているの

であまり入ってこない、との返事。2200時頃帰船す

ると、まだ取っていたので再び尋ねると、約半分位と

の事。翌朝朝食に行くと、一機士が“船長、とも（船

尾）に来てください”と慌てて言うので一緒に行って

みた。ステアリングエンジンルーム（操舵読響）のド

アを開けようとすると、一機士は、一寸待てと私の代

わりに恐る恐るドアを開けた。驚いた事に足元まで

水がきており、ステアリング装置は水没、上部にある

セルシンモーター（操舵駆動用モーター〉が頭を覗

かせているのみ。ステアリング装置の一段下の非

常用ポンプは勿論の事、水没。サイドに置いてあっ

たペンキの空缶、ロープもプカプカ。

　原因は飲料氷タンクは中甲板下にあり、その測深

管（注2＞は中甲板にあり、測1果後蓋を締め忘れ、つ

いでに引継ぎにも忘れ、次の例の甲板手が当直に

当たって測深はせず舷門（注3）に居て上甲板に出

ているエアーパイプから清水の噴き出すのを待っ

ていたようである。従って、待っても待っても噴き出さ

ず、その内ステアリングルームまで清水を取ってし

まう事になった。

　この日は日曜日で荷役は無かったが、トラブルの

多い港なので代理店員の自宅の電話番号を聞い

ていたので即電話して排水ポンプを持ってきてもら

い、ビルジポンプ（注4）と一緒に排水した。真夜中

OlOO時頃排水終了した。後、電動モーターは分解し

て乾燥室に入れ、スイッチボックスはカーゴランプ

2台で乾燥させ、月曜日夕刻の出港には何とか間

に合ったが、電線はビニールカバー（ビニールホー

ス）のなかにあり、未だに水滴が見えていた。金く恐

ろしい話であるが、清水であったのは不幸中の幸

いであった。非常用ポンプもうまく作動した。

　まだ色々あるがこの辺にして……。

　現在では韓国は立派に成長し、給料も高くなり、

従って傭船の乗組員も減少し、フィリッピン人等に取

って代わったようであるが、そこも成長し、その他の

7つの海のこぼ物話 檬
縫
騨

国の安い給与の乗組員が多くなっているようである。

　現在商船学校の教官をしているが、日本人の乗

組員は需要が少なく、就職は非常に難しくなってい

る。就職の出来ない学校には希望者は少なくなって

おり、学力も低下していることは既にご存知のことで

あろう。商船学校ばかりではなく“ゆとりの教育”の為

という人もいるが、昨年より教鞭を取ってみて驚いて

いる。また、他校も似たり寄ったりと聞いている。現状、

会社が求めている日本人船員とは、船に乗って知

識を得たら陸上勤務し、船、乗組員、修理、配船そ

して各種交渉事をうまく捌ける人であろうと、考える。

にもかかわらず、以前より勉強しなくなった、英語が

出来ない、となると、この仕事もそれなりに商船学校

出でなくても良くなってくる。また、他国の乗組員が

上手であれば、それも取られかねない。

　なんとも悲観的見方ではあるが、現実を見て、商

船大学が二つとも無くなってしまうのを見ても解る。

何とか日本人船員の少数精鋭を守って行きたいも

のである。

注1　StarbDard：舵を右へ回して船首を右に回頭させる事。

注2　タンク内の水の量を測るための測深棒を導くために

　　　タンク上部（ここでは中甲板）から下方へ取り付けら

　　れた管。

注3　船の舷側の出入口（乗船口）。

注4　船底に溜った汚水（ビルジ）を排出するポンプ。

一
．
1

一藝
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g日本、韓国、シンガポール、香港の4船主

／協会による「アジア船員雇用者グループ」

6準備会合が海運ピルで開催された。

日（P．晦運ニュ＿ス国際会議レポ＿ト参照）

23国際海事機関（IMO）第7回危険物・固体貨

日物・コンテナ小委員会（DSC）がロンドンで

　　開催された。

　　（P．6海運ニュース国際会議レポート参照）

24国土交通省は・2001年のわが国クルーズ人

日口等の動向について取りまとめた。これに

　　よると日本人乗客数は約20万人で前年比

　7．3％減少し、このうち外航クルーズ乗客数

　　は約11万5千人（対前年比11．6％減）．、内航

　　クルーズ乗客数は約8万5千人（同0．7％減）

　　となった。　　　　　　　　　　　　　　　　’）r

26財務省関税局は、米国関税庁が進める海上

日コンテナ安全対策「コンテナ・セキユリテ

　　ィー・イニシアチブ（CSI）」に参画するこ

　　とで合意した。

g国際海事機関（IMO）海上安全委員会（MSC）

～テロ対策中間作業部会がロンドンで開催さ

董3れた。本会合は米国同時多発テロ事件を契

日機とした醇頒におけるテ。対策のため、

船舶や港湾の保安計画の内容などについて

具体的に検討された。

10国ニヒ交通省は・2002年6月末現在の内航船

日腹量を発表した。現有船腹量は6，870隻（対

　前期2002年3月末比2．1％減）、3，878千総ト

　　ン（同1．4％減）、6，958千重量トン（同1．8％

　減〉となった。

29米国西岸の港湾労使間で行われていた労働

日協約改訂交渉で、使用者団体のPMA（太平

　洋海事協会）は、港湾労組のILWU（国際港

　湾倉庫労働組合）が荷役業務のスローダウ

　　ン戦術に出たことから、同日夜から西岸全

　29港でロックアウト（施設封鎖）に踏み切

　　つた。

）

10国土交通省は・8月中のポートステートコ

日ントロール（PSC）で国際条約で定める基準

　に抵触し、業務命令や航行停止処分の対象

　　となった船舶が43隻あったと発表した。
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　　9月の定例理事会の模様

（9月25日、日本船主協会役員会議室にて開催）

　　　　　　　会員異動

○　社名変更

　平成14年10月1日付

　　NYKグローバルバルク株式会社

　　　　　　　　　　　　　（京浜地区所属）

　　（旧社名　東朋海運株式会社）

　平成14年10月1日付

　　株式会社ジェネック　（九州地区所属）

　　（旧社名　北九州運輸株式会社）

　平成14年9月25日現在の会員数104社

　　（京浜地区67社、阪神32社、九州5社）

　　（P．2シッビングフラッシュ参照）

3．国際船舶制度のその後の動きについて

4．規制緩和要望について

5．海事保安問題について

　　（P．9海運ニュース参照）

6．第10回日韓船主協会会談の開催について

7．ASFシッビング・エコノミックス・レビュ

　一委員会（SERC）第11回中聞会合の模様につ

　いて

　　（本誌2002年9月号海運ニュースP．2参照）

港湾物流委員会／タンカー部会／

　　総務委員会合同報告事項

1．海上災害防止センターの独立行政法人化に

　ついて

　　　　　　　総務委員会報告事項
（
　　　1．　「外国籍船上での犯罪等検討タスクフォー

　　　　ス」について

　　　　　（P．15海運ニュース参照）

　　　2．「除外率設定業種における障害者雇用推進

　　　　事業委員会」について

　　　政策委員会報告事項

1．平成15年度税制改正要望について

　　（P．2シッビングフラッシュ参照）

2．平成15年度政府予算要求について

　　港湾物流委員会報告事項

1．スーパー中枢港湾選定委員会の設置につい

　て

　国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議

会港湾分科会が、7月12日に取り纏めた『経済

社会の変化に対応し、国際競争力の強化、産業

の再生、循環型社会の構築などを通じてより良

い暮らしを実現する港湾政策のあり方　（中間報

告）』において、スーパー中枢港湾の育成が提案

された。

　スーパー中枢港湾構想は、近隣アジア主要港

湾の躍進により相対的に地位が低下している、

ぜんきょうOc診20a2§45
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わが国コンテナ港湾の国際競争力を重点的に強

化するため、現下の第9次港湾整備7ヵ年計画

において整備推進してきた中枢国際港湾などか

ら指定し、実験的／先導的な施策展開を官民連

携の下で実施することにより、アジア主要港湾

を凌ぐコスト・サービスの実現を図ろうとする

ものである。

　国土交通省港湾局及び海事局はスーパー中枢

港湾の育成のため、コンテナ港湾としてのコス

ト・サービス構造を変えてゆこうとする意欲と

見込みのある港湾又は地域の中から、国、港湾

管理者等が連携して港湾のコスト・サービス構

造改革の道筋がつくものについて、次期長期計

画期間中にスーパー中枢港湾の指定をすること

としている。

　選定委員会は指定に向けた作業の過程におい

て、国土交通省港湾局及び海事局に対して、専

門性の観点に加えて、透明かつ客観的な判断を

提示する役割を有し、日本船主協会より港湾物

流委員会　平野委員長が委員として参画する予

定。

2．パナマ運河通航料の引き上げについて

　　　政策委員会／

海務委員会合同報告事項

1．羽田空港再拡張問題について

工務委員会報告事項

1．バルクキャリアの安全問題について

　バルクキャリアの沈没事故が1980年代以降多

発したことから、船首部構造の強化および検査

強化プログラムがSOIAS条約の下で実施されて

きた。

　一方、英国政府は、1980年のダービシャー号

46⑬せんきょう06’2002

沈没に伴う公式再調査報告書（2000年11月）に

よる勧告に基づき、国際海事機関（IMO）にお

いて安全対策の検討に着手した。

　しかしながら、その後においてもバルクキャ

リアの沈没事故があり、特に2001年12月23日に大

西洋において沈没し全乗組員が行方不明となっ

たクリストファー号事故が、クリスマス直前の

悲劇として西欧社会の注目するところとなり、

IMOもしくは国際船級協会連合（IACS）の対応

の遅さなどが厳しく批判されるところとなった。

　このような状況を踏まえ、ロイズレジスター

をはじめとするいくつかの欧米の船級協会主導　　）

の下で、IACSは、2002年3月15日にバルクキャ

リアに関する8項目の安全対策を発表した。ま

た、IMOにおいても2QO2年5月の海上安全委員

会（MSC）において、バルクキャリア問題が緊

急の重要課題とされ、全貨物倉への浸水警報装

置の強制化が承認されたほか、船首乾舷嵩上げ

による予備浮力の確保、船首部ハッチカバーの

強化などの多くの安全対策が提案され、12月に

開催される海上安全委員会（MSC）において審

議される。

　当協会は、日本海事協会と事故原因と対策に

ついて協議を重ね、船首部からの浸水が原因と

なる事故は少なく、むしろ、船側外板の損傷に

よる浸水が多いことから、船体構造部材の強度　　）

が正しく評価されるよう検査の内容・方法の見

直しが最重要であることを、日本海事協会を通

じIACSに働きかけた。また、ハッチカバーにつ

いては、日本造船研究協会に設置された部会に

おいて事故原因を分析し、実効ある対策はハッ

チカバーそのものの強化（取り替え）ではなく、

船側外板の強化と横からの青波の直撃を防ぐ防

護壁（Break　water）、ハッチカバーの固定等であ

るとの見解を取りまとめた。

　当協会は、これらの意見をベースとして、9
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　　　月6日にIACS会長を東京へ招き意見交換を行う

　　　とともに、要望書を提出したほか、9月16日に

　　　ロンドンで開催されたICS等海運業界とIACS

　　　との意見交換会においても、資料を配布し現実

　　　的な対策とするよう再考を促した。また、12月

　　　のMSCにおけるわが国対応方針を、日本造船研

　　　究協会の部会で協議しているが、IMOにおいて

　　　は、技術的観点からの議論ではなく、英国を中

　　　心とする政治的なプレッシャーの下で改正案が

　　　まとめられてしまう可能性が高く、予断を許さ

一　　ない状況にある。今後さらに、ICS、アジア船主

　　　フォーラム（ASF）などを通じて、各国政府への

　　　適切な働きかけを促していくこととしている。

　　　　労務委員会報告事項

1．訂CW95条約への対応について

2．ILO統合条約について

3．国際船舶制度推進のための業務の囎日本船

員福利雇用促進センターへの一元化について

船員対策特別委員会報告事項

1．ITFミッションの来日について

2．アジア船員雇用者グループ準備会合につい

て（P．7海運ニュース参照）

　　　タンカー部会報告事項

1．日本タンカー協会の業務受け入れ後の活動

について（P．23囲み参照）

　　　近海内航部会報告事項

1．近海内航に関連する最近の問題について

　　（P．28近海内航コーナー参照）

外航船舶解撤促進特別委員会
　　　　　　　報告事項

1．国土交通省のシップリサイクル検討委員会

　について

2．IMO第48回海洋環境保護委員会　（MEPC）

への対応について

環境対策特別委員会報告事項

1．当面の活動について

　　陳情書・要望良臣（9月）

9月20日

宛先：自由民主党税制調査会

件　名：平成15年度税制改正要望

要旨：今年度末で期限切れを迎える船舶等の

　　　　特別償却制度の延長・恒久化等につい

　　　　て要望

　　　　（P．2シッビングフラッシュ参照）

　　　国際会議の予定（11月）

アジア船主フォーラム（ASF＞第1i回船舶保険委

員会

　　11月11日～12口　香港

第1回アジア船員雇用者グループ会合

　　11月18日　　　　シンガポール

IMO第89回理事会

　　11月25日～29日　ロンドン
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1，わが国貿易額の推移

、と
！

　　　（単位；10億円）

田運統計罵照一鷺騨照蕪

輸　出 輸　入
前年比前年同期比〔鰯

年　月
（FOB） （CIF） 入固出超

輸　出 輸　入

1985 4L956 31，085 10β70 4．0 △　　3．8
199Q 4L457 33，855 7，601 9．6 16．8
1995

41，530 31，548 9，982 2．6 12．3

1999
47，547 35，268 12，279 ▲　　6．1 ▲　　3．8

2000
51，654 40，938 10，7／5 8．6 16．1

2001
48，979 42，415 6，563 ▲　　5．2 3．6

20Dl年8月 3，829 3，520
309

▲　　8．9 ▲　　2．2
9

4，162 3，119 1，043 ▲　11．0 ▲　　7．9

10
4，073 3，612

461 ▲　　9．0 ▲　　4．6

11
3β89 3β97

492
▲　　9．2 ▲　　7．9

12
3，961 3，301

659
▲　14．5 ▲　13．4

2002年1月 3，559 3β75
184 ▲　　1．8 ▲　　9．3

2
4，021 3，235

785
▲　　4．2 ▲　　2．6

3
4，773 3，506 1，266 ▲　　3．0 ▲　12．6

4
4，402 3，567

835
1．7 ▲　　2．8

5
4，152 3，534

618
8．8 ▲　　5．5

6
4，430 3，208 1，222 7註 ▲　　5．1

7
4，397 3，647 750 8．9 0．7

8
4，068 3，426

642
6．2 ▲　　2．7

（注）　則．務省貿易統計による。

3．不定期船自由市場の成約状況

2．対米ドル円相場の推移〔銀行間直物相場）

年　月 舗）平均 最高値 最安値

1990
144．81 124．30 16D．10

1995
94．06 80．30 104．25

1997
121．00 111．35 13／．25

1998
130．89 114．25 147．00

1999
113．91 111．28 116．40

2000
107．77 102．50 114．90

2001
122．10 U3，85 131．69

2001年9月 118．91 116．78 121．72
10

121．32 119．65 123．10
11

122．33 120．24． 124．33
12

127．32 123．65 131．69

2002年1月 132．66 130．75 ／34．69

2
133．53 132．46 134．46

3
131．15 127．82 133．61

4
131．01 127．97 133．28

5
126．39 123．96 128．88

6
123．44 119．22 125．67

7
n8．08 115．92 120．56

8
119．03 116．91 120．82

9
120．49 117．48 123．44

（単位千M〆T）

区分 航 海 用 船
A疋期 用船

ム　　計 連続航海
シングル

（品　目 別 内　訳）

年次

口 航　　海
穀物 石炭 鉱石 スクテグ 砂糖 肥料 その他 Trip Period

1995 172，64．2 4，911 167，731 48，775 52，371 57，261 1，526 1，941 5，D54 803
154，802 49，061

1997
195，996

2P663
193，333 46，792 67，192 66，551 1，D59 3，724 7，312 693 ユ6D，468 43，240

工998 186，197 L712 184，621 41，938 69，301 64，994
836

3，800 2，499 1，280 136，972 24，700

／999 141，321 1β04 150，481 30，686 56，184 57β09
235

3，274 1，709 1，082 149，734． 39，581
2000

146，643
29182

92，089 26，147 46，549 67，431
198

2，185
182 L551 17Q，032 45，021

2001
153，824

39063
135，910 16，789 52，324 72，177

472
3，102

978 914 150，154 38，455

2002　1 12，765
240

12，525 1，643 4，536 5，810
54 391 71 20

16，713 4，152

2
12，782

120
12，662 1，420 4，095 5，996 l11 754 256 30 15，434 5，893

3
9，380

60
9，320 1，576 3，350 4，106

0 268 20 0
／5β62 5，236

4
13，261

0
13，261 1，897 3，326 7，410

55 415 125 33
12，945 4，545

5
12，510

240
12，2ア0 1，881 4，364 5，528

55 360 82 0
12，726 3，060

6
12，859

305
12，554 1，829 3，389 6，598

30 647 1 60
9，511 1，940

7
9，787

0
9，787

980
2，323 5，858

35 507 84 0
12，628 2，479

8
12β92

Q
12，392 1，282 4，065 6，192

34 7G9 llo G
1S，2i3 2，624

9
7，927

0
7，927 547 3，832 3，065

28 372 27 56 20，061 3，862

（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品日別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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B的7　〔年1　　　　　　19田　　　　　　　　　1999　　　　　　　　㎜　　　　　　　　　珊】　　　　　　　　2GQ2
1997〔年〕　　　　　　　1993　　　　　　　　司999　　　　　　　　　2脚　　　　　　　　　2DO1　　　　　　　　舶02

4．原油〔ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／色本 ペルシャ湾／欧米

月次 2QQO 2QQ／
2QQ2 2QQQ 2QQ1 2QQ2

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
．
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

65．00　48，00
U5．QO　54．00

W2．50　62．00
X5．OQ　78．OQ

撃撃戟D25　93，75

P12，5G　96．50

Pi2．50　98，00
P52．50112．50
P50．00128．00
P65．00113．50
Pア7，50164．50
P60．00140．00

118，00　80，00
X2．50　86．QQ

撃n3．00　88．75　　　　－

V5，00　57。00
S1．5Q　38．50

T5，00　43，50
U3．15　39．00
X2．OO　57．50
W5．00　40．00
S1．OO　33．5D
S0．50　36．OD

50，00　34，75
S2．5Q　37．50
R7．00　32．00
Q9．50　28．OQ
U2．00　39．50
R5．OG　29．50

TG，　GG　32．5G

@　　35，00
S5，00　3径．oo

50．00　40．00
T5．00　45．00
V0．00　55．00

W5，QQ　64．00
X2．OD　75．00

X5．OO　SG．GO

撃fO．◎Q　82．50

P20．00　90，00
P32．50105．OO
P30．00　105．00

P75．00125．OO
ﾊ42．50125．00

100．50　82．5Q
X2．5Q　70．OO
№c．00　70，00

W5．QQ　7Q．GO
U3．50　52．50

S0．oo　35．eG

T5．OQ　42．50
T7．50　38，50

W2．50　50．00
V0．00　37，50
R5．OO　32，DD
S0．00　35．00

40．00　35．00
S0，00　36，25
S0，00　30．OO
R工．OQ　27．5Q

S8．75　33，00
S2．5G　31．oo

R8．75　29．5G
R2，50　28．00

S2．50　28．00

（注）　①日本郵船調査グルー

@　　　もの．　④グラフの値はいずれも最高値。

プ資料による。②単位はワールドスケールレート・ ③いずれも20万D〆W 以上の船舶による

．〔

5，穀物（ガルフ／日本 ・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）　　　　　　　　　　（単位：ドル／トン）

ガルフ／日本 北米西岸／日本 ガルフ／西欧

月次 2001 20（＞2 200／
2002 2001 2002

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

22．50　21．50
Q2．25　21．OO
Q2．80　22，70

Q2．25　2L50
@　24．00
@　23．25

P9．50　18．75
P8．90　17．75
P8．60　17．50
P8．35　17．50
P7．25　工6．75

P725　工5．8G

18．85　17．20
P8．60　16．80
P9．90　18．40
Q2．00　20．00
Q2．00　20．90
P9．25　17．95

P8．90　17．60　　　

@　23．95

　　＝

@　＝
P4．10　13，50　　一

@　　@　ll．00

@　＝

@　＝

　10．75@1Loo
@　＝
@　12．25　　一

P1．90　11．25

@　＝

　　一
@　12．OO

@　＝
P8．00　14．60
P8．00　17．00

@　－@　12．25

@　＝
@　10，35
W．60　　8、50

9，15　　8．88
X．25　　8．GG　　－

P7．OQ　／5．oo

@　13．07
P1．35　10．75

@　＝　　一

〔注）①日本郵船調査グループ資料による。 ②いずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの。

③グラフの値はいずれも最高値。
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6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単位　ドル／トン）

ハンプトンローズ〆日本（石炭） ツバロン〆日本（鉄鉱石） ツバロン〆西欧（鉄鉱石）

月次 2001 2002 2001 2002 2001 2002

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

＝
＝
＝
＝
＝
＝

二
二
＝
＝
一

＝
＝
二
9
．
2
0
－
5
．
4
0
＝
一

一8．50

＝
＝
∴

8．45　　7．20
W．00　　　6．35

V．50　　5．85
U．85　　5．75

@12．10
U．65　　6．05

T．89　　4．50
S．40　　4，25

@　＝
@　4．85
@　4．3Q

6．30　　4．40
T．15　　4．50

@　－
@　5．50
U．85　　4．60
S．75　　4．60

@　4．45
@　7．90
X．25　　8．90

（注）①日本郵船調査グループ資料による。

　　③グラフの値はいずれも最高値。
②いずれも8万D〆W以上15万D〆W未満の船舶によるもの。

7．タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 数
月次 2000 2001 2002

VLCC 中型 小型 H・D H・C VLCC 中型 小型 H・D H・C VLCC 中型 小型 H・D H・c

1
2

48．0
T3．3

92．8
P07．8

126．2
P4／噛】．

145．9
P54．3

148．4
P69．9

151．8
P17．2

217．3
Q05．8

346．3
Q30．5

277．4
R22．9

371．0
S00．2

39．9 86．9 126．1 165．3 1．48．1

3 58．3 l15．7 163．7 167．3 189．4 86．7 158．4 238．9 294．7 347．8 39．4 85．6 115．8 158．8 149．9
4

69．6 134．9 195．7 185．6 196．8 94．1 171．3 272．0 299．0 264．4 36．0 91．3 116．6 164．2 148．5
5

81．4 126．9 177．4 187．O 205．3 81．4 160．3 ／90．5 295．7 262．7 36．4 105．4 143．9 194．2 178．86
95．8 135．6 174．1 194．3 210．0 60．7 132．3 182．8 242．2 264．1 49．9 89．9 159．1 204．0 177．ユ

7
100．9 153．1 244．9 261．3 215．1 52．2 114．2 13D．1 223．6 213．8 40．1 96．8 130．2 200．8 158．08 105．5 196．5 265．5 243．4 233．9 50．8 111．3 1d8．0 204．3 208．2 44．6 83．3 131．5 166．8 171．39
128．6 ／go．9 269．2 229．5 254．6 73．7 110．7 153．6 210．O 187．110
136．2 165．1 194．1 217．3 264．9 44．1 98．4 136．1 162．8 191．6

11
P2

134．3
P60．1

204．7
Q09．8

267．0
Q64．6

240．9
Q72．0

257．8
Q83．1

39．4 94．0 128．1 140．8 149．3

平均 97．6 152．8 206．9 208．2 219．1 77．4 143．1 196．1 240．0 260．0

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルは

　　　ロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併〉②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃指数
　　の5区分については、以下のとおり　④VLCC＝15万トン以上　⑰中型＝7万～15万トン　◎小型：3万～7万トン
　　㊨H・Dヨハンディ・ダーティ＝3万50DOトン未満　講H・C＝ハンディ・クリーン：全船型．
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8，貨物船用船料指数

貨物 船航海 用船料 指数 貨物 船定期 用船料 指数月次 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1

209．0 189．0 166．0 190．O 193．0 195．0 347．0 277．0 231．0 222．O 264．0 227．0
2

197．0 186．0 170．0 191．O 198．0 199．0 332．0 254．0 229．0 231．O 267．0 232．D
3

199．0 171．0 169．0 190．O 195．0 199．0 341．0 260．0 219．0 231．0 260．0 223．0
4

197．0 ユ．73．0 1．72．0 19LQ 2QQ．O 199．Q 354．O 262．G 221．0 246．o 258．Q 259．O
5

190．0 173．0 173．0 王93．0 206．0 207．0 342．O 262．0 238．0 252．0 262．0 229．O
6

184．0 175．0 176．0 202．0 2σ5．0 2Q2．0 326．0 292．0 238．0 251．0 272．0 244．0

7
183．0 167．0 179．0 202．0 204．0 一 338．0 266．0 226．O 264．0 267．0 一

8
196．0 165．0 178．Q 203．0 192．0 201．0 330．0 210．0 233．0 267．0 253．0 240．0

9
ユ90．0 164．0 185．0 206．〔〕 193．0 327．0 208．0 238．0 271．0 248．0

10
191．0 165．0 185．0 207．0 195．0 316．0 222．0 241．0 290．0 249．O

11
189．0 170．0 195．Q 206．0 195．0 290．0 231．0 254．0 278．0 227．O

ユ2 186．0 168．0 192．0 200．0 195．0 294．0 232．0 237．0 26ア．0 231．O

平均 192．6 172．1 178．3 198．4 197．5 328．1 245．5 233．7 255．8 254．8

（

〔注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル
　　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併〉②航海用船料指数は1965．7－1966．6冨100定期用船：料指数は
　　　　1971忌1000

9．係船船腹量の推移
2000 2001 2002

月次 貨物 船 タンカー 貨物 船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数 千G〆T 千D／W 隻数千G内「干DハV 隻数 干G〆T千D．八V 隻数
千G、’．．．T

千D／W 隻数千G〆「．T千D／W 隻数千G／T千DハV
1 333

3，252 4，B4
46 L265 2，292 265 2，354 2，775 虹

784 L477 242　　1，754　ユ，966 40　7921，528
2 313

2，984 3，758
46

1，192 2，221
259

2，194 2，4．97 39 739
1，382 232　　1，714　　1，899 40　666L2593 31D 2，94．9 3，680

46
1，192 2，22／ 258

2，174 2，489 40 971
1，883 229　　1，728　　1，887 40　6881，305

4 312 2，921 3，599
46

1，172 2，257 256 2，127 2，463
39 647

1，203 238　　1，896　　2，06／ 42　6921，310
5 305

2」73 3，381
43 914

1，698
247

2，063 2，3ア9 38 645
1，199 230　　1，763　　1，946 41　6351，199

6 299 2，69D 3，269
42

ユ」27 2」94
243 2，031 2，341 37 644

1，196 221　　1，74．2　　1，936 42　6371，202

7 291
2，63Q 3，225

41 865
1，639

236
1，837 2，1ア3

37 644
1，196 222　1，678　1，874 43　8321，657

8 286
2，622 3，224 4．0 813

1，552
248

1，818 2，106 35 6！9 1，154 223　　1，667　　1，861 471，4753，004
9 280 2，569 3，183

40
8／3 1，552 243

1，745 2，032
38 868

1，667
10 292 2，618 3，185

44
1，14．0 2，201 237 1，682 1，965

37 863
1，661

11 289
2，574 3，135

42 877
1，644

238
1，722 1，996

38 864
1，681

12 271
2，429 2，914

40 779
1，471

243
1，820 2，147 41

1，054 2，083

（注）　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。
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編7集∵後． 記

　最近、船が題材となったマスコミ報道に良い

話題を見かけない。タジマ号事件、不審船・工

作船、台風による座礁、イエメン沖での仏タン

カー爆発など。米国西岸での労使紛争による港

湾封’鎖は、外航海運が米国や日本、アジアの経

済に果たしている役割の重要性を垣間見せたか

もしれないが、決して良い話題ではない。いう

までもなく、旅客輸送がメインの鉄道や航空で

は、一一般の人たちの関心が高いため、取り上げ

る話題には事欠かない。

　広報を担当して3年が過ぎた。入社以来、業

務上で商売と関係ない方との接点はほとんどな

かった。ところが、この3年間にマスコミの記

者から小学生まで、多くの方々に会う機会があ

った。しかし、残念ながら皆さんに海運は殆ど

知られていないことがわかった。記者さんは担

当する運輸業の中で、話題の少ない海運を取り

上げてくれることは少ない。学校では、海外か

ら資源や食料を輸入し、製品を輸出するという

視点から海運を紹介しているが、その実態には

触れる余裕はない。

　海運業は「BtoB」の業種であるため、我々は

商社やメーカーなどの荷主さんとの問で粛々と

商売を続けていればよかった。日本の産業を支

える縁の下の力持ちとは言い古された表現だが、

我々にもその自負があり動機付けにもなってい

たと思う。しかし、企業の社会的責務がクロー

52§ぜんきょうOff　2002

ズアップされ、いわゆるステークホルダーに多

くの情報を発信していかなければならない今日、

それでは済まなくなりつつある。今や我々の仕

事をもっと知ってもらわなければならない。

　そこで、まずは日本の将来を担う子供達に商

船を知ってもらうことに力を入れてはどうだろ

うか。実際に利用する鉄道や航空機などの交通

機関と比べ、子供達に船は知られていない。彼

らが商船をカッコいいとは思わないかもしれな

いが、見たこともないのではお話にならない。

シップウオッチングができる施設の紹介、図鑑

や絵本の企画、学校の副教材の制作、マンガへ　）

の題材提供、社会科見学や修学旅行の受入れな

ど、紹介できることはあるはずだ。最近はウォ

ーターフロントの再開発が進み、徐々に港が身

近になりつつある。とにかく、船を見てもらう

ことから始めたい。

　一企業では実現が難しいことだが、船協レベ

ルでは出来ることはありそうだ。硬派な広報誌

「せんきょう」を含め、船協の広報活動に協力

していきたいと改めて思う今日この頃である。

　川崎汽船株式会社

情報広報グループ課長

　　　　谷　信彦

｝．
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日本船主協会環境憲章

環境理念
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日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立

ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底すると

ともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があら

ゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、

環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に

寄与することに努めます。

行動指針
日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策

の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援

します。

　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1
．
　　　による一層の環境保全

　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航
2．

　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進

　　　省エネルギー・輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に
3．

　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理

　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船
4．

　　　舶リサイクルの促進

5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練

　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な
6．

　　　体制の維持・整備促進

　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への
7．

　　意識向上と環境保全への日常的取り組みの強化 竪
　　　　　　環境対策に関わる内外関係機関等との連携の強化および　　　…
　　　　8，
　　　　　　内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献　　　　　．獄、
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一り　一r｝H一田　・・）・W’　旧IH可一rの」U日7ロ∪1ヨ≡卸1又1勿叫門　　　　内　■、　　　．偉‘鵜　　γ「点−　−噸　　いNd．50瑳・アー�j嘆号　　　＾、雲写臥｛’β｝」（ドF『ゆi（」1“「、晶覇、1せんきょう　　　　　　10　　　0CTOBER　2002　　講：　　’1．糊寿．・提供　日鉄海運株式会社、今治造船株式会社写真上：造船所での総組全景写真下：竣工式を終え西豪州へ出航【船名　NSS　DYNAMIG】DATA船の種類：バルクキャリアー（石炭や鉄　　　　鉱石などを輸送する船舶）竣　　工＝平成14年6月29日全長＝316．94m型幅＝55．Om満載喫水（夏期〉　　　：18．125m総トン数：て18，305t載貨重量トン＝133，584t　F，　　難国際船舶制度についての所感日本船主協会常任理事三光汽船株式会社代表取締役社長【】松井毅1［亡妻’平成15年度海運関係税制改正要望2［塵三．．繭1，圭3．，1．部分風雨密ハッチカバーに係る隔離要件等が固まる一国際海事機関（IMO）第7回危険物・固体貨物およびコンテナ　小委員会（DSO）の模様について一2．アジア船員雇用者の声を世界に向けて発信一アジア船員雇用者グループ準備会合について一F■　▽　　　　　　「1．国際ルールとの整合性が焦点一米国における海事保安対策の検討について一2．「被疑者を速やかに上陸させるための措置」など7項目を要望一「TAJIMA」号事件に関する要望書を関係先に提出一3．海賊事件の発生件数は過去最高一2002年上半期IMB海賊レポートから一4．外航船舶からのCO2排出量は横ばい一日本経団連・環境自主行動計画第5回フォローアップについて一669．．　［．24［顎脚1．．海運税制の充実・改善について【海運税制キャンペーン】26　」　　rへ・「1寒ト1L．；．ll東南アジアの港湾に係る調査について00822　弘．・　　舞＿＿、．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36新造Bulk　Carrierに対する“統一符号”“設計条件”に関する統一規則の制定について�挙�本海事協会騒国際室　　　　言，糠憂　　　　　　ロごり　ぜ　　　　　　　　　　　　　む　いヌコで　き日鉄海運�渇c業部営業課課長【】御家秀貴41　■、E「」初めての船長　　　　　　　　　　。，，動ず．元�鰹､船三井船長弓削商船高等専門学校教授【塙木一二42海運日誌（9月）44船協だより　　　45海運統計編集後記8245囲み記事・タンカー部会の活動について（日本タンカー協会の業務受け入れ後の活動）　23．」」　　言　頭　巻　　国の肇〆慧§一「目“ーード鷲甦ーミ．臨叫・≒“一一じ・識議濡　コ聡隷認蹴縞歌“蹴凱富皿猛聡謙蕉訟苛黒割諏・軸」x二＝岱＝＝還獄訟罵撒ミミ℃“＼国際船舶制度についての所感里灘慮黙蕪二二松井　毅　　　　　　’鰻嵩瓢圏躍瓢諜織苫二己＝．皿二郡、．、、　　　本年7月に発表された海事レポートによれば、　　日本商船隊が漸増するなかで、日本籍船は日本　　商船隊の5，6％にとどまっており、依然として　　減少していることが示されている。我国の国際　　船舶制度は、日本籍船のフラッギングアウトが　　進むなかで、貿易物資の安定輸送を図るため、　　外航海運の国際競争力を高め、日本人船員の確　　保や海技の伝承を目的として］996年に導入され　　たが、同じアジア諸国で導入された類似の制度　　下における香港・韓国の登録増加のペースと比　　べて、その差は大きいものがある。　　　　1980年代、欧州諸国で取り入れられた船舶登　　　録制度のうち、ほぼ目的を達成しているといわ　　　れているノルウェー・デンマークなどでは、船．〔　　　舶に関する税の軽減若しくは非課税にとどまら　　　す、船員の所得に関しても補助政策を併せ持つ　　　ていることから、我国の国際船舶制度との差異　　　がわかる。　　　　1985年プラザ合意後の円高影響によって、国　　　内船主にとって最大の関心乙とであるコスト面　　　での国際競争力は一層厳しいものとなり、便宜　　　薙髪による船舶所有化が進んだことを振り返る　　　と、その経済効果は大きかったといえるのでは　　　なかろうか。　一方、2名の日本人船員配乗をベースとした国際船舶制度であっても、船員コストは便宜置戸船に対して不利であり、国際船舶制度による効果をあげるためには、船員の所得や社会保険料といったものに対する補助策と併せて、この差額を補填するような、何らかの助成策が求められる所以であろう。この際、本制度の思い切った改善などの措置が必要なのではないか。他の諸国がトンネージタックスのみならず、総合的な海運強化策を取り入れている現状ではなおさらである。　便宜置籍船は、第二次大戦時下に交戦国による輸送船の攻撃を避けるために米国にはじまった方法であるが、その後、自由な競争下で徹底した機能分化が進みやすい国際海運業にあって、国際競争力確保手段として急速に一般化したことを顧みるとき、すべてを国際船舶制度に期待するには限界がある。他の海運諸国が取り組んでいる法人税、償却制度、固定資産税など船舶に係る税、船員育成政策すべてが、早期に整えられてこそ、効果をあげられるのではないか、というのが業界としての大方の見方だと思う。せ汽ノきよう　0σ〜2〔｝a2ミ＞　1H　I　P　P　i　NGL　A　S　H平成15年度海運関係税制改正要望　平成15年度税制改正要望については、5月15日の政策委員会および5月22日の定例理事会にて要望項目が承認されたが、その後の推移を踏まえ要望内容についてさらに検討を行い、9月13日に開催された政策委員会にて要望書の内容を決定、9月26日開催の定例理事会で報告・承認された。ω　海運関係事項　　今年度末に適用期限を迎える船舶等の特別　償却制度について、本制度の延長および、船　舶については従来の特別措置ではなく恒久的　な税制として存続させるよう要望していく。　6月14日に政府税制調査会が「あるべき税制　の構築に向けた基本方針」を取りまとめ、そ　の中で租税特別措置の整理、合理化を大胆に　進める旨が明記されたことから、船舶特別償　却についても議論の対象になることが避けら　れない状況であることに鑑み、存続を大前提　とし、制度の実質的恒久化を関係先に対し強　力に働きかけを行っていく。　　その他、外航船舶および外航コンテナに係　る悶定資産税の廃止、とん税の軽減、本年度　末に適用期限を迎える脱特定物質（脱フロン）　対応型設備に対する固定資産税の課税の特例　の延長を要望する。　　なお、トンネージタ．ックス（トン数標準税　制）については、平成15年度の要望事項とし　て取り上げるまでには諸般の情勢が至ってい　ないことから、平成16年度以降の要望に向け　継続して検討を行うが、気運の醸成を図るた　め、引き続き海運の重要性のPRに努める。〔2）　　　［到1祭二四税　　国際課税問題の解決に向け、当．協会を含め　た20を超える団体により一昨年の7月に設置　された国際課税連絡協議会では、一一学年、昨　年と国際課税に関する税制改正要望を政府、　自民党税調等に対して行っている。　　9月6日に開催された会合では、経済産業　省経済協力局貿易振興課の課長補佐を招いて　経済産業省の国際課税問題への取り組み方針　の説明を受けるとともに、平成15年度税制改　正要望として、昨年度に引き続き「外国税額　控除制度の．見直し」および「タックスヘイブ　ン対策税制の改善」を要望することを決定し　た。席上、当協会より、経済産業省に対し、　赤黒合算の実現に向けてタックスヘイブン税　制の改善に積極的に取り組んで欲しい旨要望　を行った。（3｝企業税制　　企業税制については、経団連を経由して要）．）「2◎せんぎょう0σ‘2002．（．A巨1L　A　S　H　望する。なかでも受取配当金の益金不算入制　度の改訂は、平成14年度の連結納税制度導入　時に税収補完策として行われたものであり、　他業界からも強い要望があることから、経団　連を通じて改善を働きかけている。　　日本船主責任相互保険組合の法人区分の変　更（「協同組合等」から「公益法人等」）によ平成15年度税制改正要望○海運関係事項　1．船舶等の特別償却制度の延長・恒久化　　　船舶等の特別償却制度（償却率：る保険事業の非課税化は、船主全体のコスト削減に資するものであり、当協会として同組合の要望のバックアップに努める。　平成15年度税制改正要望は以下のとおりである。今後は政府・国会等関係各方面に強力に要望活動を行っていくとしている。　　　　　　　　　　　　　　　　外航近代化船18／100、内航近代化船16／100、外航二重構造タンカー19／100、内航二重構造タンカーユ8／100、船員教育訓練施設10／100）は、平成15年3月末をもって適用期限が到来するが、これらを延長したうえ、船舶の特別償却制度については恒久的に存続させること。　わが国の船舶償却制度は、主要海運国の恒久的な償却制度と比較しても大きく見劣りしたものとなっているが、わが国外航海運企業が世界単一市場の中で諸外国の船脚と互角の国際競争を行っていくため、また、内航海運・旅客船会社の経営基盤を強化するためには、少なくとも現状の特別償却制度は維持する必要がある。また、当該制度は、より良質な船舶へのリプレースを下支えすることによって地球環境保全にも貢献しており、その存続は社会的要請であるとも言える。　船舶の特別償却制度は50年以上にわたり活用されつづけており、有用性が充分検証されているにもかかわらず、2年間の延長を繰り返す期限付き措置という不安定な状態に置かれている。かかる実態に鑑み、唯一の海運税制とも言える船舶の特別償却については恒久的な税制とすべきである。2．外航船舶及び外航コンテナに係る固定資産税の廃止　外航船舶の固定資産税は主要海運国では課税されていないケースが大半であり、わが国海運の国際競争力の維持・強化の観点から固定資産税を廃止すること。　　また、国内に滞留することの殆どない外航コンテナに関しても船舶同様、応益負担の観点から　固定資産税の賦課は不合理であり、あわせて廃止すること。3．とん税の軽減　　外航船舶はとん税の他、特別とん税、船舶固定資産税、入港料等を重複して負担している。入港による応益負担は当然のことであるが、これらの公租公課は諸外国に類例のない重複賦課であ　り、わが国港湾の国際競争力強化および物流コストの軽減の観点から、とん税については現行の　税額を1／3程度に減額すること。4．脱特定物質対応型設備に対する課税の特例の延長　　脱特定物質（脱フロン）対応型設備に対する固定資産税の課税の特例は、平成14年度末に適用　期限を迎えるが、地球環境保護の観点から本制度を延長すること。せんぎょうOcず2002も｝3H　i　P　P　l　N　GL　A　S　H○　　国際言果彩と　］．，タックスヘイブン対策税制の見直し　　山　特定外国子会社につき、留保所得のある子会社のみならず欠損金のある子会社も合算の対象　　　とすること　　〔2〕欠損金繰越期限を撤廃すること　　固　軽課税国の判定基準を、国内の法人実効税率が40％に引き下げられたこと、および諸外国の　　　法網実効税率が引き下げられる傾向にあること等を勘案し、20％以下に引き下げること　　（4｝課税済留保金額0）損金算人制限を緩和すること　　〔5〕控除未済課税済配当の控除蝋型制限を撤廃すること　　圃　適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」を外すこと　2．外国税額控除制度の見直し　　�求@控除限度超過額の損金算入制度の創設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕　　　　一控除限度超過となった外国法人税は繰越か損金算入の選択を認めること　　　　一控除不能が確定した繰越外国法人税は損金算入を認めること　　吻　控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間を廃止すること　　樹　間接外国税額控除制度の拡大　　　　一間接税額控除の持ち株比率の制限を現行の「25％以上」から、欧米先進国並みの「10％以　　　上」とすること　　　　一問接外国税額控除の対象範囲制限を撤廃すること○　企業税制　1．法人税の実効税率の引き下げ　　　我が国の法人税率は依然として欧州・アジア各国の水準と乖離しており、企業の競争力を削ぐ　　要因となっていることから、法人所得課税の実効税率を現状よりも引き下げていくことが必要で　　ある。　2．連結納税制度の改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　ω　付加税の撤廃　　脚　グループ内の寄付金・債権償却の容認　　樹　小規模子会社の交際費損金算入　　�求@制度離脱要件の緩和　3，償却制度の改善　　〔1）税法上100％償却を可能にすること　　　　多くの先進海運国では償却資産を備忘価額まで、ほぼエ00％減価償却することが可能であるが、　　　わが国の法人税法では取得価額の95％までしか減価償却することができない。税制の国際的イ　　　コールプッディングの観点から、備忘価額までの減価償却を可能とすること。　　図　船舶の耐用年数を短縮すること（税法上の償却と会計上の償却を分離させることを条件として）4　．．t±んきよう　0σ’2002詳　L　A　S　H（　　わが国の減価償却制度は償却資産の税法上の耐用年数が長いことから、諸外国に比べて償却　資産を早期に費用化することができず、また、わが国税法の確定決算主義により税法上の減価　償却が会計上のそれに制約されている。　　　わが国海運の国際競争力を維持する観点から、税法上の償却と会計上の償却を分離させたう　　え、税法における船舶の耐用年数を短縮すること。4．欠損金の繰越期間制限の撤廃5．欠損金の繰戻還付不適用措置の廃止6．受取配当金の益金不算入制度の改善（P　特定利子規定の復活　　平成14年度税制改正において、受取配当金の益金不算入制度から特定利子規定が廃止された　　ことにより、運転資金の借入および設備資金の長期借入が多い会社では、受取配当金の大部分　　が二重課税となってしまう。当該制度は連結納税制度導入による税収減の補完として平成14年　　度税制改正にて廃止されたが、論拠のない増税策であり、早急に当該規定を復活すること。　（2＞特定株式以外の株式等に係る受取配当を全額益金不算入とすること　　　既に課税済みである株式の受取配当に対する課税は二重課税であり、当該配当を全額益金不　　算入（現行税制では益金不算入割合50％）とすること。7．日本船主責任相互保険組合の法人区分の変更　日本船主相互保険組合を法人税法第2条7・号に規定する「協同組合等」から同条第6号に規定す　る「公益法人等」に変更すること8．退職給与引当金制度の復活9．事前確認制度の導入　　納税者の権利保護の明確化に資するため、事前確認制度を導入すること平成15年度海運関係予算概算要求　国土交通省をはじめとする関係省庁は、平成14年8月末に平成15年度予算概算要求事項を決定し、財務省に対して要求を行った。　国土交通省海事局関係の予算概算要求では、行政経費として約91億円、独立行政法入経費として約156億円を要求した。行政経費のうち、国際船舶職員緊急養成事業費補助（若年船員養成プロジェクト）に4，GOO万円を要求した。　また、これとは別に外航船舶の建造等を対象とした貿易物資安定供給融資のための財政融資資金（日本政策投資銀行融資）として、融資砕に42Q億円、内航海運暫定措置事業に係る借入金に対する政府保証として370億円、国内旅客船および貨物船の整備等のため、運輸施設整備事業団の共有建造資金として財政融資資金302億円を、それぞれ要求している。　その他、国土交通省港湾局は港湾整備事業に国費3，381億円、また、海上保安庁は約1，836億円（航路標識整備事業約61億円を含む）をそれぞれ要求している。せんきょう0‘f2002i慧5閥EW5閥EWsN匿WsN霞轡蕊　騒騨馨　塁験ダ蕊細鱗’鍾譲“［．　　　　：最しも、．．・．．灘繋i潔麹減鰻）．国際会議レポート1部分風雨密ハッチカバーに係る隔離要件等が固まる　国際海事機関（IMO）第7回危険物・固体貨物およびコンテナ　小委員会（DSC）の模様について一　　　　．1．1　1MO第7回目SCが平成14年9月23日から9月27日まで、ロンドンのIMO本部において開催された。その主な審議内容は次のとおりである。1．コンテナ船の部分風雨密ハッチカバーについて　部分風雨密ハッチカバーを有するコンテナ船に係る危険物の積み付け・隔離要件、復原性に関する要件および防火要件が明確でないとして、1997年よりIMOにおいてこれらの要件が検討されてきた。今次会合において当該積み付け・隔離要件案がまとめられ、関係小委員会でまとめられる復原性および防火関係の要件を合わせて1つのガイドラインとし、2004年に開催予定の第78回海上安全委員会（MSC）において承認される方向となった。　同案では、風雨密ハッチカバーに係る積み付け・隔離要件に加え、部分風雨密ハッチカバーにあっては、液体危険物を収納したコンテナをハッチカバー上に積載する場合、当該ハッチカバー下の船倉が当該危険物に応じた防火要件を満たしていること、また、ハッチカバー問の隙間から・．・コンテナスペース以内の鉛直線上【図1（編みかけ部分）参照】については特別な制限が必要であることとされた。ただし、ハッチカ　）バーに高さ50mm以上のガッターバー【図2および＊ユ参照】があれば、風雨密ハッチカバーに係る要件のみが適用されることとされた。　＊1　ガッターバー：（gutterbar）ハッチカバーの縁を　　高くするもの。ハッチカバー上のコンテナから液　　体危険物が流れ出たとしても、これにより船倉内　　への流れを食い．1ヒめることができる。2．貨物固縛マニュアルの見直し　貨物輸送ユニット（cargo　transport　unlt：CTU）内の貨物の固定が確実に行われるよう、貨物固6轟せんぎょう0ぐ’2002［図1］コンテナ船の断面（コンテナ積載状態）　　八ツチかく一の隙間縛マニュアルの見直しが提案された。しかしながら、ユニット内の貨物について船舶側に義務付けたとしても実効性がなく、むしろ、荷送人側に国際海事機関／国際労働機関／国連　欧州経済委員会によるσru収納のためのガイドラインの遵守を高めることが重要とした。審議の結果、貨物固縛マニュアルの見直しは行わず、海上安全委員会がこの問題を今後どうするかについて決定するよう求めることとした。［図2］八ッチカバー間の隙間断面図　　　　　尋　　　　　　　　　　／溜．�m晶50mmj　アジア船員雇用者グループの準備会合が、2002年9月6日に東京平河町の当協会において開催された。　今回の会合については、2002年5月開催のアジァ船主フォーラム台北会合の共同宣言（本誌2002年6月号参照）に盛り込まれた「新たなアジア船員雇用者グループ」の具体化に向けて、グループ結成のために各船協の実務者レベルによる準備会合として開催したもので、韓国、シンガポール、香港、日本の各船主協会から、16名が参加した（資料1）。　本会合では、船員労務事情について現状を相互確認するとともに、グループの名称等について検討し、アジアの船員を取り巻く共通の話題や、これまで関与していなかったFOC船＊における国際運輸労働者連盟（ITF）の最低賃金（べせんきようOo’2002（う711涯WS、匿W5隆WS霞糀馨轡慧跳讐ンチマーク）について、アジアの声をまとめ、影響力を持つことの必要性などの将来のグループの方向性について意見交換を行い、共同声明（資料2）を採択した。　同会合では、各国船主協会から率直かつ建設的な意見が積極的に出され、本問題の関心の高さがうかがえた。　なお、アジア船員雇用者グループの第1回会合が、シンガポール船主協会のホストの下、11月18日にシンガポールで開催されることとなった。　　　　　　　　　　　　　　▲アジア船員雇用者グループ準備会合の出席者＊FOC船（Flag　of　CQnvenience　vessel）：船の所有権や管理者が、掲げている旗の国とは別の国にある場合、その船はFOC　　．一ゴ　　　　船（便宜田籍船）と呼ばれる。登録税、固定資産税などの軽減や外国人船員を雇用して運航コストを下げること　　　　を目的に船主が保有する船舶をパナマ・リベリアなどの諸国に便宜的に置籍した船舶をいう。【資料1】　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席者リスト1．Hong　Kong　Shipowners’Association　　Mr．　Gilbert　Feng　Assistant　Director　Hong　Kong　Shipowner’s　Association　　Mr．　Erwin　Van　den　Berge　Flee鶴Personal　Coordinator　Anglo・Eastern　Crew　Management，（HK）Ltd，2．Korea　Shipowners’Association　　Mr．　Taeg　Gyu　Lee　Director　Hyundai　Merchant　Marine　　Mr．　Jong飴e　Kinl　Senior　Manager　Hanjin　Shlpping　　Mr．　Bongiee　Joh　Manager　Korea　Shipowners’Associa廿on3．Singapore　ShlpPing　Association　　Mr．　Danlel　T冶n　Executive　Director　Singapore　Shipping　Associatlon　　Mr．Chan　Thck　Hoi　Secretary　Singapore　Shlpping　AssociaUon　　Mr．　Chong　Chee　Eng　Chal�oan　Slngapore　Maritlme　Employers　Federa廿on　　　　　　　　）．　　　　　　　　　　　　（General　Manager　SSC　Ship　Management　Pte　Ltd）4．Japanese　Shipowners’Association杉浦　　哲兵頭　　康新井　清和久田　　裕頼成　　功井上　　晃井上　一規宇野　克海日本郵船　企画グループグループ長代理商船三井　経営企画部副部長川崎汽船　経営企画グループ課長日本郵船　人事第ニグループ長商船三井　海務部副部長日本船主協会　船員対策室長日本船主協会　船員対策室副部長日本船主協会　船員対策室課長8｛）せんきょうOcf　2002　　　【資料2】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年9月6日　　　　　　　　　　　　アジア船員雇用者グループ共同ステートメント〔英文仮借）　　　　アジア船員雇用者グループの準備会合が、2002年9月6日東京において日本船主．協会のホストの下　　　で開催された。会合には、韓国、シンガポール、日本、香港の各船主協会から16名が出席し、アジア　　　の船員を取りまく共通の問題や将来のグループの方向性について率直かつ建設的な意見交換が行われ　　　た。　　　　本会合は、第11回アジア船主フォーラム（ASF）共同声明（2002年5月28日付け〉に盛り込まれた　　　「新たなアジア船員雇用者グループ」の具体化に向けての4船協の実務レベル（船員担当者）による　　　準備会合が開催されたものである。一　　　会合では、船員雇用に関するお互いの船主協会の実情と見解が共有された。便宜置籍（FOC）船に　　　おける国際運輸労連（ITF＞の最低賃金（ベンチマーク）を一つの例として、これまで船員に関する国　　　際的取り決めにアジアが関わっていなかったが、今後本グループがこれら（船員問題）の動きを注意　　　深く見守り、アジアの声をまとめ、影響力を持つことの必要性及び、本グループの将来に向けての役　　　割の重要性について意見の一致を見た。　　　　なお、次回の会合は、シンガポール船主協会のホストの下2002年11月18日シンガポールにおいて開催　　　される予定である。戸、内外情報　　　　国際ルールとの整合性が焦点　　　　　米国における海事保安対策の検討について　2001年9月に発生した米国同時多発テロ事件以降、海事分野においても、船舶や港湾がテロ攻撃の対象とされることや、船舶がテロ攻撃の手段として利用されることを防止するため、IMO・WCO（World　Customs　Organisa前on：世界税関機関）・ILOで新たな国際ルールが検討されている。　一一方、米国では、議会において海事保安法案の検討が進められるとともに、税関や入管当局が貨物や船員に関する保安対’策の一部を実施するなど、独自の動きを強めており、国際的な動きとの整合性が懸念されている。1．Maritime　and　Port　Security　Bill（米国海事保安法案）�@　上院法案　　　上院では、20Gl年7月にHollingS議員に　　よって既に海事保安強化に関する「Port　and　　Maritlme　Security　Act　of　2001」（S1214、通　　称Hollings法案）が提案されていたことか　　ら、9月のテロ事件以降、同法案を軸に上　　院としての海事保安法案の検討が進められ　　た。　　　法案検討過程では、HQIIings法案を補完す　　るための様々な法案が提案されたが、その　　一つとして保安対策の不充分な外国港湾をぜんきょうOc診200209NEWS『lEWsr−「匿W5薦糀騒轡蕊霞薦特定し、同港湾を経由（積荷役）する船舶は米国入港を拒否する法案（S1587）が2001年10月に提案された。これに対して海運先進国の海運担当官で組織するCSG＊は、港湾の保安対策基準はIMO等で国際的に検討されるべきとして、S1587導入に反対するDemarche（書簡）を米国国務省等に提出した。　2001年12月20日、HQIlings　l去案はS1587等関連法案を統合し、船舶・貨物・船員・港湾等を網羅する総合的な海事保安法案となって上院を通過し、下院へ送付された。　（同法案の名称は下院送致時に「Marit�qeTransportation　Antlterrorism　Act　of2002」と修正）　上院法案に盛り込まれた主な項目は以下の通り。a）国家海上安全委員会の設置b）国内各港湾安全委員会の設置および各　港湾における包括的安全計画の保持。＞各港湾における警戒区域へのア：クセス　制限、同区域に就労する労働者の履歴調　査、緊急時の）退避計画の立案d）保安対策が不充分な外国港湾の特定及　び同港湾を経由（積荷役）する船舶の入　港拒否　（CSGが導入反対を示したS1587の内容が　取り込まれたものの、保安対策の査定基　準はIMOで定められるものを踏まえて作　成するとしている）e＞米国港湾入港前の電子データによる貨　客情報の提出の強化f）米国発輸出貨物の港湾への搬入後24時　間以内の税関への貨物情報提出g）本船乗組員、乗客情報に関する報告形　式の改善h）保安対策財源の一環として特別入港税　　の課徴を2006年まで延長�A　下院法案　　下院でもテロ事件以降、独自の海事保安　法案の検討が行われ、上院のHomngs法案　を参考とした法案がいくつか提案されたも　のの、2001年中に独自法案を取りまとめる　には至らなかった。　　2002年3月、超党派の海事保安法案とし　てYoung議員が「Maritime　Transporta偵on　Antiterrorism　Act　of　2002」（HR3983、通称　Young法案）を提案、その後の修正・追加　作業を経て6月に下院を通過した。　　HQllings法案がテロ対策を含む包括的な海　事保安法案であるのに対し、Young法案は　海事分野におけるテロ対策に焦点をあてた　内容となっている。　　下院法案に盛り込まれた主な項目は以下　の通り。　a）船舶におけるテロ抑止対策の作成と運　　輸省への提出　b）港湾地区での運輸保安カードの導入お　　よび履歴信用調査　c）海事テロ防止対策チームの結成　d）保安対策が不充分な外国港湾の特定お　　よび同港湾を経由（積荷役）する船舶の　　入港拒否　e）米国向けコンテナの船積み24時間以上　　前の貨物関係情報の運輸安全局への提出　f）2003年6月30日を期限とした「テロ防　　止対策貨物システム」の開発・導入　g）本船乗組員、乗客情報の電・子データに　　よる事前提出制度の強化　h）米国就航船舶に対する2002年12月末ま　　でのAIS（自動船舶識別装置）搭載義務付け�B両院協議会　　上下院それぞれが独自の海事保安法案を10魯ぜんきょう06’2002））（（提案したことから、両法案を一本化するための両院協議会が2002年6月末から開始された。　両院協議会での検討にあたり、CSGは米国国務省等に対し、IMO等でまとめられる国際的ルールと調和した法律とするよう求めるDemarcheを20G2年7月に提出した。　また、世界主要定航船社約30社で構成するWorld　Shipping　Council（WSC）も、　CSG同様、2002年7月に上下院の法案について国際的ルールとの整合性や実行上の観点からみた問題点を指摘する意見書を議会、政府関係者に提出した。　2002年9月末現在、統一海事保安法案は完成していない。＊CSG（Consultative　Shipping　GrQup）：先運国海運担当官会議　ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、ブイ　ンランド、オランダ、ベルギー、英国、フランス、　ドイツ、イタリア、スペイン、ギリシャ．ボルト　ガル及び日本の14力国とEUの海運当局で構成され　ている。　（海事保安法案に対するDemarcheは、上記メン　バーのうちわが国等11力国とEU当局が参加）2．Security　Tax／Fee　両院．協議会で、上院は各種保安対策の財源確保の一環として、米国向け船荷／船客に対する新税／課徴金創設を提案した。　同新税／課徴金は、コンテナ、車両、原油、ドライバルク等各種米国向け船荷の一定量（船客は1人当り）に応じ、荷主に課税／課徴するもので、上院提案の内容は公表されていないが、未確認情報によれば上院が提案している主な課税／課徴基準は以下の通りとなっている。　20フィートコンテナ（TEU当り）：＄15／車両1台：＄3／原油1トン：¢30／旅客1人：＄4／ドライバルク1トン：¢2　本提案については、2002年9月末日現在両院協議会で検討が続けられているが、費用負担を求められている荷主業界は強い反発を示し、新税／課徴金導入反対運動を展開している。3．Department　of　Homeland　Security（国土保　安目）　2002年6月、ブッシュ大統領は、国土保安戦略の重要なステップとして現在複数の機関に分散している国土保安機能を統合し、「国土保安省」を創設することを提案した。　これを受け、下院では国土保安機能を有する国防総省、FBI（連邦捜査局）、関税庁、　USCG（沿岸警備隊）等の統合を提案した独自の国土保安省創設法案（HR5005）を提出した。　一方、上院も2002年9月末現在独自の国土保安省創設法案を検討中であることから、上’．「ド院の法案が出揃ったところで、両院協議会で一本化の作業が行われると思われる。4．　Container　Security　lnitiative　（CSI）　毎年1，600万TEU分のコンテナ貨物が米国に輸入されているが、米国関税庁はコンテナ貨物積出港での安全検査の強化を目的に、米国向けコンテナ取扱量上位20港（表参照）を主な対象としたCSIを2002年1月に考案した。　CSIは、米国と対象港湾を有する国との間で参加合意文書を交わし、米国が各港湾に派遣する関税庁職員と現地当局が連携して以下の対策を行うプログラムである。　a）危険度の高いコンテナの特定　b）危険度が高いと特定されたコンテナの積　　出港での内容物検査　c）迅速にコンテナ検査を行う技術の導入　d）高機能で安全なコンテナの開発と導入　同プログラムには、米国と国境を接するカナダが最初に参加を決定し、その後2002年8月ませんきよう0α2002◎11閥EW5賊W5陛W5蓬WS酬餐騒轡騒でにオランダ（ロッテルダム港）、ベルギー（アントワープ港）、フランス（ル・アーブル港）、ドイツ（ハンブルク・ブレーマーハーフェン港）が参加している。アジアでは9月に入ってシンガポール、香港が参加を決め、わが国（東京・名古屋・神戸・横浜港）も9月26日に合意文書に署名した。　合意文書によると、CSIを6ヶ月間試験的に実施した後、本格実施に移るか否か、対象港を拡大するか否かについて改めて協議の上、決定することが定められているが、上記の対策の具体的内容については、試験期間中に検討する模様である。　米国が順調にCSIの対象範囲を拡大する一方、EUは「国単位での参加を求めるCSIはEUの地域共通政策を分断するものであり、また、参加港と非参加港の差別化に繋がるものである」として反発しており、CSGメンバー国の在米海運担当官で構成するCotton　ClubもCSIはIMO等の国際機関における多国間の枠組みで検討するよう求めている。5．Cargo　Manifest情報提出に関する米国関税　庁規則案　2002年8月、米国関税庁はCSIの補完を目的として、船社およびNVOCC（Non　Vessel　Oper−ating　Common　Carrier：非船舶運航業者）に対し、米国向け貨物および米国経由で輸送される貨物の船積み24時間前までのCargo　Manifest情報提出を義務付ける規則案を発表した。　同規則案は、コンテナ・自動車・バルク・液体等の全貨物を対象に、船積みの24時間前までに以下15項目の貨物情報の提出を米国関税庁に義務付けるもので、違反した場合は、揚荷許可の延期／差し止めおよび罰金（1件につき＄5，000〜＄IO，GOO）を課すことを定めている。〈情報提出が義務付けられる15項目＞　1）出港した外国の港。　2）　Carr隻er　CGde　（SCAC　Code）。　3）航海次数（Voyage　Number）。　4）最初の米国寄港地への予定到着日。　5）B／L番号と数量（Master　B／しもしくは　House　B／L）。　6）米国行外国運送人が最初に貨物を受け取　　る港名。　7）貨物の正確な説明（貨物分類に関するHS　　コードを荷主から提供されている場合は同　　コード）と重量。シールされた貨物（いわ　　ゆるFCL貨物）については、荷主が申告し　　た貨物説明と重量。FAK（Freight　All　Kinds）、　general　Cargo、　STC（＄aid　to　contain）等の　　総称的説明は認められない。　8）B／L記載の荷送人名と住所、あるいはID　　番号。　9）B／L記載の荷受人名と住所、あるいは所　　有者の代表者名と住所、あるいはID番号。　10）実際の積載数量とB／L記載の数量が異な　　る場合の通知。　11）船舶名、船籍、船舶番号。　12）貨物の積み込みが行われた外国港名。　13）危険性物質の表示。（Hazardous　Material　　Indicator）　14）コンテナ番号（コンテナ貨物の場合）　15）コンテナシール番号　同規則案については、2002年9月9日までパブリックコメントが募集されていたことから、船主団体ではICS、　WSCが、その他の関係者では、日本機械輸出組合、日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会（IIFFA）がそれぞれ規則案の問題点を指摘するコメントを提出した。　また、Cotton　Clubも規則案導入に懸念を表明するDemarcheを米国関税庁に提出した。12�HせんぎょうOcご2002）「）（　米国関税庁では、寄せられたコメントを分析した後、その後の対応を判断する意向を示しており、2DO2年9月末現在、同規則案の実施予定時期は未定である。〈米国関税庁規則案に対するICSコメントの主要点〉・全ての貨物情報が整う船積み前に運送人に情報提出を課すことは、現状の貿易慣行を根底から再構築することを意味する。・規則案施行前に、実行性を検証するための試行期間を設けるべきである。・運送者が規則案に対応できるよう、米国向け　貨物はこれまでより2〜4日早めに運送者に預ける必要が出てくるため、生産者から最終　消費者に至るまでの貿易関係者は、追加蔵置　費用を負担することになる。この規制は　「Just−in一皿me」の物流と相反するものであり、　経済効率を大きく後退させることになる。・複数の港で米国向け貨物および米国経由の貨　物を船積みする場合は、その都度船積み24時　間前に情報提出を行わなければならず、事務　処理作業が著しく増加する。。貨物の中でも、特にバルク貨物は航海中に目　的地が変更される場合がある。・バルク貨物については、実際に積み込まれる　まで正確な積載量はわからないことが多い。・貨物情報は運送人ではなく、貨物の買い手も　しくは売り手から船積み決定前に収集する方　が、情報の正確性が向上する上、関税庁の情　報分析の時問も充分確保でき、また、物流効　率上も有効と思われる。6．C−TPAT（Customs−Partnership　AgainstTerrorism＞米国への輸人貨物についての保安対策を民間と連携して徹底することを目的に、米国関税庁は輸入貿易関係者（輸入業者、運送業者、仲立業者、倉庫業者、製造業者）を対象としたCus−toms−Partnersh正p　Against　Terrorism　（C−TPAT）を2002年4月に発表した。　C−TPArは、輸入貿易関係者がそれぞれ担当する業務範囲での保安対策の徹底および向上に関する協定を米国関税庁と締結するプログラムで、C！rp醍参加者については、通関関連手続きが…部軽減される等の優遇措置が与えられることになっている。（協定内容に違反した場合は、同優遇措置を取り上げられる）　C−TPArは2002年4月にまず輸入業者の参加申請受け付けが始まり、7月中旬からは船社等の運送業者の申請受付が始まった。但し、本プログラムへの参加はあくまで各業者の自由意志とされている。〈C−TPAT参加手続き〉�@参加希望業者は、米国税関との協定に署　名の上、2通を税関に提出。�A協定を提出した業者は「Supply　Chaln　Se−　curity　Prome　Questionnaire」（業者の保安対　策に関する質問状）の回答を．協定提出後、　6D日以内に税関に提出。�B同Quesdonnaire回答内容を関税庁が確認　　した後、同関税庁が署名した協定が当該業　者に返送され、手続き終了。7．Security　Guards問題　米国Local　lmmigration＆Natura地aUon　Serv−ices（INS：入国帰化局）は、船員の米国への違法な上陸を防止するため、インド・フィリピン・パキスタン等の国籍の船員が乗船する船舶に対し、着岸時の「Security　Guards」（武装警備隊）配置と配置費用の本船負担を義務付ける措置をぜんきよう0ε’2002愈13N匿WsNEWS醍W5藝酬§・羅総灘§2002年6月頃から一部の港湾で実施した。　こうしたINSの措．置に対し、　B工MCO（ボルテック国際海運協議会）は、ICS・ISF・INTERCARGO（国際乾貨物船主協会）、INTERrANKO（国際独立タンカー船主協会）と連名で、同措置に抗議する意見書をINSに提出した。　同意見書では、不透明な措置で特定国籍の船員が船外外出（上陸）を禁じられていることに抗議するとともに、コスト負担を本船に義務付けることの不当性について指摘している。表　上記のような米国の動きや関係国際機関の海事保安対’策の検討に対し、当協会は、関係委員会・幹事会が連携して検討の進捗状況を把握し、必要に応じ当協会の意見反映を図るとともに、本件に関する基本的な考え方を資料の通り取り纏めた。　当協会としては、引き続き各方面の動向を注視し、海運業界の意見が適切に反映されるよう図っていくこととしている。米国CSIの対象とされている米国向けコンテナ貨物取扱量世界上位20港CSI＊順位港　　　　　　名　＊＊C＄1＊順位　　　　　　港　　　　　　名○］香　　　　　　　港○i1アントワープ　（ベルギー）2上　　　　　　海　（中　　国）0i2名　　　古　　　屋　（日　　本）○3シンガポール○13ル・アーブル　（仏）4高　　　　　　雄　（台　　湾）○14八　ン　ブ　ル　ク　（独）○5ロッテルダム　（蘭）15ラ・スペッツィア　（伊）6釜　　　　　　山　（韓　　国）16フェリックストゥ　（英）○7プレーマー八一フェン　（独）フアルヘシラス　（スペイン）○8東　　　　　　京　（日　　本）○’8神　　　　　　戸　（日　　本）○9ジ　ェ　ノ　バ　（伊）○：9横　　　　　　浜　（日　　本）10塩　　　　　　田　（中　　国）20ラムチャバン　（タ　　イ）．）．＊　　2002年9月末日までにQSI参加を決めた港＊＊　（）内は国名【資料】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年9月13日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本船主協会　　　　　　　　　　　　　　　　　海事保安問題について・米国CSIを始めとする各種海事セキュリティ強化策については、海運業界としても可能な限り協力　　）する必要があると考えているが、対策の検討・実施にあたっては次の点に充分配慮すべきである。（1）円滑かつ効率的な物流の促進に寄・与するものであること。　〔2）海運業界のみに追加のコスト負担を課すものでないこと。・これら対策には国際的整合性が重要であり、その運用に日毎の差異のないよう、国際機関や各国間　における連携と情報の共有を徹底し、世界共通の制度として確立されることが必要である。そのた　めには、政府間による．各種協議の内容が積極的に公開され、議論の透明性が確保される必要がある。・今後、対策の実現性や実効性などをはじめ様々な問題が発生するものと予想されるので、対策の検　討・実施に際しては、海運業界など民間関係者との協議が随時開催され、民間の意見を的確に反映　する仕組みが必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上14で》せんぎょう研’2ρ022「被疑者を速やかに上陸させるための措置」など7項目を要望一「TAJIMA」号事件に関する要望書を関係先に提出一（（　当協会（会長　崎長保英）は、「TAJIMA」号事件に関連し、外国籍船上で発生した犯罪への対応として10月4日に「被疑者を速やかに上陸させるための措置」の実現など7項目について森山法務大臣をはじめとする各関係大臣に要望を行った。【資料1参照1　2002年4月7日に発生した「TへrIMA号事件」で浮き彫りになった諸問題について、当協会は、業界としての対応が必要であることから、問題点を整理し今後の対応策を取りまとめるため、総務委員長（委員長二草刈隆郎日本郵船社長）の下に「外国籍船上での犯罪等タスクフォース」を設置し、検討を行い8月6日に報告書を取りまとめた【本誌2002年6月号、7月号および8月号参照】。　この報告書のなかで「丁轟JIMA号」事件への今後の対策については、�@緊急要望項目と中長期的な課題などを整理して関係行政機関への要請等を行うこと、�A船内犯罪等防止に関しては、ガイドラインを策定し会員に周知して参考に供すること、などを内容とし、順次実行に移すこととしていた。　【資料1】　今回、関係省庁宛へ要請した要望事項は、具体的には以下の7点である。（1）被疑者を速やかに上陸させるための措置（法　務省）（2）被疑者上陸までの問、わが国当局による被　疑者の拘束・監視（海上保安庁・法務省）（3）刑法の改正等関係国内法令整備（法務省）�求@関係国との犯罪人引渡し条約の早期締結（外　務省・法務省）�求@航空における東京条約のような、到着地中　が一定期間被疑者を拘束できる条約等の整備　とわが国による批准（国土交通省、外務省他）（6）フィリピン等船員供給国に対する国内法整　備の働きかけ（外務省、国土交通省）の　パナマ等船籍国に対する手続きの迅速化の　働きかけ（外務省、国土交通省）　また、フィリピン大使宛には“自国人国外犯処罰に関する比国内法の整備”を、パナマ大使宛には、“同様事件発生の場合に迅速かつ的確な措置が講じられるよう体制の整備をあらかじめ講じておいて欲しいこと”を併行して要望している。【資料2、3参照】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船主総目153号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年10月4日法務大臣　森　山　真　弓　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　日本船主協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　暗長　保英　　　　　　　　　外国籍船上での犯罪等への適切な対応について（要望）貴職におかれましては、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は当協会の運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。せんきょう0α2θ02ミ）15NEWS睡WSN臨WSI・一駐糀．襲鵬騒騰　さて、ご承知のとおり、本年4月7日、台湾沖公海上を航行中の当協会会員共栄タンカー株式会社が管理するパナマ籍大型原油タンカー「T邸IMA」の船上にて日本人二等航海士が同乗のフィリピン人2名に殺害されるという極めて痛ましくかつ残念な事件が発生しました。　事件発生後、本船は4月12日に姫路港に入港しましたが、本事件が、「公海上」の「外国籍船」（パナマ巨船）上における「外国人」（フィリピン人）による事件であったために、わが国には刑事管轄権がなく、被疑者2名は、唯一管轄権を有するパナマ国政府からの仮拘禁の請求により下船した5月15日まで1ヶ月以上にわた．り本船内に留め置かれ、その間、本船船長の指揮下、民間人である本船乗組員が被疑者を拘束・監視するという極めて異常な事態となりました。　当協会は本船が姫路港に到着後、被疑者および本船乗組員の心身両面の健康状態に重大な影響が及ぶことを憂慮し、法務大臣殿に対しパナマからの仮拘禁等の要請を待たずに被疑者を速やかに上陸させるなどの措置を求めましたが、わが国現行法制上は困難であるとして当該措置は認められませんでした。今後同様の事件が起きる可能性もあることから、かかる事件に適切に対応できるよう法の運用や整備を図る必要があると考えます。　つきましては、パナマ籍などの外国籍船が既にわが国のみならず世界の基幹船隊になっている実情を踏まえ、公海上の外国籍船内で外国人による犯罪が発生した場合にも迅速かつ的確な措置が講じられ、T旬IMA事件のような異常な事態を招来することのないよう、下記に掲げるような、立法措置を含む適切な措置を取っていただきたく強く要望いたします。　（同文宛先：外務大臣　川口順子殿、国土交通大臣　扇千景殿、海上保安庁長官　深谷憲一殿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記1．被疑者を速やかに上陸させるための措置　（法務省）　　T韻MA事件では被疑者を長期間にわたり船内に留め置く異常な事態となった。被疑者を速やかに　上陸させられるよう、現行法の運用や法制の整備等を図っていただきたい。2．被疑者上陸までの問、わが国当局による被疑者の拘束・監視（海上保安庁・法務省）　　丁酊IMA事件では民間人が、わが国領海内において被疑者を長期間船内に拘束・監視するという常　識では考えられない状況を続けさせられた。民間人ではなく然るべき当局が対応するよう、現行法　の運用や法制の整備等を図っていただきたい。3．刑法の改正等関係国内法令整備（法務省）　　T旬IMA事件は日本人が殺害された事件でありながら、公海上の外国籍船上で発生したことにより、　刑法の適用がなくわが国に刑事管轄権がない。自国民保護のため、所要の法整備を行っていただき　たい（戦前の刑法には規定あり）。4，関係国との犯罪人引渡し条約の早期締結（外務省・法務省）　　同様の事例に速やかに対処できるよう、関係国との問で条約の早期締結を図っていただきたい。5．航空における東京条約のような、到着四国が一定期間被疑者を拘束できる条約等の整備とわが国　による批准（国土交通省、外務省　他）　　航空の場合と同様に、被疑者を一定期間陸上に拘束できるような条約をIMOなどを通じて整備す　るとともに、条約成立後、すみやかに批准していただきたい。160せんきょうOc’2002）6．フィリピン等船員供給国に対する国内法整備の働きかけ（外務省、国土交通省）　　日本商船隊にはフィリピン人船員が多数配乗されているがフィリピンには国外犯を処罰する規定がない。船員配乗の実態を踏まえ、フィリピン等主要船員供給国に対し自国入国外犯処罰に関する国内法の整備について働きかけていただきたい。（本件については当協会からもフィリピン当局に対　し直接働きかけることとしている。）7．パナマ等船籍国に対する手続きの迅速化の働きかけ（外務省、国土交通省）　T邸IMA事件では、パナマにおける手続きに多大の時間を要した。国内法制等が整備されるまでの　問は、パナマ等関係国の手続きの迅速化が極めて重要となるので、その是正について働きかけいた　だきたい。（本件については当協会からもパナマ当局に対し直接働きかけることとしている。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上（ドへ【資料2】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船主総構158’号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年10月4日　フィリピン共和国特命全権大使　　ドミンゴエル　シアゾンJr殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　日本船主協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　崎長　保英　　　　　　　　　　外国籍船上での犯罪等への適切な対応について（要望）　貴職におかれましては、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。　さて、ご承知のとおり、本年4月7日、台湾沖公海上を航行中の当協会会員共栄タンカー株式会社が管理するパナマ籍大型原油タンカー「丁邸IMA」の船上にて日本入二等航海士が同乗のフィリピン入2名に殺害されるという極めて痛ましくかつ残念な事件が発生しました。　事件発生後、本船は4月12日に姫路港に入港しましたが、本事件が、「公海上」の「外国籍船」（パナマ籍船）上における「外国人」（フィリピン入〉による事件であったために、わが国には刑事管轄権がなく、また、貴国には国外犯を処罰する法制がなく、被疑者2名は、唯一管轄権を有するパナマ国政府からの仮拘禁の請求により下船した5月15日まで1ヶ月以上にわたり本船内に留め置かれ、その間、本船船長の指揮下、民間人である本船乗組員が被疑者を拘束・監視するという極めて異常な事態となりました。　当協会は本船が姫路港に到着後、被疑者および本船乗組員の心身両面の健康状態に重大な影響が及ぶことを憂慮し、わが国法務大臣に対しパナマからの仮拘禁等の要請を待たずに被疑者を速やかに上陸させるなどの措置を求めましたが、わが国現行法制上は困難であるとして当該措置は認められませんでした。　今後同様の事件が起きる可能性もあることから、かかる事件に適切に対応できるよう、当協会は、わが国関係省庁に対し所要の法の運用や整備を求めるとともに、主要船一国であるパナマに対し手続きの迅速化等を求めていくこととしております。せんぎょう06’2002（診17NEWSNEWS雛W5、・．酬§’・、羅轡襲識聡　一方、わが国国内法制整備は相当の時間がかかることが予想され、また、パナマ国における手続きの迅速化にも限界があると思われます。　つきましては、貴国入船員がわが国商船隊に多数配乗されている実情を踏まえ、不幸にも今回と同様に貴国人船員が加害者となる事件が発生した場合に、貴国が当該貴国人船員を処罰できるような法制を整備していただきたく強く要望いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上【資料3】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船主総第157号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年10月4日パナマ共和国特命全権大使ラウル　アダメス　殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　日本船主協会　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　崎長　保英　　　　　　　　　外国籍船上での犯罪等への適切な対応について（要望）　貴職におかれましては、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。　さて、ご承知のとおり、本年4月7日、台湾沖公海上を航行中の当協会会員共栄タンカー株式会社が管理するパナマ籍大型原油タンカー「T邸IMA」の船上にて日本人二等航海士が同乗のフィリピン人2名に殺害されるという極めて痛ましくかつ残念な事件が発生しました。　事件発生後、本船は4月12日に姫路港に入港しましたが、本事件が、「公海上」の「外国中門」（パナマ籍船）上における「外国人」（フィリピン入）による事件であったために、わが国には刑事管轄権がなく、被疑者2名は、唯一管轄権を有する貴国政府からの仮拘禁の請求により下船した5月15日まで1ヶ月以上にわたり本船内に留め置かれ、その間、本船船長の指揮下、民間入である本船乗組員が被疑者を拘束・監視するという極めて異常な事態となりました。　当協会は本船が姫路港に到着後、被疑者および本船乗組員の心身両面の健康状態に重大な影響が及ぶことを憂慮し、わが国法務大臣に対しパナマからの仮拘禁等の要請を待たずに被疑者を速やかに上陸させるなどの措置を求めましたが、わが国現行法制上は困難であるとして当該措置は認められませんでした。　今後同様の事件が起きる可能性もあることから、かかる事件に適切に対応できるよう、当協会は、わが国関係省庁に対し所要の法の運用や整備を求めるとともに、主要船員供給国であるフィリピンに対し関係国内法の整備を求めていくこととしております。　一方、わが国国内法制整備やフィリピンの国内法整備には実現されるとしても相当の時問がかかる．と思われます。　つきましては、貴国早船がわが国商船隊の太宗を占めている実情を踏まえ、今回と同様の事件が発生した場合には迅速かつ的確な措置が講じられるよう、必要かつ適切な体制の整備や措置をあらかじめ講じておいていただきたく強く要望いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　以　上）180ぜんきようOc’2002．（．（　　　　海賊事件の発生件数は過去最高　　　　　2002年上半期IMB海賊レポートから一　国際商業会議所（lnternational　Chamber　QfCommerce≡ICC）の下部組織である国際海事局（Intemational　Maritime　Bureau≡IMB）の海賊情報センター（クアラルンプール）は、2002年上半期に同センターに連絡のあった海賊事件（未遂事件も含む）の報告書を発行した。　それによると、2002年上半期の報告件数は171件で、上半期の件数としては統計開始以来過去最高を記録した。地域別に見ると、東南アジアで68件（40％、うちインドネシアで44件）発生し、依然として世界で最も海賊事件の多い海域となっているが、アフリカにおいても48件（28％）発生し、その比率は年々増加している。　事件の態様を．見ると、ハイジャック事件が年々増加傾向にあり、2002年上半期においてすでに14件が報告されている。この多くは東南アジアで発生しており、「ハン・ウェイ」号事件（下記口）参照）をはじめ10件が発生している。　日本関係船舶については9件が報告されており、シンガポール海峡において日本出社が所有する浅洪船が航行中に未確認船舶から発砲を受けるという事件も発生している。　関係各社におかれましては、政府等関係機関に対し防止対策の強化を要請するためにも、今後とも事件の通報を励行されますようお願いします。　ケット沖で何者かにより乗っ取られた。2ヵ日月後、同船に酷似した船がバンコク南東沖の　シー・チャン島付近に錨泊しているのが発見　された。船名が変えられ、ホンジュラスの旗　を掲げ、船体の色が塗り替えられていたが、　備品や造船所プレート等より「ハン・ウェイ」　号であることが確認された。積載貨物は抜き　取られていた。同号の乗組員13人は小型ボー　トへ移乗させられ、漂流中のところ、インド　ネシア・アチェにて救助されている。（2）6月15日、2万トンの塩化カリウムを積載1件数海賊発生件数推移一50D469450．．1400．．．1…．．．　300300．．ｨ5．．．．lll．．P聞．．．202旧1165．胃1．．圖150P0D．．．．而・1。6・。39。．田　．．ア9　　　．7巨　．．．．11311ア1D111550・・．m．．轟B．．唱Tl．．D91　92　93　94　9596　979巳　99GO01G2％％％％％％％％％％％OOOOOOOOOOOO987654321、．ﾕ　．、｝．．．麟　　蕊」ミ§．．　・＾．i3溌．ﾃ．ｴ．｝、§ぽ．栫|．D、帆1．．1I　　l世界各地域毎の海賊発生件数の比較　　　　　　　　　　　　　□その他　　　　　　　　　　　　　園アフリカ　　　　　　　　　　　　　■南北アメリカ　　　　　　　　　　　　　ロ印度亜大陸　　　　　　　　　　　　　□極東　　　　　　　　　　　　　□東南アジア96　　　97　　　98　　　99　　　0Q　　　OI　　D2上翼月［主な事件の概要］（／｝3月15日、19501・ンの燃料油を積み、ヤン　ゴン（ミャンマー）に向けシンガポールを出　画したベリーズ籍タンカー「ハン・ウェイ」　号（2，890トン）が、出港2日後にタイ・プーハイジャック事件発生件数187．．．�`、．．．16「．．Q141．．．“．．；1旨‘r・冠．．｛≧．．．r．L匪圏8：．．．■、，黙肇擁・・．．穿’ko．．．．．969798gg　　　oo0102せんきょうOcオ2002く）19NEW鋼EWSNEW駆駐WS�`・、．謹轡聾羅懇した船舶が、スエズ運河を通過し、機関修理のためソマリア北方海域で停船中、13入の武装集団が乗船、占拠された。要求の身代金が支払われ、7月3日、船舶および23人の乗組員は解放された。その間、ドイツ艦船がソマリア領海外で待機していた。また、この事件と同時期にソマリア沿岸で2件の同様の海賊事件が発生している。〔3）　6月1日、マレーシアの漁船が操業中にハ　イジャックされ、船体および5名の乗組員が　連れ去られた。本件はマレーシア海上警察が　捜査中であるが、彼らの居場所および安否は　未だ不明である。付近で操業していた僚船の　乗組員によると、数名の海賊が乗り込み、漁　船の魚網を切り、連れ去ったとしている。　わが国は、気候変動枠組み条約の京都議定書の批准を6月4日に閣議決定した。これが発効すると、先進国は漏屋効果ガスの排出量を、2008年から2012年目での間を平均して1990年の水準より少なくとも5％削減することが求められることとなる。わが国の場合は同様の比較で6％の削減が課せられる。　日本経団連では、1997年より各業界の環境自主行動計画を取りまとめ、環境対策の推進を促している。具体的には2010年度の産業・エネルギー転換部門からのCO　2排出量を1990年度レベル以下に抑制するとの目標をたて、国内外へ産業界の努力をアピールしている。当協会としても、「海運」という輸送モードが今後のCO　2排出削減において主体的役割を担うことが期待されており、環境問題への前向きな取り組みが必要であるとの判断から、日本経団連の取組みに参画している。そこで環境自主行動計画に2010年度の輸送単位当たりのCO　2排出量を1990年度より10％削減するとの目標を盛り込んだ。　当協会は、この環境自主行動計画のフォローアップとして、会員会社が運航する外航船舶からのCO2排出量について実態を調査したうえで、当該計画の見直しを行った（資料参照）2001年度に消費した燃料油量と輸送した貨物量について調査した結果、輸送貨物−量11・ン当たりのCO　2排出量（燃料消費量）については、下図のとおり前年度とほぼ同程度であり、1990年度との比較では約15％の減少となった。　なお、国際海運の温室効果ガス排出削減の取り組みについては、気候変動枠組み条約の枠組みとは別に国際海事機関（IMO）において検討されており、IMOは、来年（2003年）秋に開催される総会において、本問題岱の取組みに関する方針を決議することとしている。磯1、1：裂．．．．Pr．．1990GO2排出原単位指数　　　　　　　　　　撤1コll赫1四；lll　1997　　　　1998　　　　1999　　　2000　　　歪6函．．注）排出原単位は、輸送貨物1トン当たりのCO2排出量で、　1990年度を1としている。20¢ぜんきょう0α2002（（、【資糊　　　　　　　　　　　　　　環境保全に関する自主的行動計画　　　　　　　　　　　　　　　　　（第5回フォローアップ）　外航海運は全世界を活動領域とし、また、国際的な単一市場であるため、環境保全に関する取り組みは、原則としてすべての海域、港域および船舶に対して同一の基準が適用される必要がある。そのため、1997年12月のCOP　3＊では、外航海運に係る船舶からのCO　2等地球温暖化ガスの排出抑制策に関しては国際海事機関（IMO）を通して検討していくことが合意されている。IMOでは、船舶からの温室効果ガス排出に関する実態調査を行い、2GO3年に開催される総会において地球温暖化問題への取り組みに関する方針を決議すべく検討を進めている、　当協会は、1996年11月に自主行動計画を策定、さらに2001年1月に環境憲章を策定するなど、環境保全対策を着実に推進してきている。IMOにおける国際的な地球温暖化ガス排出抑制策は未だ検討中であるが、自主的対策を継続して推進していく。　なお、内航海運については、国内において別途取り組みがなされているところがら、本計画は外航海運のみを対象とした。　＊COP　3（国連気候変動枠組条約第3園締約国会議）：同会議は京都で1997年12月に開催し、気候変動枠組み条約の　　　　　京都議定書を採択した。1．地球温暖化対策（1）船舶からの排出抑制対策　�@　二酸化炭素（CO　2）　　　舶用機関は重油を使用しているため、CO　2の排出は避けられない。しかしながら、年々増加す　　る輸送需要に応える一方で、燃費効率の優れた輸送モードとしてモーダルシフト施策の重要な役　　割を担っていくことは海運の社会的責務である。そこで海運業界としては、エネルギー消費の効　　率性の観点から、輸送単位当たりの燃料・消費量の龍減を目標に取り組んでいく。　　　船舶の燃費改善への取り組みは、オイルショックの勃発した1970年代から1990年代にかけて目覚　　しい成果を挙げてきていることから、今後の技術革新に同様の期待をかけるには無理があろう。　　そこで、以下の施策を推進することにより、2QIQ年における1990年に対する輸送単位当たりのCO2　　排出量を約10％削減していくことを目標とする。　　〈具体的対策〉　　・エネルギー効率の改善された新造船への代替、省エネ設備の採用等　　・最適航路計画システムなどの航行支援システムの研究・採用　　・船舶における省エネ運転技術の研究・実施、省エネ対策の徹底　　・推進効率の向上、排エネルギーの有効活用等燃費改善に向けた取り組み　　・輸送効率向上のための最適船型　�A　代替フロン（HFC等）　　　CO　2以上に地球温暖化への影響の大きい代替フロンは、船舶においては冷房等の空調機器、食　　糧貯蔵庫およびリーファーコンテナ等に利用されている。今後、地球温暖化への影響の少ない冷せんきょうOc亡2002念21NEWSN匠W5陛WS一「酬§．灘騒鎌総　　媒の開発状況を見ながら、その採用に努めるとともに、整備、修理等の際には、当該ガスを大気　　へ放出することのないよう努める。（2｝事業所等における省エネ対策　　陸上の事業所における冷暖房の温度設定や運転時間の調整、QA機器等の低電力製品の採用等の省　エネ対策を、従来1司様今後も推進する。2．廃棄物対策　船舶から発生する廃棄物は一般廃棄物を含め、国際条約にその処理方法が規定されており、処分の記録を船内に保管することが義務付けられている。船舶は油水分離装置や廃棄物焼却炉などの処理設備を装備しており、寄港した港においてはこれらの履行を厳しく監督される。　今後も国際基準に則り適切に廃棄物を処理していくとともに、その発生抑制策などについても検討を行っていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）3．その他の環境対策〔1）大気汚染の防止　　ディーゼル機関から排出される窒素酸化物（NOx）については、新たな排出規制が2000年から遡　及して適用される見込みである。これに適合するエンジンは一般に燃費が悪くなる（CO　2発生量増）　といわれているが、新たな規制に対応していく…方、燃費を犠牲にしないエンジンの開発を求めて　いく。また、燃料油に含まれる硫黄分濃度の低い燃料油の採用に努め、硫黄酸化物（SOx）の排出抑　制にも努める。．（2｝船底防汚塗料の改善　　船底防汚塗料に含まれる有機スズ（TBT）が、海洋生物の生態系に悪影響を与えるとしてそれを規　制する国際条約が2001年10月採択された（未発効）。TBTを含まない代替塗料は防汚性能の面で十分　とはいえず、燃料消費量の増加等が懸念されているが、代替塗料の採用を進めていくとともに、さ　らなる性能の向上を求めていく。（3）安全管理システムの遵守　　一部の船種に適用されていた国際安全管理コード（ISMコード）が2002年7月からすべての船種　に適用されており、各船舶管理者および船舶においては安全管理システムが運用されている。また、　内航海運をはじめ適用外の船舶においても自主的に安全管理システムの導入を進めており、海上災　害および海難事故の発生を防止し海洋環境の保全に努める。〔4）環境管理システム　　引き続き環境保全に向けた取り組みを行っていくほか、ISO14000（環境管理規格）などを視野に　入れながら、環境管理に関する体制の整備について検討を行う。（5〕臨港地区における環境保全対策への協力　　海運業界は、昭和51年度より、臨港地区における緑地整備および海面清掃など、わが国各港の港　湾管理者が実施する港湾の環境整備に協力している。．）22（ンせんぎょう　Oo∫2‘，02　　　　　　タンカー部会の活動について（日本タンカー協会の業務受け入れ後の活動）　日本タンカー協会が本年6月末を以って解散し、7月1日からその業務の…部を当協会のタンカー部会が所掌しています。同協会の業務受け入れ後のタンカー部会運営については、これまでの下部組織として機能してきたタンカー幹事会を「タンカー業務幹事会」に改称するとともに新たに「タンカー安全技術幹事会」を設置し、活動しています。　両幹事会は設置後に会合を開催し、同協会の業務受け入れ後の活動については、次のとおり取組むこととなっています。　�@タンカー業務幹事会の活動について　　所掌事項：タンカーに係わる諸施策に関する事項　　　　　　港湾問題に関する情報交換　　　　　　　この他、ワールドスケールに関する調査や海運関係法ならびに保険の研究等につ　　　　　　いても今後の検討課題とすることとした。　　開催頻度：年4回（四半期毎に1匝1）以．、ヒ定期的に開催することとし、特に審議を要する事　　　　　　案等がある場合は必要に応じて適宣開催することとする。　�Aタンカー安全技術幹事会の活動について　　所掌事項：タンカーの安全対策にかかわる諸施策に関する事項　　　　　　　タンカーの安全運航、荷役、港湾事情等に関する情報交換　　開催頻度：毎月1回定期的に開催することとする。油送船部原油船運航グループリーダー　島田　達彦第一中央汽船、出光タンカー、飯野海運、川崎汽船、共榮タンカー、　　　　　日正汽船、三光汽船、新日本石油タンカー、新和海運、昭和シェル船舶、太平洋海運、雄鹿海運幹事長　川崎汽船安全運航グループタンカー海技チーム長　齋藤　寿一幹　事（会社）　　　　第一中央汽船、出光タンカー、飯野海運、川崎汽船、国際エネルギー輸送、　　　　共榮タンカー、明治海運、日本郵船、日正汽船、三三光汽船、　　　　新日本石油タンカー、新和海運、商船三井、昭和シェル船舶、太平洋海運、　　　　雄洋海運せんきょう0622002023・φ髄1ぐbbe便り　現在、神戸市では「スーパー中枢港」の指定並びに「神戸経済特区」の実現に向けて精力的に取り組んでいます。今回はこれらの問題についてご報告申し上げます。1．スーパー中枢港　神戸市では神戸港の関係26団体で組織する神戸港利用促進協議会において、神戸港のスーパー中枢港指定に向け、官民一体となって取り組んでいくこととされ、取り組みの内容は次の通りです。（1）連続バースのメガターミナルにおける、港　湾荷役体制の共同化への取り組み　　現状では、各ターミナルオペレーターがそ　れぞれのシステムで運営しているが、これを　共同化し、効率的な運営とトータルコストの　削減を目指す。このため、共同化について利　用促進協議会でワーキンググループを立ち上　げ討議する。（2）物流リードタイムの短縮のための手続きの　簡素化・迅速化への取り組み　　物流リードタイムの短縮のために、どうす　れば神戸港でのリードタイムの短縮が図れる　のか、また現状で何が障害となってデリバリ　一までの時間がかかっているのかについての　問題点抽出のためのワーキンググループを立　ち上げ討議する。（3）国に対しての要望活動　　（D、（2）のワーキンググループでの検討作業　と並行して、神戸港の業界全体の総意として、　スーパー中枢港指定に向けた取り組みを、国　に対して説明し、指定を受けるべく要望活動　を行う。2．神戸経済特区　本年5月1日に設置された神戸経済特区研究会の提言がまとまり、7月3日に新野幸次郎会長より市長に報告があった。その内容のうち海運業界に特に関心のある「国際みなと経済特区」を中心に見てみますと次のとおりであります。i　提言の柱（1）神戸経済特区〜21世紀の「知の居留地」〜　の提言　　今回の神戸経済特区の提案は、神戸の強み、　すなわち、豊な人材、多様な生活文化、国際　性、港をはじめとする優れた交通アクセス等　壷土台に、大震災で得た人と人とのつながり　の大切さなど貴重な経験も踏まえ、新たな知　識を生み出す人が活き、交流する価値創造の　舞台をつくる提案であり、いわば21世紀の「知　の居留地」を創る試みである。（2）　2つの神戸経済特区　�@「先端医療産業特区」　　　世界最先端のライフサイエンスの研究を　　展開する、わが国初のスーパークラスター　　の形成を目指した神戸医療産業都市構想を　　加速する。　�A「国際みなと経済特区」　　　神戸のアイデンティティーである港を再　　生して賑わいのある港を新生する。2　特区の内容〔／）先端医療産業特区　　一省　略一（2｝国際みなと経済特区　�@　目標　・ロジスティックハブ拠点を形成する　・総合静脈物流拠点（リサイクルポート〉を24婁せんぎょうOc’2002））i（（　整備する・国際経済拠点を構築する�A　対象地域�Bポートアイランド・六甲アイランド及び　周辺神戸港区域・三宮など都心区域�C　要望事項区　　　　分項　　　　　　　　　　　　目］．ロジスティックス�@　港に係るトータルコストの削減ハブ拠点（神戸港域を含�A通関処理などの迅速化む）の形成�B　総合保税地域制度の拡充�C土地利用の弾力化�D　行政サービスを含めた24時間365日前の実現2．総合静脈物流拠点�@　リサイクルポート指定による支援策の強化（リサイクルポート）の�A　エコタウン事業に係る補助制度の要件の緩和整備�B廃棄物処理法上の許可手続ぎの合理化�C　民活法適用要件の緩和�D　リサイクル技術に係る開発費助成制度の拡充3．国際経済拠点の構築�@　外国人弁護士及び公認会計士に関する規制の緩和�A　外国人に対する在留資格などの要件の緩和�B　留学人員の起業・就業に係る施設整備などへの円借款の国内適用�C外国人ビジネスマンなどの日本での生活を支援するライフサポートセンター（仮称）の配置�D　労働者派遣業務規制などの緩和4．関連企業の集積�@　FAZ法の優遇措置に関する適用条件の緩和（ロジスティック八プ拠�A法人税の軽減点・総合静脈物流拠点・�B　バイオベンチャーなどへのリスクマネー供給のためのインセンティ国際経済拠点）ブとしての倉1」業促進税制の強化�C政府系関連融資などの拡充�D立地促進など各種施策の充実＊集積を図る産業・施設�@日本及びアジアの物流拠点となる企業�A自動車・建設機械などのりユース・リサイクル関連企業及びリサイクル技術に関する研究開発企業�B外国・外資系企業及び外国・外資系企業向けサポート企業�C　医療関連産業�D情報通信産業�E新素材・新製造技術産業�F生活文化（ファッション）産業�G集客・観光産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阪神地区事務局長　谷ロー朗）ぜんきよう06’2002顔25θ●o●●o●oo●o●●●o●●●o●●●●●●●●●●●o●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●o●o●●●●●●●●●●●欄臼海運税制の充実・改善について　　　【海運税制キャンペーン】●9●0●O●・●●●．●●・●09●・・●■●●●●●●●●OO●●O●●●●●●●●●■●■●O●●●●●●●●●●●●■●●●「騨））日本の経済を支える海運には、税制の充実・改善が必要です。　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要産業です。しかし、世界の主要海運国の中で、日本の海運会社は非常に重い税負担を強いられています。　例えば船舶の減価償却制度一つ取っても、先進海運国では、ほぼ蜘％の償却が可能なのに、わが国は95％しか償却できません。さらに、取得後5年間の償却可能額は、わが国の場合、租税特別拮置による特別償却を含めても、低い水準にとどまっています。　さらに、主要海運国では、外航船舶には固定資産税を課していません。また、船員の所得税・社会保険料についても、減免措置を講じています。　日本商船隊の国際競争力を確保するためには、償却制度の改善など諸外国並みに税制の充実・改善をする必要があります。　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資するものと、私たちは考えます。　「＝ゼ巨r　l；漏Ii誓取得後5年間の償却可能範囲と償却制度の概要L旦些＿」．．．．．．．．．．．ゴー”・14．2％定率償却＋特別償却18％・償却可能限度額；95％本日85％．フランス・3］25％定率償却・償却可能限度額；100％．、83％デンマーク・30％定率償却・償却可能隈度額：¶00％・25％定率償却・償却可能限度額：100％イギリス　　67％・20％定率償諺・償却可能限度ノルウェーアメリカ却纈；100％諸外国の償却制度は、わが国の特別償却制度より有利である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1…1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．繋懸繕．．嚢　　璽．．灘　　@．．縫箋・狂乱華．艶難．．．一　麹．．∵．．∴潔熟．三．．．．．』囚ド．．　．「．『藷．∴　　　　　≧』　　一　　げP1．．、輪、．、二ご二：：�h1　　船が支える日本の暮らし一社団法人日本船主協会http＝”www．［sanet．or．iP〆26��せんきょうOo’2002●　●　・　・　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　・　・　●　●　●　●　O　●　●　●　●　O　●　●　●　●　●　●　0　●　O　●　■　o　o　o　o　o　o　o　e　O　O　O　O　O　O　O　O　O　O　●　●　O　O　●　O　O　O　O　O　　　　　　当協会では、わが国の海運税制の充実・改善を関係方面に訴えるため『船舶の特別償却制度（左）』と「トン数　　　　　標準税制（右）』について記事広告を9月から10月の2ヶ月間にわたD各種雑誌に掲載しました。　　　　　　記事広告の掲載誌は、週刊エコノミスト（9／17、10／1号）、週刊ダイヤモンド（9／14、9／24号）、東洋経　　　　　済（9／14、9／28号）、新潮45（10、11月号）．月刊現代（IO、11月号）、正論（10、11月号）、国土交通（6月号か　　　　　ら毎月掲載）、本誌（毎月掲載）です。　　　　　　また、当協会のホームページ（http：〃www．lsanet．o「．ip／）でも同様の広告を掲載するとともに、「海運税制　　　　　に関するこ意見コーナー」を設け、本キャンペーンについてのこ意見・ご感想を募集しています。●　・　●　O　●　●　●　●　●　●　●　●　●　0　●　●　■　●　●　●　●　●　●　●　■　O　●　●　●　●　●　●　●　0　●　●　●　●　●　■　●　●　●　●　●　●　O　O　●　●　●　●　●　●　●　●　O　●　O　●　●　●　O　O　O　●（〔せんぎょう0α2002翻27近満コーナー・内航コーナー⊂こ三…．　　　　冗菓南ブジアの港湾に係る調査について　当協会は昨年実施した近海・内航各社のトップ層へのヒアリング調査結果を踏まえ、第三者機関である�渇ｿ値総合研究所（旧社名1長銀総合研究所）に「東南アジアの港湾」および「海上モーダルシフト」に関する調査を委託し、このほど、取りまとまりました。　　　　　　　　　　　　　　　　）．　今月号では、「東南アジアの港湾に係る調査」報告書のなかの中国港湾について記述されている部分（抜粋）を紹介します。　東南アジアの港湾に係る調査のポイント1，中国・東南アジア域内の依存関係が深まる国際貿易　・最近10年間における世界の貿易面の特徴は、（1）米国向け輸出の±曽力口、（2）中国との依存度の上昇、（3）中　国・東南アジア域内の依存関係の深化、に要約される。　・ただし�Bに関して、我が国向けの東南アジア・中国各国の輸出比率は我が国の経済停滞もあって中国　以外上昇していない。2．コンテナの世界でも中国・東南アジアの港が急成長　・世界のコンテナ取扱港湾上位5港を中国・東南アジア港湾が占める。取扱の伸び率では、20G5年を目　途に大・小羊山コンテナターミナル（大水深コンテナターミナル）の整備を進める上海港や、香港の　機能の一部移転が進む深士川港等中国港湾が注目される。　・中国のコンテナ港湾には香港やシンガポールをはじめ世界の大手ターミナルオペレーターの進出が進　む。3　高成長を背景に変わりつつある中国の港　・1978年の改革・開放政策以降、2桁に近い成長率を続ける中国経済は、南北の経済成長の格差、人民　　元の長期的な為替の低下やWTO加盟後の関税率の引き下げに伴う農業への影響等不安定要素は抱え　　ながら、目覚しい経済発展は港湾整備にも影響を与えている。　・今回、大連、秦皇島、上海の港務局及び大手船舶代理店へのヒアリングによる調査のポイントは次の　　ように要約できる。　　�@　これまで国（港務局）の管理が今年から地方政府に移管（大連・秦皇島）。　　�A大連港では港務局管理以外のプライベートバースが増加。　　�B大連や秦皇島の後背圏である中国北部地域は上海以南と比べ経済発展が遅れており、これがコン　　　テナ取扱量にも反映しているが、逆に将来的には渤海湾周辺を「アジアの雑貨貿易の中心」をすべ　　　く考えもある。同時に遼東半島周辺には丹東、庄河をはじめとする港湾整備が進められ、競争も激　　　しくなりつつある。　　�CPSOについては60強の中国陶画のうち約20港で実施。検査百は全国で］00名程度（大連港では常　　　時4名体制で実施）。担当者の話では、日本では海図を持っていないと出港できないと聞くが、中国　　　ではそこまで厳しくはないとのことである。）28導せんきょう06’2002．（（東南アジアの港湾1こ係る調査（「中国港湾について」抜粋）1．中国港湾について1−1　既存資料に基づく中国港湾の概要整理　港は、その取扱貨物により「コンテナ港」と「非コンテナ（バルク、在来貨物）港」に大別される。勿論、一つの港がコンテナと非コンテナ両方の機能を有するケースも多い。我が国の港をみても、コンテナ取扱量では東京港あるいは横浜港が最大港であるとともに、非コンテナを含めた海上輸送貨物の取扱量では千葉港がトップとなる。　そこで、先ず海上貨物取扱量からみた中国の主要港からみていく。（1＞海上貨物取扱港　　表1は海上貨物の総量から見た主要港を示　す。2000年時点における最大の取扱港は上海　港である。上海港はコンテナの取扱で見ても　最大であり、まさに中国における中心港とし　て発展している。海上取扱貨物は2億トンを　越え、我が国最大の千葉港の取扱量（1．6億トABODEFGH−JKLMN〔表1〕　主要港における取扱貨物量　ン）を大きく上回る。これについで寧波、広州が続く。寧波は、1980年時に比べて30倍強の増加を示す。　　取扱品目でみると、コンテナ以外の中心品　目は石炭である。中国における石炭の積み出　しの主要港は秦皇島、連運、日照である。そ　の他、輸出の中心は穀物関係であり、主要輸　出港は北部の大連、営口、天津新港、青島等　となる。他方、中国の主要輸入品は鋼材や機　械類となるが、中心港はコンテナ同様、上海、　天津新港、広州、大連となる。　　中国には、その他「海岸に面する」港およ　び「内航河川に面する港」を合わせ60近くの港　がある。この内、海岸に面する主要港の概要　を表2に示す。（2）コンテナ港　　「東南アジア諸国の主要港の整備状況」（報　告書P．24〔省略〕）で分析したように現在の　世界の主要コンテナ港の上位を東南アジア・単位：1万トン港　湾　名19801985199D199520GO順位2000／1980惨考量ンテナ取捌…重夫　　　　　　　連3，2634，3814，9526，4179，0846位2．87位営　　　　　　　口24982371，1562，26894．5秦　　　星　　　島2，6414，4／96，9458，3829，7434位3．7天　　　　　　津王，192L8562，0635，7879，5665位8．04位煙　　　　　　　台5066896681，3611，7743．5青　　　　　　島1，7082，6113，0345，1038，6367位5．13位日　　　　　　　照925L4522，6742．9運　　　運　　　港7399291，137Lフ162，7083．フ上　　　　　　海8，48311，29113，95916，56720，4401位2．41位寧　　　　　　　波3261，0402，5546，8531L5472位35．48位汕　　　　　　頭176201279716］，2847．3広　　　　　　　州L210�e7724，1637299U，1283位925位湛　　　　　　　江LOフ51，2311，5571β852，0381．9海　　　　　　口721ア0288468808］1．2そ　　　の　　　他5，560／5，00431，9055．7計2173131，］5448，32180，166125「6035．8資料＝中国統計年報より作成　ただし、（参考）］ンテナ取扱1頃位はNYKの調べによる2000年上期の1頂位　　また、「日照港」と「その他港湾」の伸びは2000／1990年比である。我が国の港湾取扱貨物量の上位3港（1999年）は、　　1位＝干葉港（16，474万t）2位＝名古屋港（13，304万t）、3位＝横浜港（11．454万t）せんきょう0α2002��29））されている。同時に、ドラフト不足は、アジアのハブ港を目指すに際し大きな制約と順　位コンテナ取扱量（千TEU）20012000港　　　名2GO120002001／20001　　］香　　　　　港17900　脚18，0980．99212シンガポール15，52017，C4Gc．9i313釜　　　　　山7，9D77，5401．054　　4高　　　　　雄7，5407，4261．02516上　　　　　　海6β345，6］31．136　　5ロッテルダム6，0966，2680．977i7ロサンジェルス5，1844，B791．068　11深　　　　　ガ［15，0753，994］．2799ハンブルグ4β894，2481．10108目ングビーチ4，4634，6010．97東北沿岸地域華北沿岸地域華東沿岸地域深土二二華南沿岸地域中国の港が占める。特に中国の港（上海、深”II）の伸びが著しい（右表参照〉。　中国国内の主要コンテナ港について2000年上期の取扱量をベースに整理すれば次のようになる。日本郵船推計出所　中国港に関する大きな特徴は、今後の取扱増を見込んだ積極的な港湾整備計画である。この点を日本郵船資料（「調査月報200ユ年11／12号』）、他より整理すれば次のようになる。　�@　上海港　・上海港は慢性的なキャパシティ不足に悩ま中国の主要港と主たる機能〔表2〕尚機　　　　　　　　能英　語　名日　本　語　名A　　BCDGPQR丁　　Y1DALIAN大連（ターリエン）■1●●○●●○●●2DANDONG丹東（タントン）●●○■●3YINGKOU営口（インコウ）●●●●●●4HAIMEI黄岩〔ホワンイエン）●●●●●5QINHUANGDAO秦荘島（チンホワンタオ）●●●●■●■6XINGANG天津新港●●●●○■●●7FUZHOU福豆（フーチョウ）●●●●E●●8LlANYUNGANG連雲港（リエンユンカン）●●●●●○9LONGKOU龍口（ロンコウ）●●●●■、oN｝NGBO寧波（ニンポー）○●■●●●○●11QINGDAO青島（チンタオ）●○●●●○●●12QUANZHOU泉州（チュワンチョウ）○■●●●●13SHANGHAl上海（シャンハイ）●●○●●●●●●14　WE旧Al威海（ウェイ八イ）○●博●●151WENZHOU温州（ウエンチョウ）●●○1●●●16X臥MEN醇乎（シアメン）●●●●●●｝7YANTAI煙台（イエンタイ）●●●●●●●18BA旧Al北海（ペイ八イ）●●●●●●19CHlWAN赤湾（チーワン）●●●■●20SHEKOU蛇口（セコウ）●●●●●●21YANTIAN塩田（チェンシェン）●●●●○●●22GUANGZHOU広州（コワンチョウ）●●●●●●●●23HAIKOU海口（ハイコウ）●●●■●●●●24JIANGMEN江門（チアンメン）●●25SANYA三亜（サンヤー）●●●●●26SHANTOU汕頭（シャントウ）●●●●朝●●27SHANWEI汕尾（シャンウェイ）●●●2BZHOUSHAN中山■●●●●29ZHUHAI珠海（チュー八イ）●●●●1●注：「機能」の記号の意味は次のとおり　A：Airport　qOOkm以内に空港がある）　　　　B　Bunkers　C：Containers　　　　　　　　　　　　　　　　D　Dry　Cargo　G：General　O8rgo　　　　　　　　　　　　　　P　Petroleum　Q：Other　Liquid　Bulk　　　　　　　　　　　　　R　Ro／Ro　丁：Towage（曳舟）　　　　　　　　　　　Y　Dry　Bulk資料lLLeYD’S　UST　PORTS　OFTHE　W〔）RLD　2QQ2　よD作成30ミ：1せんきょうOc‘2002．（．〔　なっている。・大小豊山（ヤンシャン）大水深コンテナタ　ーミナル計画は、これらの問題を解決すべ　く第1期の北港区10kmの海岸線に30バース　を整備。2001年中に5つのバース（全長1，600　m、年問取扱能力22G万TEU）建設に着手、　2005年に完成予定。・このターミナルと浦東最南端の子芋港を繋　ぐ全長32．2km（海一ヒ部分27．6km）の「芦洋大　橋」を架設する。・2D20年には上海港総取扱量は2，500万TEU　〜2，700万TEUになる見通し。�A　深堀巷・Hutchison　Port　Holdingsは深堀市政府、「深　別塩田Port　Group�梶vと第3期ターミナル　開発工事の契約を締結。2006年に完成予定。・蛇口港ではユ8億HKドルを投資した第2期工　事が開始。2004年完成予定。年間処理能力　は現行の80万TEUから160万TEUへ倍増、・急増する貨物に対し、西地区（赤湾）の取　扱能力が充分でないことが懸念される。�B　青島港・2000年2月、P＆O　Portsは、青島港務局と　青島Qiawanコンテナターミナル開発で30年　の運営契約を締結。・投資額は11．8億ドル。完成時には年間処理〔表3〕　中国国内の主要コンテナ港　能力がユ00万TEUとなる。・また、後背地とを結ぶ鉄道乗り入れ施設建　設計画が進められている。�C　天津港・第2期拡張工事が2001年5月に開始。平均　水深を！4．2mまで俊深する予定（2GQ2年内完　成予定）。完成後は6，000TEU型が貨物フル　積載の状況で出入港が可能。・天津港務局は年問処理能力を700万TEUに　拡大する港湾整備計画に10年間で15億ドル　の投資を予定。�D　広州港・PSA　Corporationと広州港務局が共同で運営　する広州コンテナターミナルが2001年7月　にオープン。・PSAはターミナル運営とは別に広州一PSA　蜘gisticsを設立し、3PLサービスのほか、　ターミナル運営を補完する形で総合的なコ　ンテナデポ・サービスを提供。�E慶門港・台湾との対岸貿易が36．7％を占める。・Huchison　Port　Holdings　（HPH）　とCSX　World　Terminalsの大手ターミナルオペレー　ターが進出。・HPHは、開発に8，000万米ドルを投資し、4　つ目のバースを2001年中に完成予定。ll直位港　　湾　　名コンテナ取扱量Q000年上期@（千TEU）バース数水　　深@（rn）クレーン総面積@（m）蔵置能力kTEU）1上　　　　　　　　　海2，936｝49．5−13．2332，323，200101，BOO2深　　　　　　　　±川2，1601014　−15341，654，000141，BOO3青　　　　　　　　島1，306510．3一］510490，00048，5004天　　　　　　　　津957812　−13．5161，004，40022，1005広　　　　　　　　州732一一一一一6慶　　　　　　　　　門607212．2423，500一7大　　　　　　　　　連555512　−14．17560，00030，5668寧　　　　　　　　波527一一一一一9福　　　　　　　　州2022｝11254，500一10南　　　　　　　　京99211　　　　　　　　一200，ODO9，500資料：中国交通部、日本郵船推計によるせんぎょう0磁2002f密3／�F　大連港　・PSA　Corporationと大連港務局の合弁会社で　　運営する大連コンテナ・ターミナルは、4．35　　億米ドルで大水深4バース、フィーダー用　　2バースを整備し、処理能力を現在の100万　TEUの倍にする予定。　・PSA独自の港湾情報システムを採用し、ソ　　フト面でも先進のノウハウを活用。�G寧波港　・大水深港であり、鉄道・高速道路への連結　　も充実。ただし、上海港に隣接しているこ　　とから港湾経営の面では厳しい。　・Hutchison　Port　Holdingはユ，28億米ドルを投　　じ港務局と合弁で第2期開発に取り組む　�H　　福州港　・既存のターミナルは喫水制限がある（1，000　　TEU型以下のフィーダー船だけが入港可能）　・PSA　Corporationと潮目Port　Groupは同ター　　ミナルより60km南に位置するJiangyinに新　　コンテナターミナルを建設中。（3）ターミナルオペレーターの進出　　中国コンテナ港湾の大きな特徴として、世　界的なターミナルオペレータによる積極的な　展開が指摘できる。ここでいうターミナルオ　ペレーターとは、PSA、　Hatchison　Port　Hold−　ings、　P＆O　Port（大手船社P＆O　Nedlloydの子　会社）、CSX　World　Container　Terlnina1（世界　最大の船社マースク社の関連会社）、Eurogate，　SSAである。このうち、　CSXを除く5社は俗　にFamous　Fiveと呼ばれ、世界の売り上げの　3割近くを占める。　　中国港湾については、特に前2社の活動が　活発化している。　�@PSA（シンガポール）　　　大連港、福州港の経営に参加するのみな　　らず、韓国・仁川やわが国の北丸州ひびき32§せんきょう06f2002　コンテナターミナルのPFI事業にも参加し　ている。PSAが係わるコンテナターミナル　開発プロジェクトは表4が示すように世界　に広がる。�AHatchis。n　Port　Holdings（香港）　　上海の港湾整備運営に入り込むと共に、　川洲塩田港を押さえ、さらに香港の近隣で　は珠海にも出資。さらに、最近では釜山に　も進出を計画。　ターミナル・オペレーターは、船社と同様、規模の経済が働くビジネスである。すなわち、同じ施設規模では取り扱い貨物量が多いほど単位当たりのコストが低くなり、収益性が大となる。規模のメリットを求め、市場の拡大する中国に進出しているのが現状である。大手コンテナターミナル・オペレーターの収益性を図1に示す。�求@その他　�@　中国の交通輸送行政の仕組み＊1　・中国の交通政策のトップには国務院（我が　　国の内閣府に相当）があり、その下に国家　　発展計画委員会があり、ここが鉄道、道路、　　水運、航空、資源のグランドデザインの策　　定を行い国務院の認可を取り、各交通部へ　　の建設・整備提言を行う。　・鉄道、道路、水運、航空、資源のそれぞれ　　の管理担当は、鉄道部が鉄道、交通部が都　　月間道路と水運、都市建設部が都市内道路、　　公安局が都市交通（信号設置、都市交通管　　理〉、民航総局が航空、石油天然気管道局が　　石油・天然ガスなどの資源を管轄。　・このように中国の交通運輸管理行政は明確　　な「縦割り」となっている。政策決定はこ　　の指揮系統に従って行われる。したがって、　　交通手段それぞれの特性を活かした「総合）｝．．（．｛〔表4〕PSAコーポレーションによる外国のコンデナ・ターミナル開発プロジェクト国所　　在　　地港　　　湾　　　名事業内容中　　　　　　　国大　　　　　　　　　　連Dalian　COntai［e「Te「mina】管理・運営福　　　　　　　　　　州Fuzhou　Q［ngzou　CQntainer　TerrninaIeuzhou　Aofng　Contai口e「Te「minal管理・運営イ　　　ン　　　ドタミール　・ナ　ドゥ州Tut「corin　Gonta「ner　Terminal管理・運営グ　ジ　ャ　ラ　一　ト　州Pipavav管理・運営韓　　　　　　国仁　　　　　　　　　　川lncheon　ContainerTerm「naI管理・運営イ　　タ　　リ　　アジ　　　エ　　　ノ　　　バVoltrl　Terminal　Europa管理・運営ベ　　　　　ニ　　　　　スVen…ceGontainerTermEnaI管理・運営イ　　エ　　メ　　ンア　　　　　デ　　　　　ンAden　Conta［ne「Te「mi［al建設・管理・運営ブ　ル　ネ　イバンダルスリブガワンMuara　Container　Term旧al開発・管理・運営ポ　ル　ト　ガ　ルリ　　　ス　　　ボ　　　ンSines　COntainer　TerrninaI開発・管理・運営日　　　　　　本北　　　九　　　州　　　市Hbiki　COhtal陀r　Termin創開発一管理・運営資料：〔図1〕1βOD1βQO1、4001，20D1ρ003006004GO2GO　OJETROアジアの投資環境比較（20D2年）より作成ターミナル・オペレーターの収益II生1，5551．55□売り上げ黶Z一売上高利益率15055285　　　PSA資料：石井伸一、「アジアにおける国際八ブ港湾競争とわが国　　港湾の国際競争力確保に向［ナで」海事産業研究所報、　　NO．429（2002年3月号）より作成　　交通体系」作りが妨げられている。　・「水運」分野に特有な制度として「荷主港　　湾設備制度」がある。1985年差制定され、　　荷主による専用埠頭や施設の建設を認める　　ものである。上海港では、全貨物輸送量の　　4割が荷主埠頭によるものである。　・ちなみに／998年末現在、国内沿海船舶会社　　は1，300社、内航水運5，600社、国際海運会社　　310社（世界5位）となっている。輸送能力　　は500万tと需要（330万t）を上回る。　�A進出企業からみた中国物流事情＊2　　1）貿易に使用されるトレードタームズ（取　　　引条件）は、Icc（国際商業会議所）制定　　　のインコタームズ（INCOTERMS）が基本　　　で、13種類ある。しかし、中国では辛うHutc鵬�p　　CSX　Po霞（単位：百万ドル、％）　　　　　　　45　　　　　　　40　　　　　　　35　　　　　　　30　　　　　　　25　　　　　　　20　　　　　　　15　　　　　　　10　　　　　　　5　　　　　　　0P＄Op◎t　　EUFogate〔図2〕　交通インフラの管理行政の体制図国務院国家発展計画委員会鉄道　　　　　　　鉄道部　　　　鉄路局　　　鉄路分局ｹ路　　者肺建設部睡］@　　　　　　　交通部　　　　交通庁　　　交通局?^　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港務局航空　　　　　　　　民航総局　　　国際航空、東方航空@　　　　　　　　　　　　　南方航空など24社資源　　　　　　　石油天然　　　　　　石油化工総公司ﾎ油・カ．ス気管道局天然気総公司　じてFOBについての認識を持っているのが現状で、13種類のINCOTERMSを用いて貿易取引条件を設定しようと試みても　非常に困難な状況にある。2）中国の製造業には、かつての社会主義経済における計画生産の遺伝子が残っており、物流に対してあまり関心を払って　いない。メーカーは製造し置いておくだけで、必要があればユーザーが取りにく　るという感覚。最近は中国国務院の下に　ある協会や学会ではサプライチェーンマ　ネジメント（SCM）の研究を行っているが、現場感覚は昔のまま。したがって、日本　企業が中国に進出した場合も物流を中国　サイドに任せきりにするのは困難。これ　に対しては、日系のフォワーダーと一緒　に中国に進出し、さらに日本本社からコ　ントロールを多少加えるのが最善である。せんきょうOcご2002雨33　3）中国物流に伴うリスクとしては、　・輸口中の事故　・輸送取扱代金不払い　・フォワーダーの夜逃げによる関税の二重　　払い　・偽B／しによるL／C代金詐欺　・貨物のすり替え・偽ブランド商品　・密航者・麻薬・銃器などの混入　　が考えられる。特に、中国国内の輸送に　　ついて元請の物流業者として輸送業務を　　引き受けた場合、事故の際の賠償責任保　　険はまともに機能していない。＊1　日本国際協力銀行『中国における交通インフラ　　整備の現状と課題1（2000年）による。＊2　社卜］．1法人日本物流団体連合会、rl・1国における国　　際物流に関する調査・研究報告書（平成14年3　　月）による1−2，中国港視察・ヒアリング結果〔省略〕ω　ヒアリング対象港　　今回の現地調査の対象港は、以下の3港で　ある。　　・大連港　　・秦皇島町　　・上海港　　各回について、港湾管理者と大乎船舶代理　店の担当者にヒアリング調査を実施した。2．調査のまとめ　中国の港湾は、世界の港湾の中でも目覚しい成長を遂げている。今後、我が国の近海船社にとっても中国港湾は最も重要な活動拠点となる。これは、中国港湾の港湾施設や管理・運営面の特質によるというよりは、中国経済がその生産拠点及び消費拠点という両面において世界経済に占める割合が高くなるためである。換言すれば、中国の港湾は中国経済の活動水準に依存す34「：）せんぎょうOo’2002るものであり、中国経済の活動は安定した社会の基盤の上に成り立つ。　昨今、日本のものづくりの中国移転をはじめ、産業経済における中国脅威論が目立つ。確かに、中国経済の安定した成長は我が国経済にとっても必要であるが、行き過ぎた脅威論（中国経済の強さ）は、その背景にある中国経済の弱さを見落としがちである。本調査では、中国の港湾における近年の発展・成長を中心に整理してきたが、その発展を支える中国経済の課題点（成長制約要因）について最後に整理する。（1）南北の経済格差・中国の2000年における一人当たりGDPは、855　米ドルである。全国を3地域に分割してみる　と、沿岸部を含む東部地区が1．348ドルと中西　部の669ドル、西部地区の512ドルの倍以上で　ある（図3参照〉。・また、沿岸部の東部地区内においても上海　（3，284ドル）や北京（2，151ドル）と北部の河　北（9D9ドル）と遼寧（1，331ドル）では大きな　．較差がある。・北部においては、農業が主たる産業であり、　また国営企業の割合が高く、失業率も全国平　均（2002年で4．5％：政府見通し）の2倍。・このような南北格差という潜在的な問題を顕　在化させないためにも、年率7〜8％の成長　が必要。・ただし、中国のWTO加盟に伴い農作物の関税　率の低下が予想される。これによる農業分野　の過剰（減少）人員は1，000万（表5参照）と　いわれる。これが国有企業の改革に伴う余剰　人員と併せ、北部地域を中心とした新たな社　会不安につながる可能性もある。（2）人民元の為替レート・我が国経済は／960〜70年代の高度経済成長に　より一入当たりGDPは大きく伸び、さらに1985）〕．（（年のプラザ合意による大幅なFlレートの上昇　により世界でも最も高い水準を達成した・一．・�、人民元の為替レートを対ドルベースで　見ると、1980年代以降低下傾向にあり、ここ数年もほとんど変化はない（図4参照）。・中国出身のエコノミスト関志雄（経済産業省　経済産業研究所）氏は、このことを持って中　国産業経済を特徴付ける。　1）　実質GDPの伸びは高いが、為替レート　　で評価するとほとんど伸びはない。　2）中国の産業は依然労働集約的な産業に特　　化（日本はハイテク分野に特化〉。　3）Made　in　Chinaのモノは増えたが、　Made　　by　Chinese（ブランド）は少ない。　・一言でいえば、中国の産業の国際競争力の　　低さを示す。ただし．、為替レートの変化を　　見ても最近は「下がりっぱなし」ではなく　　なりつつある。團　雇用問題・北部地域のWTO加盟に伴う農業問題や国有企　業の民営化に伴う余剰労働力に加え、中国の　産業経済には次のような構造的な問題が生じ　ている。・本調査でも見たように、世界に投資先として　中国経済が注目されているが、投資の成果が　雇用増につながっているかどうか。例えば、　最新の設備による工場三無人化というケース　もあり、投資増＝雇用増とはなっていない。〔表5〕中国のWTO加盟による分野別雇用変化予想資料：人民日報（1999年11月24日）・さらに、マクPの統計で見ても「国内」総生産であるGDPと「国民」総生産であるGNPの乖離が近年生じてきており（図5参照）、投資増の成果が中国国民の所得に完全に寄与していない状況が窺い知れる。〔図3〕中国の地域二一人当たりGDP（ドル）　　0　　　　　500　　　　1，000　　　　1、500　　　2．000　　　　2．500　　　3．000　　　3．500峯葦デ網……　　　　　江蘇一＝＝コ1β31　侃F＝＝；＝＝；＝＝コ1．556…　福建一1・3餌lli肥馬礪三雲　吉林F＝コ811器…蚕1働：。。ll　．討7資料：「中国統計年錨』200D年版〔図4〕　人民元の対米ドル為替レートの変化　　　　　　　　　　　　　（単位：米ドル当たD元）109．．8．．7．．6．．5　．4　．3．2．．毛．．0196971　73　75　77　79　a1　83　B5　87　89　91　93　95　97　99資料：三菱総合研究所編［中国情報ハンドブック』200／年版　　　〔図5〕　中国のGNPの対GDP比GNPIGDP1．00501．0000O．9950．．．．0．9900O．9850．．．Q．9800O．97500．97001990919293　94　95　96979899200G資料：『中国統計年鑑』20DO旧版せんきょうOo’2002ミ）35寄稿新’生Bulk　Carrierに対する‘’統一符号”‘‘設計条件’に関する統一規則の制定について側旧本海事協会国際室1．はじめに　国際船級協会連合（IACS：注Dがばら積み貨物船（Bulk　Carrier）についての統一符号、設計条件等を定めた統一規則（Un温ed　Requirement）S25を制定したことをご存知の読者も多いと思いますが、今回、日本船主協会のご好意で「せんきょう」に執筆する機会をいただきましたので、URS25が制定された経緯、要求事項等について簡単に述べたいと思います。2，SC／BCSの再召集　2001年2月、香港船主協会（HKSOA）からの要請で、HKSOAとIACS代表が香港にてBulkCarrierについての話合いを持ちました。その席で、HKSOAは、船主または運航者の立場から現在のBulk　Carrierについての問題点と改善要求を提起しました。その内容は、積付け上、運航上で自由度の多い船、一言で言えば使い勝手の良い船（Fit　for　Purpose）を求める内容でした。このHKSOAからのメッセージに反応して、ギリシャの船主協会、ノルウェーの船主協会、INTERCARGO等から、HKSOAの問題提起を支持する内容のメッセージがIACSに寄せられました。　IACSはこれらの船主団体からのメッセージを真摯に受け止め、議論を重ねた結果、第41回理事会（2001年5月）でSteering　Committee　onBulk　Carrier　Safety（SC／BCS）の再召集を決定しました。「再召集」という意味は、以前、1990年代前半にBulk　Carrierの全損事故が多発したことを受けて、1995年にSC／BCSが召集された経緯があるからです。再召集されたSC／BCSは、ちょうど当時NKがIACS理事会の議長をしていたこと、NKの船級船にはBulk　Carrierが多いこと、の理由によりNKの日高副会長（当時〉が議　　）．長を務めました。　IACS理事会からのSC／BCSへの検討指示事項は、次のようなものでした。　・HKSOAおよび他の船主団体が提起した問題　　を検討すること。　・IACSのWorking　Groupが行っているBulk　　Car五er　Safety関連の作業を調査し、作業が　　重複しないようにすること。　・”Fit　for　Purpose”に対する政策について検　　討すること。　ここでIACSの規則等の審議決定に関する組織について簡単に説明しますと、右図のようになっています。理事会での決定および一般政策部　　）IACS組織　　　　　　　作業グループ＊様々な作業グループが設置されているが、　BGSに関係する作業を行っていたグループは、　主として次のもの。　一Working　Party／Streng電h　−Ad　Hoc　Group／Formal　Safety　Assessment　−Ad　Hoc　Group／Fore　Deck　Fitting36轡せんきょう06’2002会での指示の下に、常設または臨時の作業グループが様々な事項について検討を行っており、検討結果は一般政策部会に上程され、その後理事会に諮られます。SC／BCSは理事会の下に設置されましたので、その審議結果は理事会に直接上程されます。　　　3、第1回会合（2001年7月4日、5日）　　　　船主団体からの問題提起を、SC／BCSで検討　　　する事項、現在他の作業グループで作業中の事（　　項、IMOで審議されている事項、等に分類し、　　　SC／BCSで検討するものについて、第2回会合　　　までに書面審議を行い、意見を集約していくこ　　　ととなりました。ちなみに、船主団体からの問　　　題提起は多岐にわたっていましたが、大きいも　　　のでは次のようなものがありました。　　　　（a）乗組員に不合理な制限を課すこと無く依　　　　　託された貨物を運べること。　　　　（b）ホールドバラストを涯鳴することなく荒　　　　　天航行ができること。　　　　（c）操舵性能、エンジン出力は、荒天時にも　　　　　十分なものであること。通の単一設計条件で括れないことから、BulkCarrierを3つのタイプに分けた上でこれらを統一符号として表し、それぞれのタイプのばら積み貨物船はどのような積付け／運航が可能かを明らかにして透明性を確保することが合意されました。　上記勧については、スラミング（注5）による船首船底部の損傷実績を考慮し、海洋汚染防止条約（MARPOL：注6）付属書｛／13規則にあるプロペラ没落・喫水およびトリム（注7）要件のような規定をBulk　Ca函erにも適用し、適切なバラストタンクの配置を確保することができないか検討されました。　上記（c）については、日本船主協会を通じて日本の船社殿に実績調査をお願いいたしました。その結果、荒天により船速は低下するが、保守が良好に行われていれば、設計上のSea　Margin　（約15％：注8）でその船倉低下は許容範囲内（海面状態（Sea　State）が約9までで、約20％の船速低下）にあるとの現状認識が示されました。そこで、本件については現状の設計で適切との結論を出しました。♂「へ4，第2回会合（2001年10月30日、31日）　上記（a｝については、Bulk　Carrierの設計上考慮しなければならない積付け条件とは何か、何を強制として、何を船主と造船所との協議事項（そして、それはLQading　Manualに記載される）とするか、等について審議されました。その審議の中で、貨物の見掛け密度が1．0（t／�u）で海上人命安全条約（SOLAS：注2）上の要件が異なること、均等積み（Homogeneous　Loadlng：注3）と朝倉積み（Alternate　Loading；注4）では取扱いが異なること、多港積み（Mu1Uple　PortLoading）をするか否かによって要件が異なること等の問題が抽出され、全てのBulk　Ca囲erを共5，第3回会合（2002年4月16−18日）およびそ　の後の追加審議　前会合までの結果に基づき各船級協会で検討した資料を持ち寄り、より安全で積付けに自由度のあるBulk　Car質erの設計条件を決めるため、次の通り審議が行われました。（1）付記符号および設計条件の統一　　Bulk　Carrierに対する付記符号の統一および　積付け状態／バラスト状態に対する設計条件　の標準化に関し、統一一規則が作成されました。　1）付記符号の統一　　　各船級協会で付与しているBulk　Carrier　　に対する船級符号の付記を、船主殿およびせんぎょう　Oo’2002〔｝37　傭船者などのユーザーがその設計条件を容　易に理解できるよう、設計貨物比重・積付　条件等の設計条件に応じた付記符号を、新　造船に対し次の通り統一することとしまし　た。BC−A：貨物の密度が1．0（t／nf）以．．ヒの高密　　　　度貨物を「隔山積み」する船に対応。　　　　鉱石専用船など。BC−B：貨物の密度が1．0（t／ni）以上の高密　　　　度貨物を「均等積み」する船に対応。　　　　石炭専用船など。BC−C：貨物の密度が1，0（t／�u）未満の貨物　　　　を「均等積み」する船に対応。穀物　　　　（グレーン）等。　なお、上記の付記に加え条件により次の追加の付記および注記を加える事としています。　　i）BC−A、　BC−Bの場合で、貨物の密度　　　（pc）を3．0（t／nf）より小さい値に制限　　　して設計された場合、その制限値1ρc　　　＝…｝を追記する。　　h）多港積み・揚げ（Multiport　loading／un−　　　loadlng）を行うことがない場合、｛no　　　MP｝を追記する。　　iii）BC−Aの場合で、特定の組合せで空倉　　　とする場合、空倉となるホールドの組合　　　せを注記する。　2）設計条件の標準化　　　第1回会合で問題提起された前記3．の　　（a）および�汲ﾖの対策として、“設計として考　　目すべき積載・バラスト状態の標準イビおよ　　び」バラスト状態の船首喫水・プロペラ没水　　率の標準化”について検討を行い、次の通　　り統一規則を作成しました。　　（a／設計として考慮すべき積載・バラスト　　　状態の標準化（積載貨物質量の線図作成）38禽ぜんきょう08’2002　積付倉、空倉、バラストホールドのそれぞれに対して、次のi）からv）に例示する状態を標準の設計条件として定めました。これらの設計条件は船主殿がBulkCan・ierを運航するに当たって、船倉内貨物の積載上の制限を合理的な範囲で少な　くすることに主眼を置いて決められてい　ます。i）設計上の最小見掛けの貨物密度（所謂Hold　Y）を1．0（t／�u）とする。n）高密度貨物については、荷役上の過積　みに対する余裕分を考慮する。（均等積み　　）　時の当該ホールド積載質量の10％相当分）iii）均等積みから或いは均等積みへの多港　積み・揚げを標準条件として考慮し、い　ずれの貨物倉も最大喫水の2／3の喫水　において均等積みに相当する積載質量を　積付けることができ、かつ、5／6の喫　水において土倉とできるように設計する。iv）均等積みから或いは均等積みへの多港　積み・揚げにおいて隣接2倉が連続して　積付け倉または空倉となるような状態を　考慮して、いずれの貨物倉も最大喫水の　2／3の喫水において連続する2倉に均　等積みに相当する積載質量を呼付けるこ　とができ、かつ、3／4の喫水において　　）．．　連続2倉を目口とできるように設計する。積載貨物量の線図（Hold　Mass　Diagram）サンプルMinimim　draughtaヒwhich　cargo　holdmay　hold　max．　masseや5う．∵灘二面副脾喋欝藩MaXlm］mallowab8mass撚・一一鵬糖厚膜　　　Minimim　draught匝團（、（v＞港内での積み・揚げ荷状態（単独倉お　よび隣接2倉）として、いずれの貨物倉　も単独倉に対しては最大許容貨物積載質　量を、隣接2倉に対しては均等積みに対　する積載質量を、最大喫水の2／3の喫　水において積付けることができるように　設計する。�求@バラスト状態の船首喫水・プロペラ没　水率の標準化　　No�oal　ballastおよびHeavy　ballast状態　に対する設計上の喫水要件を定め、その　喫水に対応した船首船底補強を要求する　こととしました。　　i　バラスト専用タンクのみに涯水した　　通常バラスト状態での設計条件　　・プロペラ春水：完全没水　　・船尾トリム：但し、0．015L（船の長　　　さの1．5％）以下とすること。　　　・船首船底補強にあたっては、このバ　　　ラスト状態を考慮する。　U　荒天時バラスト状態（バラストホー　　ルドに1張属してよい）に対する設計条　　件　　　・プロペラ没水；プロペラ中心から海　　　面までの垂直距離をプロペラ直径の　　　6Q％以上とすること。　　　。船尾トリム：但し、0．015L以下とす　　　ること。　　　・船首喫水：0．03L（船の長さの3％）　　　　または8mの小さい値以上であるこ　　　　と，（この要件は追加審議により加え　　　　られた）3）適　用　　前述の1）および2）の適用は次のとお　りとなっています。（a）2003年7月1日以降に建造契約される　150m以上の全てのBulk　Carrlerに適用す　る。（現存船に関．しては適用しない。但し　本設計条件を全て満たすものに関しては　付記符号を与えても可と合意されている。）�求@本統一規則で与えられる積付け状態に　おいて、縦強度、局部強度、復原性の規　則要件に適合しなければならない　本件は、本年6月に開かれたIACSの理事会で合意され、その後バラス．ト状態について若干の修正を加えた上でIACSの統一規則（UR）S25となりました。NKにおいては船体専門委員会で規則化の検討を始めています。（2）洋上でのバラスト交換（BWE：BallastWater　Exchange）　　BWEに関しては現在IMOの海洋環境保護　委員会（MEPC：注9）で議論しているため、　現段階ではその審議を待つこととし、操作要　件などIACSとして対応すべき項目があれば、　IACS内の作業部会で適宜検討していくことと　しました。（3）　1重船側vs　2重船側　　Bulk　Carherの2．重船側化についても審議さ　れました。一部の船級．協会はTankerにDou−　ble　Hu11（2重船倉）が脂性1化されたように、　Bulk　Carrierでも安全性向上のため2重船側を　強制化すべきではないかと主張しました。し　かし、今までの設計において必ずしも2重船　側が安全性向上に寄与するとの結論は無く、　重量増加やメンテナンスの問題なども絡んで　くるため現段階で強制化することには疑問と　の意見が大勢を占めました。審議の結果、　IACSとしてはとりあえず、設計や操船．．ヒ、2　重船側と1重船側それぞれで考えられる問題　点や効果に関しての客観的な長所短所比較表　（Pros　and　Colls　Table）を、関係者の今後のぜんきょうOc’2002§．39検討資料として作成することとしました。この比較表は現在IACSのWeb　site（www．iacs．Qrg．uk）に掲載しています。6．Bulk　Carrierに対する8つの方策との関係　IACSは、本年3月15日目Bulk　Carrierの更なる安全強化策として、8つの方策と称する安全対策を打ち出しました。（詳細はhttp二〃www．dassnkorjp／hp／topj，asp　NKテクニカルインフォメーションTEC−045コ口参照願います。具体的な適用規則はこの稿を執筆した時点では検討中です。）　この8つの方策はBulk　Carrierの重大海難事故を調査した上での事故防止を目的としているのに対し、今回作成したURS25は、前述の通り、航行の安全を考慮した上で、船主または運航者の立場から口付け上、運航上の自由度ができるだけ多い船を設計段階から確保すること並びにそれらの条件を解り易く示すことによって、安全性の向上に資することを目的としています。7．あとがぎ　SC／BCSの議長協会として、また世界のBulkCa頃er船腹量のおよそ25％の登録船を保有している船価会として、NKはSteering　Co�oi仕eeでの検討において中心的な役割を果たすことが要求されました。統一規則の作成にあたっては、NKの損傷実績データベースからのフィードバックを有効に活用するとともに、実際の運航での問題点や実状調査に付き邦船船社殿の’協力をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。409ぜんぎよう翫オ2002注1：IACS（International　Association　of　Classt且cation　　　SocieUes）　　　　国際船級協会連合。1968年10月に設立。船級　　　協会全体として共通の目的を達成するための協　　　力・協議、他の国際団体との連携に当たること　　　を目的にした、11ヶ国の船級協会からなる。IACS　　　加盟船級協会の扱う船腹量は世界商船の約9G％、　　　4億G／T。検査件数は年間50万件、5，000名を　　　超えるサーベイヤーを抱え、世界各国に1，500以　　　一hの事務所を構える。船体の安全確保とともに　　　技術的適合要件の主要な取得の促進等を目的と　　　する。注2：海上人命安全条約（SOLAS）　　　　The　Interna琶onal　Convendon負）r仕1e　Safety　of　　　U語at　Sea（SOLAS）。航海の安全を図るため船　　　舶の検査、証書の発給などの規定を設け、船舶　　　の構造、設備、救命設備、貨物の積み付けに関　　　する安全措置等の技術基準を定めた条約。1974　　　年採択。我が国は1980年5月に批准。注3：均等積み（Homogeneous　Loading）　　　　ばら積み貨物船に貨物を積む際、区分されて　　　いる船倉に均等に積むこと。注4：隔倉積み（Altemate恥ading）　　　　ばら積み貨物船に貨物を積む際、区分されて　　　いる船倉一・つ置きに積むこと。注5：スラミングー種の水桶作用で、波長・波高と　　　もに大きい海面を高速で走ったとき、船首船底　　　部が波面から離れ、次の瞬間に激しく波面を叩　　　く状態のこと。注6：海洋汚染防止条約（MARPQL）　　　　International　CQnvendon　fbr　the　Prevendon　of　　　Pollution丘Qm　Ships（MARPOD。MAR王NE　POL　　　LUTIONの頭文字をとってMARPOL条約と称す　　　る。海洋汚染の防止を目的に、船舶の構造や汚　　　染防止設備等の技術基準を定めている。ユ．973／　　　1978条約が作成され、1983年10月2日に発効。　　　油タンカーはじめ各種の汚染を段階的に規制す　　　るのに貢献している。注7　トリム船首の喫水と船尾の喫水の差。注8：シーマージン　常用速力で海象等の影饗により　　　馬力増加を見込んだ余裕を収っておくこと注9：MEPC（Marine　EnvirQnment　Protec亘on　Com−　　　mittee）　　　　海洋環境保護委員会。IMO　（国際海事機関）　　　の常設委員会。地球環境保護の立場から、船舶　　　による海洋ならびに大気汚染防止に関する調査、　　　審議、規則を策定する委員会。）「）δあねある記船会社の仲問たち第＠回　　譲　　澤’（、藤、今回、登場して頂くのは　　　　　日鉄海運（株）営業部営業課課長　　　　　　お　いえひで　き　　　　　⊃御家秀貴ざん（3g歳）です。　『「．ヒ．『．一．圃3，御社の自慢といえば？1，所属部署の業務は主にどのようなものなのでしょうか？　ケープサイズにて鉄鋼原料関係を中心に営業する部署です。私は主に営業企画関連業務を担当しています。船隊整備計画をはじめとする中長期計画の策定と新造船および売船関係です。　当社は鉄鋼原料を中心に輸送する会社ですので、当然ながら20万トン超の鉄鉱石専用船です。現在3隻保有していますが、その雄大さだけ．でなく、荷主にきめ細かなサービスを提供すべく運航・荷役等の効率化技術が詰まった船です。よく走ってくれます。．〔2．これまでの会社生活の中で一番の思い出といえば…？　かれこれ10年前になりますが、営業の引き合い担当であった当時、マーケット環境が非常に厳しく、毎日辛い引き合いばかりでした。大変でしたが良い経験でした。…本当に暗かったな…苓4　今後チャレンジしてみたい仕事について教えて下さい。一　やはり大型鉄鉱石専用船の新造です。より競争力ある船隊を拡大整備していきたいです。あとは社長業ですかね、一度は経営者になり経験してみたい。日鉄海運�鰍ﾌ事業概要　E羽虫汽船と日鐵海運が、平成2年12月に合併し、「日鉄海運』として新発足。新日本製鐵�鰍ﾌ直系海運会社として、鉄鋼原料輸送を柱とした撒積み貨物の輸送に従事。20万トン超の鉄鉱石専用船3隻をはじめとして、ケープサイズ・パナマックス・八ンデイマックスを中心に営業活動を拡げ、欧州の荷主のみならず、国内電力炭輸送分野でも実績を伸ばしている。支配船腹量・220万トン（DW丁）、輸送数量・26百万トン（平成13年度）、せんぎょうOo’2002��41　　　　潮L　　．　　　痩．函＝三3懸滋卦しξ撫｛一’　夢野く墜｝ご．r唇−．．、　　　　廼＝洋7、．．ヤ鷺ゾ　　　　　，　　　　．、1■，　告　　　ど　へ。、い　・ヒ．ぬび　　　様言貝匹・1．蜜・・こゴニ　　．醜　　．膨　　　〆〆概評〆〆避冨欝欝．／＼ド踏先�梶D井船長弓＿等。，学校教。熟客竺三囲灘鑑灘溜ドτ?G擁1嚢駿籟三際糠簾舳鯵鯵，1裏灘禦偽；鰻繍需呈期貯．潔慧鑑鷺謬膿鏡融融　　　　　　張りあった。　　　　　　　　シドニーを出てポートモレスビー寄港、モリシヤス　　　　　　島のポートルイスに向かった。数日後に島が見えて　　　　　　きた時、二流士は、報告もせず位置もいれず、ボン　　　　　　ヤリ見ているだけ。島の北側から近づき針路を変更　　　　　　すると、とんでもない所に平然と位置を入れる。後で　　　　　　解ったことだが、とも（船尾）からタグボートニ隻に一　　　　　　　度に一本ずつのロープを渡せなかった程の素人で　　　　　　　あった。　　　　　　　　入港準備をして、航路に入る直前、パイロット待ち　　　　　　　となり、アスターン（後進）をかけたら、エンジンルー　　　　　　　ムよりアスターンが掛かりませんとの事。スローで来　　　　　　　ていたのでストップエンジンで防波堤まで1マイル　　　　　　　で停まったが、浅瀬に向かって流されていくので、　　　　　　　近づいたらアンカー入れようとスタンバイしていたら　　　　　　　今度は沖に流され始めたので、そのまま流されるこ　　　　　　　とにした。パイロットは一時断り、3時間ほど修理に　　　　　　　費やし、テスト後入港したが、これが完全に修理で　　　　　　　きてなく、南米の港で二回2錨を投下した。　　　　　　　　入港時は常にヒヤヒヤものであった。8ヶ月後、　　　　　　　日本に貨物が有り帰る事が出来たが、その時ドック　　　　　　　の人に見てもらったらすぐに完治した。　　　　　　　　この時の機関長は工業学校出身で船には今一　　　　　　　っ堪能ではなかったが、…・航士と同様礼儀正しく、　　　　　　　なかなかの紳士であり、船内の揉め事には積極的　　　　　　　に取り組んでくれていた。　　　　　　　　4ヶ月も経つと一緒にトランプしたり、食料の買い倫付けに行ったりで楽しく過ごせた。　一航海終了してシドニーに戻り、一航士と韓国乗組員の交代がきた。その中に甲板手が一・人いた。これは念の為と新任の一戸士に舵取りのテストをさせた。テストしに二人は船橋に上がって行ったが、3分もしたら一概士が降りてきて、一寸船橋に来て号令してください、と言うので行って号令してみた。’EXターボード”（注1）と言うと、甲板手は“ヘッ？”勿論舵は動いていない。“ポート”“ヘッ？”もう一度言っても“ヘッ？”　二航士に来てもらい話をしたら、甲板手はしたことも無い、との事。交代も考えたが時間的にどうしても間に合わず、他に舵を取れる甲板員もいず、仕方なく二四士が付きっきりで一・日中操舵の練習。　一航海目はそれ程でもなかったが、二航海目はひどいのが多かった。これは丁度韓国オリンピックの時で、陸上で十分な仕事があり乗組員の質が落ちたらしい。中には殴ったり出刃包丁持って追っかけまわしたりする者もいた。　さて、この甲板手にはもう一つ話があった。　サントス着岸中に清水200屯（タンクはフル）補給した時のことである。昼前に．入港、昼から補水開始））己〜〜∫．�l十ナA，謹上二〜n，ナワηnワ〆〆〆漕ジ〆〆げ♂〆〆〆漕ノ〆評・・（（した。夕食時に代理店の人と出かける時にまだ清水を取っていたので尋ねると、他船も取っているのであまり入ってこない、との返事。2200時頃帰船すると、まだ取っていたので再び尋ねると、約半分位との事。翌朝朝食に行くと、一機士が“船長、とも（船尾）に来てください”と慌てて言うので一緒に行ってみた。ステアリングエンジンルーム（操舵読響）のドアを開けようとすると、一機士は、一寸待てと私の代わりに恐る恐るドアを開けた。驚いた事に足元まで水がきており、ステアリング装置は水没、上部にあるセルシンモーター（操舵駆動用モーター〉が頭を覗かせているのみ。ステアリング装置の一段下の非常用ポンプは勿論の事、水没。サイドに置いてあったペンキの空缶、ロープもプカプカ。　原因は飲料氷タンクは中甲板下にあり、その測深管（注2＞は中甲板にあり、測1果後蓋を締め忘れ、ついでに引継ぎにも忘れ、次の例の甲板手が当直に当たって測深はせず舷門（注3）に居て上甲板に出ているエアーパイプから清水の噴き出すのを待っていたようである。従って、待っても待っても噴き出さず、その内ステアリングルームまで清水を取ってしまう事になった。　この日は日曜日で荷役は無かったが、トラブルの多い港なので代理店員の自宅の電話番号を聞いていたので即電話して排水ポンプを持ってきてもらい、ビルジポンプ（注4）と一緒に排水した。真夜中OlOO時頃排水終了した。後、電動モーターは分解して乾燥室に入れ、スイッチボックスはカーゴランプ2台で乾燥させ、月曜日夕刻の出港には何とか間に合ったが、電線はビニールカバー（ビニールホース）のなかにあり、未だに水滴が見えていた。金く恐ろしい話であるが、清水であったのは不幸中の幸いであった。非常用ポンプもうまく作動した。　まだ色々あるがこの辺にして……。　現在では韓国は立派に成長し、給料も高くなり、従って傭船の乗組員も減少し、フィリッピン人等に取って代わったようであるが、そこも成長し、その他の7つの海のこぼ物話檬縫騨国の安い給与の乗組員が多くなっているようである。　現在商船学校の教官をしているが、日本人の乗組員は需要が少なく、就職は非常に難しくなっている。就職の出来ない学校には希望者は少なくなっており、学力も低下していることは既にご存知のことであろう。商船学校ばかりではなく“ゆとりの教育”の為という人もいるが、昨年より教鞭を取ってみて驚いている。また、他校も似たり寄ったりと聞いている。現状、会社が求めている日本人船員とは、船に乗って知識を得たら陸上勤務し、船、乗組員、修理、配船そして各種交渉事をうまく捌ける人であろうと、考える。にもかかわらず、以前より勉強しなくなった、英語が出来ない、となると、この仕事もそれなりに商船学校出でなくても良くなってくる。また、他国の乗組員が上手であれば、それも取られかねない。　なんとも悲観的見方ではあるが、現実を見て、商船大学が二つとも無くなってしまうのを見ても解る。何とか日本人船員の少数精鋭を守って行きたいものである。注1　StarbDard：舵を右へ回して船首を右に回頭させる事。注2　タンク内の水の量を測るための測深棒を導くために　　　タンク上部（ここでは中甲板）から下方へ取り付けら　　れた管。注3　船の舷側の出入口（乗船口）。注4　船底に溜った汚水（ビルジ）を排出するポンプ。一．1一藝S　　　　　　　　＼ぜんきようOo‘2002§43g日本、韓国、シンガポール、香港の4船主／協会による「アジア船員雇用者グループ」6準備会合が海運ピルで開催された。日（P．晦運ニュ＿ス国際会議レポ＿ト参照）23国際海事機関（IMO）第7回危険物・固体貨日物・コンテナ小委員会（DSC）がロンドンで　　開催された。　　（P．6海運ニュース国際会議レポート参照）24国土交通省は・2001年のわが国クルーズ人日口等の動向について取りまとめた。これに　　よると日本人乗客数は約20万人で前年比　7．3％減少し、このうち外航クルーズ乗客数　　は約11万5千人（対前年比11．6％減）．、内航　　クルーズ乗客数は約8万5千人（同0．7％減）　　となった。　　　　　　　　　　　　　　　　’）r26財務省関税局は、米国関税庁が進める海上日コンテナ安全対策「コンテナ・セキユリテ　　ィー・イニシアチブ（CSI）」に参画するこ　　とで合意した。g国際海事機関（IMO）海上安全委員会（MSC）〜テロ対策中間作業部会がロンドンで開催さ董3れた。本会合は米国同時多発テロ事件を契日機とした醇頒におけるテ。対策のため、船舶や港湾の保安計画の内容などについて具体的に検討された。10国ニヒ交通省は・2002年6月末現在の内航船日腹量を発表した。現有船腹量は6，870隻（対　前期2002年3月末比2．1％減）、3，878千総ト　　ン（同1．4％減）、6，958千重量トン（同1．8％　減〉となった。29米国西岸の港湾労使間で行われていた労働日協約改訂交渉で、使用者団体のPMA（太平　洋海事協会）は、港湾労組のILWU（国際港　湾倉庫労働組合）が荷役業務のスローダウ　　ン戦術に出たことから、同日夜から西岸全　29港でロックアウト（施設封鎖）に踏み切　　つた。）10国土交通省は・8月中のポートステートコ日ントロール（PSC）で国際条約で定める基準　に抵触し、業務命令や航行停止処分の対象　　となった船舶が43隻あったと発表した。∠14蛋ヨ†ナA，…キ士「　n〃gnoク“i勿婆誉細川　　9月の定例理事会の模様（9月25日、日本船主協会役員会議室にて開催）　　　　　　　会員異動○　社名変更　平成14年10月1日付　　NYKグローバルバルク株式会社　　　　　　　　　　　　　（京浜地区所属）　　（旧社名　東朋海運株式会社）　平成14年10月1日付　　株式会社ジェネック　（九州地区所属）　　（旧社名　北九州運輸株式会社）　平成14年9月25日現在の会員数104社　　（京浜地区67社、阪神32社、九州5社）　　（P．2シッビングフラッシュ参照）3．国際船舶制度のその後の動きについて4．規制緩和要望について5．海事保安問題について　　（P．9海運ニュース参照）6．第10回日韓船主協会会談の開催について7．ASFシッビング・エコノミックス・レビュ　一委員会（SERC）第11回中聞会合の模様につ　いて　　（本誌2002年9月号海運ニュースP．2参照）港湾物流委員会／タンカー部会／　　総務委員会合同報告事項1．海上災害防止センターの独立行政法人化に　ついて　　　　　　　総務委員会報告事項（　　　1．　「外国籍船上での犯罪等検討タスクフォー　　　　ス」について　　　　　（P．15海運ニュース参照）　　　2．「除外率設定業種における障害者雇用推進　　　　事業委員会」について　　　政策委員会報告事項1．平成15年度税制改正要望について　　（P．2シッビングフラッシュ参照）2．平成15年度政府予算要求について　　港湾物流委員会報告事項1．スーパー中枢港湾選定委員会の設置につい　て　国土交通大臣の諮問機関である交通政策審議会港湾分科会が、7月12日に取り纏めた『経済社会の変化に対応し、国際競争力の強化、産業の再生、循環型社会の構築などを通じてより良い暮らしを実現する港湾政策のあり方　（中間報告）』において、スーパー中枢港湾の育成が提案された。　スーパー中枢港湾構想は、近隣アジア主要港湾の躍進により相対的に地位が低下している、ぜんきょうOc診20a2§45影2＼・≒多1わが国コンテナ港湾の国際競争力を重点的に強化するため、現下の第9次港湾整備7ヵ年計画において整備推進してきた中枢国際港湾などから指定し、実験的／先導的な施策展開を官民連携の下で実施することにより、アジア主要港湾を凌ぐコスト・サービスの実現を図ろうとするものである。　国土交通省港湾局及び海事局はスーパー中枢港湾の育成のため、コンテナ港湾としてのコスト・サービス構造を変えてゆこうとする意欲と見込みのある港湾又は地域の中から、国、港湾管理者等が連携して港湾のコスト・サービス構造改革の道筋がつくものについて、次期長期計画期間中にスーパー中枢港湾の指定をすることとしている。　選定委員会は指定に向けた作業の過程において、国土交通省港湾局及び海事局に対して、専門性の観点に加えて、透明かつ客観的な判断を提示する役割を有し、日本船主協会より港湾物流委員会　平野委員長が委員として参画する予定。2．パナマ運河通航料の引き上げについて　　　政策委員会／海務委員会合同報告事項1．羽田空港再拡張問題について工務委員会報告事項1．バルクキャリアの安全問題について　バルクキャリアの沈没事故が1980年代以降多発したことから、船首部構造の強化および検査強化プログラムがSOIAS条約の下で実施されてきた。　一方、英国政府は、1980年のダービシャー号46�Lせんきょう06’2002沈没に伴う公式再調査報告書（2000年11月）による勧告に基づき、国際海事機関（IMO）において安全対策の検討に着手した。　しかしながら、その後においてもバルクキャリアの沈没事故があり、特に2001年12月23日に大西洋において沈没し全乗組員が行方不明となったクリストファー号事故が、クリスマス直前の悲劇として西欧社会の注目するところとなり、IMOもしくは国際船級協会連合（IACS）の対応の遅さなどが厳しく批判されるところとなった。　このような状況を踏まえ、ロイズレジスターをはじめとするいくつかの欧米の船級協会主導　　）の下で、IACSは、2002年3月15日にバルクキャリアに関する8項目の安全対策を発表した。また、IMOにおいても2QO2年5月の海上安全委員会（MSC）において、バルクキャリア問題が緊急の重要課題とされ、全貨物倉への浸水警報装置の強制化が承認されたほか、船首乾舷嵩上げによる予備浮力の確保、船首部ハッチカバーの強化などの多くの安全対策が提案され、12月に開催される海上安全委員会（MSC）において審議される。　当協会は、日本海事協会と事故原因と対策について協議を重ね、船首部からの浸水が原因となる事故は少なく、むしろ、船側外板の損傷による浸水が多いことから、船体構造部材の強度　　）が正しく評価されるよう検査の内容・方法の見直しが最重要であることを、日本海事協会を通じIACSに働きかけた。また、ハッチカバーについては、日本造船研究協会に設置された部会において事故原因を分析し、実効ある対策はハッチカバーそのものの強化（取り替え）ではなく、船側外板の強化と横からの青波の直撃を防ぐ防護壁（Break　water）、ハッチカバーの固定等であるとの見解を取りまとめた。　当協会は、これらの意見をベースとして、9　　　，ーヒ＝；「．馳−’・ヌー　　　i影7　　　と1慧屡1　　　月6日にIACS会長を東京へ招き意見交換を行う　　　とともに、要望書を提出したほか、9月16日に　　　ロンドンで開催されたICS等海運業界とIACS　　　との意見交換会においても、資料を配布し現実　　　的な対策とするよう再考を促した。また、12月　　　のMSCにおけるわが国対応方針を、日本造船研　　　究協会の部会で協議しているが、IMOにおいて　　　は、技術的観点からの議論ではなく、英国を中　　　心とする政治的なプレッシャーの下で改正案が　　　まとめられてしまう可能性が高く、予断を許さ一　　ない状況にある。今後さらに、ICS、アジア船主　　　フォーラム（ASF）などを通じて、各国政府への　　　適切な働きかけを促していくこととしている。　　　　労務委員会報告事項1．訂CW95条約への対応について2．ILO統合条約について3．国際船舶制度推進のための業務の囎日本船員福利雇用促進センターへの一元化について船員対策特別委員会報告事項1．ITFミッションの来日について2．アジア船員雇用者グループ準備会合について（P．7海運ニュース参照）　　　タンカー部会報告事項1．日本タンカー協会の業務受け入れ後の活動について（P．23囲み参照）　　　近海内航部会報告事項1．近海内航に関連する最近の問題について　　（P．28近海内航コーナー参照）外航船舶解撤促進特別委員会　　　　　　　報告事項1．国土交通省のシップリサイクル検討委員会　について2．IMO第48回海洋環境保護委員会　（MEPC）への対応について環境対策特別委員会報告事項1．当面の活動について　　陳情書・要望良臣（9月）9月20日宛先：自由民主党税制調査会件　名：平成15年度税制改正要望要旨：今年度末で期限切れを迎える船舶等の　　　　特別償却制度の延長・恒久化等につい　　　　て要望　　　　（P．2シッビングフラッシュ参照）　　　国際会議の予定（11月）アジア船主フォーラム（ASF＞第1i回船舶保険委員会　　11月11日〜12口　香港第1回アジア船員雇用者グループ会合　　11月18日　　　　シンガポールIMO第89回理事会　　11月25日〜29日　ロンドンぜんきようOcf　2002§47匿．．溶．．3．：＝縣灘澱羅謡ご蕊ミ黙茎．き装“驚．醗ミ1，わが国貿易額の推移、と！　　　（単位；10億円）田運統計罵照一鷺騨照蕪輸　出輸　入前年比前年同期比〔鰯年　月（FOB）（CIF）入固出超輸　出輸　入19854L95631，08510β704．0△　　3．8199Q4L45733，8557，6019．616．8199541，53031，5489，9822．612．3199947，54735，26812，279▲　　6．1▲　　3．8200051，65440，93810，7／58．616．1200148，97942，4156，563▲　　5．23．620Dl年8月3，8293，520309▲　　8．9▲　　2．294，1623，1191，043▲　11．0▲　　7．9104，0733，612461▲　　9．0▲　　4．6113β893β97492▲　　9．2▲　　7．9123，9613，301659▲　14．5▲　13．42002年1月3，5593β75184▲　　1．8▲　　9．324，0213，235785▲　　4．2▲　　2．634，7733，5061，266▲　　3．0▲　12．644，4023，5678351．7▲　　2．854，1523，5346188．8▲　　5．564，4303，2081，2227註▲　　5．174，3973，6477508．90．784，0683，4266426．2▲　　2．7（注）　則．務省貿易統計による。3．不定期船自由市場の成約状況2．対米ドル円相場の推移〔銀行間直物相場）年　月舗）平均最高値最安値1990144．81124．3016D．10199594．0680．30104．251997121．00111．3513／．251998130．89114．25147．001999113．91111．28116．402000107．77102．50114．902001122．10U3，85131．692001年9月118．91116．78121．7210121．32119．65123．1011122．33120．24．124．3312127．32123．65131．692002年1月132．66130．75／34．692133．53132．46134．463131．15127．82133．614131．01127．97133．285126．39123．96128．886123．44119．22125．677n8．08115．92120．568119．03116．91120．829120．49117．48123．44（単位千M〆T）区分航海用船A疋期用船ム　　計連続航海シングル（品　目別内　訳）年次口航　　海穀物石炭鉱石スクテグ砂糖肥料その他TripPeriod1995172，64．24，911167，73148，77552，37157，2611，5261，9415，D54803154，80249，0611997195，9962P663193，33346，79267，19266，5511，D593，7247，312693ユ6D，46843，240工998186，197L712184，62141，93869，30164，9948363，8002，4991，280136，97224，700／999141，3211β04150，48130，68656，18457β092353，2741，7091，082149，734．39，5812000146，6432918292，08926，14746，54967，4311982，185182L55117Q，03245，0212001153，82439063135，91016，78952，32472，1774723，102978914150，15438，4552002　112，76524012，5251，6434，5365，81054391712016，7134，152212，78212012，6621，4204，0955，996l117542563015，4345，89339，380609，3201，5763，3504，1060268200／5β625，236413，261013，2611，8973，3267，410554151253312，9454，545512，51024012，2ア01，8814，3645，5285536082012，7263，060612，85930512，5541，8293，3896，598306471609，5111，94079，78709，7879802，3235，8583550784012，6282，479812β92Q12，3921，2824，0656，192347G9lloG1S，2i32，62497，92707，9275473，8323，06528372275620，0613，862（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品日別はシングルものの合計。�B年別は暦年。48�Q・せんきょう0α2002）憲鍮懸嘉ミ3無一こ一謬騒購．一一羅　羅．．〔原油凶・シ。臨畔嚇・・1弩／�梶@　　　　　　　糊げル・／日本’北緬岸／畔’ガルワ／醐　　　圃oo@　　　　　釦2　　　　　　　　　　　　　　　1．【lI�o〔?戟p@　几0@　35P50@　30哺轟。聞日。　｝メ1ノガルフ／日本25ペルシャ湾／日本2Dooへ∬、　　ノ亀　　！　　、　〆　　　、！げ　トr　　、I　　　、ノ11　　25P00@　2D@　憶p　　1D@　　5c、　、＿P」ノ　　、1＼　　／、＼　＼　鴨、ペルシヤ湾／欧米　　　ノCL、噌一＼ガルフ／西欧北米西岸／日本憶旧50D0B的7　〔年1　　　　　　19田　　　　　　　　　1999　　　　　　　　�o　　　　　　　　　珊】　　　　　　　　2GQ21997〔年〕　　　　　　　1993　　　　　　　　司999　　　　　　　　　2脚　　　　　　　　　2DO1　　　　　　　　舶024．原油〔ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／色本ペルシャ湾／欧米月次2QQO2QQ／2QQ22QQQ2QQ12QQ2最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1234．5678910111265．00　48，00U5．QO　54．00W2．50　62．00X5．OQ　78．OQ撃撃戟D25　93，75P12，5G　96．50Pi2．50　98，00P52．50112．50P50．00128．00P65．00113．50Pア7，50164．50P60．00140．00118，00　80，00X2．50　86．QQ撃n3．00　88．75　　　　−V5，00　57。00S1．5Q　38．50T5，00　43，50U3．15　39．00X2．OO　57．50W5．00　40．00S1．OO　33．5DS0．50　36．OD50，00　34，75S2．5Q　37．50R7．00　32．00Q9．50　28．OQU2．00　39．50R5．OG　29．50TG，　GG　32．5G@　　35，00S5，00　3径．oo50．00　40．00T5．00　45．00V0．00　55．00W5，QQ　64．00X2．OD　75．00X5．OO　SG．GO撃fO．◎Q　82．50P20．00　90，00P32．50105．OOP30．00　105．00P75．00125．OOﾊ42．50125．00100．50　82．5QX2．5Q　70．OO�Ｄ．00　70，00W5．QQ　7Q．GOU3．50　52．50S0．oo　35．eGT5．OQ　42．50T7．50　38，50W2．50　50．00V0．00　37，50R5．OO　32，DDS0．00　35．0040．00　35．00S0，00　36，25S0，00　30．OOR工．OQ　27．5QS8．75　33，00S2．5G　31．ooR8．75　29．5GR2，50　28．00S2．50　28．00（注）　�@日本郵船調査グルー@　　　もの．　�Cグラフの値はいずれも最高値。プ資料による。�A単位はワールドスケールレート・�Bいずれも20万D〆W以上の船舶による．〔5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）　　　　　　　　　　（単位：ドル／トン）ガルフ／日本北米西岸／日本ガルフ／西欧月次200120（＞2200／200220012002最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　78910111222．50　21．50Q2．25　21．OOQ2．80　22，70Q2．25　2L50@　24．00@　23．25P9．50　18．75P8．90　17．75P8．60　17．50P8．35　17．50P7．25　工6．75P725　工5．8G18．85　17．20P8．60　16．80P9．90　18．40Q2．00　20．00Q2．00　20．90P9．25　17．95P8．90　17．60　　　@　23．95　　＝@　＝P4．10　13，50　　一@　　@　ll．00@　＝@　＝　10．75@1Loo@　＝@　12．25　　一P1．90　11．25@　＝　　一@　12．OO@　＝P8．00　14．60P8．00　17．00@　−@　12．25@　＝@　10，35W．60　　8、509，15　　8．88X．25　　8．GG　　−P7．OQ　／5．oo@　13．07P1．35　10．75@　＝　　一〔注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。せんきょう06’2002琶）491黙一盤’盤羅・羅蕊廓誌・豪羅羅羅避灘鷲難墨一ミ羅・一　石炭レ、ンブトンローズ／日本1・鉄鉱石〔ッバロン／日本・ツバロン／西欧1〔ドル13520151050石炭（ハンプトン日一ズ／日本）鉄鉱石／へ！、、　　、　　　、！　！F、／、〆L、〆、〆、、、　ハ　、　　／@　／@／^／1／1／＼鉄鉱石（ツバロン／西欧）ヒ997〔年｝19931999200020012�t2〔ドル｝25　��0司51D535030025D2口o150100500　　0運賃指数へハンディーNリーンY、　、八ンラ【イー_ーティー_，、’　　　、@　　　、、！　1、m　1　　へ　　　lv∠　　111　　　1磨_　　1＼lluノ　　　’@　小型@At　レ＼　’＼　　　　、n　ヘノf！、、、　　、、、／轟・」ノ　、へ…　　fVLCC1997爾旧朗聖999200020012�t24DO3503DD25020015D1D90）6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単位　ドル／トン）ハンプトンローズ〆日本（石炭）ツバロン〆日本（鉄鉱石）ツバロン〆西欧（鉄鉱石）月次200120022001200220012002最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　789101112＝＝＝＝＝＝二二＝＝一＝＝二9．20−5．40＝一一8．50＝＝∴8．45　　7．20W．00　　　6．35V．50　　5．85U．85　　5．75@12．10U．65　　6．05T．89　　4．50S．40　　4，25@　＝@　4．85@　4．3Q6．30　　4．40T．15　　4．50@　−@　5．50U．85　　4．60S．75　　4．60@　4．45@　7．90X．25　　8．90（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。�Aいずれも8万D〆W以上15万D〆W未満の船舶によるもの。7．タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次200020012002VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・c1248．0T3．392．8P07．8126．2P4／噛】．145．9P54．3148．4P69．9151．8P17．2217．3Q05．8346．3Q30．5277．4R22．9371．0S00．239．986．9126．1165．31．48．1358．3l15．7163．7167．3189．486．7158．4238．9294．7347．839．485．6115．8158．8149．9469．6134．9195．7185．6196．894．1171．3272．0299．0264．436．091．3116．6164．2148．5581．4126．9177．4187．O205．381．4160．3／90．5295．7262．736．4105．4143．9194．2178．8695．8135．6174．1194．3210．060．7132．3182．8242．2264．149．989．9159．1204．0177．ユ7100．9153．1244．9261．3215．152．2114．213D．1223．6213．840．196．8130．2200．8158．08105．5196．5265．5243．4233．950．8111．31d8．0204．3208．244．683．3131．5166．8171．39128．6／go．9269．2229．5254．673．7110．7153．6210．O187．110136．2165．1194．1217．3264．944．198．4136．1162．8191．611P2134．3P60．1204．7Q09．8267．0Q64．6240．9Q72．0257．8Q83．139．494．0128．1140．8149．3平均97．6152．8206．9208．2219．177．4143．1196．1240．0260．0（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナルは　　　ロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併〉�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃指数　　の5区分については、以下のとおり　�CVLCC＝15万トン以上　�P中型＝7万〜15万トン　◎小型：3万〜7万トン　　�羽・Dヨハンディ・ダーティ＝3万50DOトン未満　講H・C＝ハンディ・クリーン：全船型．50ミ）ぜんきょう0‘∫2002卜．D．．｢．A．．yーqー、　．．．ニゴ馳　．　＝一−．．．ひ筆蕉遍專ニミ翼澱．き．＝認黒：：．芸．読∫．．＾無．点芝．．．．ご三．．1．．ミこ．．．．〕「　．、．、、、，．．Σ1．．．．‘、．．．．．∴．．．．．．、臨ミ．1．ミ．．こ．；こ．・．二蒸こ諮、1こ＝〔〔．ミ∴瓢ぎΣ．罫．、．．∴、三．「．1．．−’、．}、．■．甲’「「@’■．　．蒸烹．．1．；＝．・．．ヨ．（．．450伽3503GO25020o15010D500用船料指数貨物船定期用船料指数僻載罐鵠≧r巳。）’、、＼」西＾り、一、　　、ノ、　　　A@　4@！4I一｝　　b　一貨物船航海用船料指数i1965、7〜1966．6＝100）1995〔年｝1997監9田19ヨ9�o2001450　10⊃α　　万DAΨ娚350鋤250�o15Dヨooo800枷qoo200D係船船腹19971年】1998】999ε�t9�o12GO28，貨物船用船料指数貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数月次1997199819992000200120021997199819992000200120021209．0189．0166．0190．O193．0195．0347．0277．0231．0222．O264．0227．02197．0186．0170．0191．O198．0199．0332．0254．0229．0231．O267．0232．D3199．0171．0169．0190．O195．0199．0341．0260．0219．0231．0260．0223．04197．0ユ．73．01．72．019LQ2QQ．O199．Q354．O262．G221．0246．o258．Q259．O5190．0173．0173．0王93．0206．0207．0342．O262．0238．0252．0262．0229．O6184．0175．0176．0202．02σ5．02Q2．0326．0292．0238．0251．0272．0244．07183．0167．0179．0202．0204．0一338．0266．0226．O264．0267．0一8196．0165．0178．Q203．0192．0201．0330．0210．0233．0267．0253．0240．09ユ90．0164．0185．0206．〔〕193．0327．0208．0238．0271．0248．010191．0165．0185．0207．0195．0316．0222．0241．0290．0249．O11189．0170．0195．Q206．0195．0290．0231．0254．0278．0227．Oユ2186．0168．0192．0200．0195．0294．0232．0237．026ア．0231．O平均192．6172．1178．3198．4197．5328．1245．5233．7255．8254．8（〔注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併〉�A航海用船料指数は1965．7−1966．6冨100定期用船：料指数は　　　　1971忌10009．係船船腹量の推移200020012002月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G〆T千D／W隻数千G内「干DハV隻数干G〆T千D．八V隻数千G、’．．．T千D／W隻数千G〆「．T千D／W隻数千G／T千DハV13333，2524，B446L2652，2922652，3542，775虹784L477242　　1，754　ユ，96640　7921，52823132，9843，758461，1922，2212592，1942，4．97397391，382232　　1，714　　1，89940　666L259331D2，94．93，680461，1922，22／2582，1742，489409711，883229　　1，728　　1，88740　6881，30543122，9213，599461，1722，2572562，1272，463396471，203238　　1，896　　2，06／42　6921，31053052」733，381439141，6982472，0632，3ア9386451，199230　　1，763　　1，94641　6351，19962992，69D3，26942ユ」272」942432，0312，341376441，196221　　1，74．2　　1，93642　6371，20272912，63Q3，225418651，6392361，8372，1ア3376441，196222　1，678　1，87443　8321，65782862，6223，2244．08131，5522481，8182，106356！91，154223　　1，667　　1，861471，4753，00492802，5693，183408／31，5522431，7452，032388681，667102922，6183，185441，14．02，2012371，6821，965378631，661112892，5743，135428771，6442381，7221，996388641，681122712，4292，914407791，4712431，8202，147411，0542，083（注）　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。ぜんきょうOo’2002�N51編7集∵後．記　最近、船が題材となったマスコミ報道に良い話題を見かけない。タジマ号事件、不審船・工作船、台風による座礁、イエメン沖での仏タンカー爆発など。米国西岸での労使紛争による港湾封’鎖は、外航海運が米国や日本、アジアの経済に果たしている役割の重要性を垣間見せたかもしれないが、決して良い話題ではない。いうまでもなく、旅客輸送がメインの鉄道や航空では、一一般の人たちの関心が高いため、取り上げる話題には事欠かない。　広報を担当して3年が過ぎた。入社以来、業務上で商売と関係ない方との接点はほとんどなかった。ところが、この3年間にマスコミの記者から小学生まで、多くの方々に会う機会があった。しかし、残念ながら皆さんに海運は殆ど知られていないことがわかった。記者さんは担当する運輸業の中で、話題の少ない海運を取り上げてくれることは少ない。学校では、海外から資源や食料を輸入し、製品を輸出するという視点から海運を紹介しているが、その実態には触れる余裕はない。　海運業は「BtoB」の業種であるため、我々は商社やメーカーなどの荷主さんとの問で粛々と商売を続けていればよかった。日本の産業を支える縁の下の力持ちとは言い古された表現だが、我々にもその自負があり動機付けにもなっていたと思う。しかし、企業の社会的責務がクロー52§ぜんきょうOff　2002ズアップされ、いわゆるステークホルダーに多くの情報を発信していかなければならない今日、それでは済まなくなりつつある。今や我々の仕事をもっと知ってもらわなければならない。　そこで、まずは日本の将来を担う子供達に商船を知ってもらうことに力を入れてはどうだろうか。実際に利用する鉄道や航空機などの交通機関と比べ、子供達に船は知られていない。彼らが商船をカッコいいとは思わないかもしれないが、見たこともないのではお話にならない。シップウオッチングができる施設の紹介、図鑑や絵本の企画、学校の副教材の制作、マンガへ　）の題材提供、社会科見学や修学旅行の受入れなど、紹介できることはあるはずだ。最近はウォーターフロントの再開発が進み、徐々に港が身近になりつつある。とにかく、船を見てもらうことから始めたい。　一企業では実現が難しいことだが、船協レベルでは出来ることはありそうだ。硬派な広報誌「せんきょう」を含め、船協の広報活動に協力していきたいと改めて思う今日この頃である。　川崎汽船株式会社情報広報グループ課長　　　　谷　信彦｝．せんきょう10月号　　No．507（Vol．43　No．7）発行　平成14年10月20日創刊　沼和35年8月10日発行所　社団法人　日本船主協会〒］02−B6D3東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL，（1〕3）3264−718］（総務部広報室）編集・発行人　高橋幸一郎製作　株式会社タイヨーグラフィック定価　407円（消費税を含む。会員については会費に含めて購読料を徴　　　　止している）日本船主協会環境憲章環境理念ド唯卜　　　　ll　　　　｝．　　　　レ　　　．ii……　　　　ll　　　　i：　　　　1：．　　　　ド　　／　　　　［．　／！：1日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底するとともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があらゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に寄与することに努めます。行動指針日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援します。　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1．　　　による一層の環境保全　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航2．　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進　　　省エネルギー・輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に3．　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船4．　　　舶リサイクルの促進5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な6．　　　体制の維持・整備促進　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への7．　　意識向上と環境保全への日常的取り組みの強化竪　　　　　　環境対策に関わる内外関係機関等との連携の強化および　　　…　　　　8，　　　　　　内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献　　　　　．獄、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟鴨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翻蓼臨ヅ・済　　　　　　〜〜一謙．警醒欝ご∠＿麟醐．二1騰麟　　　　『．田鰻弁＼、

